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6.6 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：塩害農地のリーチング 
 
6.6.1 概要・目的 

ZAE I における河口付近の圃場では、長年塩分濃度の高い水質の地下水により灌漑を続けてい

るため、土壌に塩害の出ている所があり、野菜栽培を阻害している。他方、雨季においては、上

流部では降雨強度が大きくても河口付近では殆ど降雨がない状況にあり、上流部で降った雨は河

川に流れ込み、雨の少ない河口付近を素通りして、そのまま海に流出してしまう。 

アクションプランの「塩害対策計画」及び「小規模水源開発計画」のプログラムの中で計画し

ているウォータースプレッディングを利用した、リーチングによる塩害土壌の脱塩を提案してい

る。しかし、ウォータースプレッディングによる捕水、また、それを利用した塩害土壌の脱塩に

ついて、「カ」国では今までに実施した経験はなく、その実現の可能性及び効果については未知で

ある。 

従って、本パイロットプロジェクト項目を Baia（ZAE I ）で実施し、ウォータースプレッディ

ングによるリーチングの可能性及び効果について検証する。本事業は塩害を軽減・防止し、生産

性の高い灌漑農業を維持することに加え、海へ無効放流してしまう河川水（水資源）の有効利用

を図るものである。 

 

6.6.2 活動実績 
本計画については、ZAE I に属する Baia において実施した。活動実績を下記の表に示す。 

表 6.6.1 活動実績：塩害農地のリーチング 

活 動 期待される結果 
スケジュール 

責任者 投 入 2008 2009 2010 
o n d j f m a m j j a s o n d j f m a 

1-1 灌漑専門家の指導のも
と、DGASP 職員及び農

民がサイトを決め、土
地所有者の協力を得る 

土地所有者の協
力  

 

 

       

         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

1-2 地形測量を行なう 測量図 
   

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員 
JICA：調査団員、測量

業者 
1-3 施設の設計・工程計

画・積算を行なう 
設計書、工程計
画書、積算書    

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、設計

業者 
1-4 施設の建設を行なう 施設 

   
       

         
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 

JICA：調査団員、建設
業者 

1-5 その年に実施する塩害
耕地を選定し、耕地の

塩分濃度を測定する 

リーチング対象
農地 
土壌の塩分濃度 

   
       

         
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、機器 
1-6 DGASP 職員及び ACB

がｳｫｰﾀｰｽﾌﾟﾚｯﾃﾞｨﾝｸﾞを

利用したﾘｰﾁﾝｸﾞを実施
する 

リーチング対象
農地 
土壌の塩分濃度    

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

1-7 DGASP 職員及び ACB
がモニタリングを行う 

モニタリング 
 

 
 

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

 

本プロジェクト項目について、計画の内容についてカウンターパートと検討を行った。取水施

設の形態について、カウンターパートから種々の意見が出た。その結果、堰を作ることで合意が
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なされ、現地コンサルタントへの再委託により、施設を設計した。その後、施設建設の再委託先

選定の結果、6 月半ば過ぎに半官半民組織である INERF と再委託契約を締結し、工事に着手した。

工事の実施については、契約書の仕様書に従い、現地農民（Baia）を INERF が雇用して進めた。

岩着基礎確保のため掘削深が設計より大きくなり、掘削土量が増加したこと、機械の故障及び手

配の遅れがあったことにより、工事の進捗に遅れが見られた。結果として、すべての工事の完工

は 9 月の末までずれ込むことになった。 

施設については、下記の変更を施工時に行なった。 

・岩盤が想定より深く、岩着基礎確保のため掘削深が大きくなった（1.0 m → 2.5 m）。 

・既設護岸工を考慮し、堰高を 2.2 m から 1.8 m にした。 

・地盤上層部は砂礫層で浸透性が大きく、堤防下を水が走る事が予想されることから、堰か

ら上流 10 m 範囲の石積堤防の基礎にコンクリート止水壁を追加した。 

施設の概要を下記に示す。 

取水堰（練り石積み、L = 10.26 m, H = 1.10 m, W = 1.30 m）：1 ヶ所 

開水路：L = 330 m 

リーチング対象面積：A = 1.05 ha 

付帯施設（水口、水尻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.1 概念図：Baia 
 

《モニタリング》 

本パイロットプロジェクトの目的は、ウォータースプレッディングの施設を利用し、塩害農

地において除塩を行い、耕地の回復を図ることにある。モニタリング調査として、リーチン

グ実施前後における対象圃場内の塩類集積状況を検討した。 

進捗状況： 

・リーチング前後における表層土壌の電気伝導度 

 リーチング計画圃場において上流域から下流域にかけ計 8箇所の分析用土壌試料採取点を

設定した。試料の採取深さは 0～5 cm、5～10 cm、10～20 cm の各層とした。リーチング

計画圃場の概要及び試料採取点を以下の概要図に示す。 

海

上流

取水堰

開水路  L = 330 m

川

ﾘｰﾁﾝｸﾞ対象耕地 A = 1.05 ha
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土壌鉛直方向

0-5cm
5-10cm
10-20cm

 

0 50m 100m

主モニタリング調査範囲・境界線

分水堰 本流

リーチング用水
下流方面

No.1
No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

①
② ③

④

土壌試料採取面

2009年2月 ①～④

2009年9・10月 No.1～8

 

図 6.6.2 リーチング計画圃場の概要 
 

リーチング計画圃場より採取した土壌試料についての

電気伝導度（EC）測定結果を以下に示す。縦軸には試料

を採取した各土壌層位、0～5 cm、5～10 cm、10～20 cm

を示す。なお、凡例については、「2009 F eb.」は本プロ

ジェクト開始以前の現場圃場内におけるベースライン

調査時（圃場概要図×印が採取点）、同様に「2009 Sep. 14」

は 9 月 9 日の洪水に対する試料採取日、「2009 Oct.5」は

9 月 24 日に発生した洪水を受けて 10 月 5 日に試料を採取した日付の各値となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.3 資料採取地点 
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No.7 No.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.4 電気伝導度測定値 
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 結果的に、電気伝導度の値は概ね圃場内の全ての位置（No.1～No.8）で減少した。土層内

についても各層位で電気伝導度減少の傾向が認められる。このことから NaCl などの塩基

を含む土壌水が複数回にわたる圃場内の除塩によって下方部（深さ 20 cm より下層部）に

移動、溶脱したことがわかる。リーチングを行なった耕地について、雨季前に測定した電

気伝導度の値を比較すると、平均で約 4,000 μs/cm であった EC 値が約 1,000 μs/cm まで

下がっており、十分にその効果が現れていることが確認できた。（野菜栽培には EC 値が

1,000 μs/cm 以下が理想であり、2,000 μs/cm 以上だと生育に悪影響を及ぼす。） 

 リーチング計画圃場内における湛水状況（9 月 9 日の現場観察事）を以下に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・脱塩後の耕地における栽培 

 リーチングの後、対象耕地では農民がバナナの栽培を始めた。これは、リーチングによる

脱塩で、今までバナナの栽培が無理であった耕地でも、バナナの栽培が可能になったこと

を示すものである。農民によれば、バナナの栽培を始めた理由として、以下のものを挙げ

ている。1）脱塩され、塩害がなくなった、2）河川水の流入により耕地が肥沃になった、

3）今まで、雨季においてさえも水がこず、灌漑に頼るしかなかった耕地に、施設からの

分水により水がくるようになり、バナナのような湿潤を好む作物の栽培も可能になった。 

 これにより、当該農民に便益をもたらすだけでなく、塩害のため生産性の落ちている他の

集水域のバナナ園での耕地の回復並びに生産性の向上が、可能性として考えられようにな

った。 

 
6.6.3 評価 

（1）実績の検証 

‐洪水時にリーチング用の水を分流するための施設は完成し、リーチング対象地に分流した水

が流れ込むことを確認した。 

‐洪水の水によりリーチングを行った耕地について、洪水発生後のリーチング実施地区の土壌

の塩分濃度を電気伝導度（EC）で測定した結果、雨季前に測定した値と比べると、平均で

約 4,000 μs/cm であった EC 値が約 1,000 μs/cm まで下がっており、十分にその効果が現れて

いることが確認できた。 

‐リーチングの後、対象耕地では農民がバナナの栽培を始めた。これにより、リーチングによ

る脱塩で、今までバナナの栽培が無理であった耕地でも、バナナの栽培が可能になったこと

下流方面 

（リーチング対象圃場） 

リーチング用水 

（河川本流） 
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を確認した。 

（2）実施プロセスの検証 

‐施設が完全に完工する前に、洪水が起きたが、主要施設は既に完成していたことから、分流

水はリーチング予定耕地に流入した。また、施設の損傷は認められず、強度に付いても設計

どおりであることが確認できた。 

‐リーチング後の塩分濃度のモニタリングは、計画通り実施された。 

（3）評価 5 項目の視点による評価結果 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐ウォータースプレッディングの実施により、直接海に流出していた河川水の一部の有効利用

ができるようになり、国家レベルでの水資源の確保につながる。 

妥当性 

‐上位計画である PEDA の中でも塩害の対応は謳われているが、その具体策はいまだ実施され

ていない。本計画により、今まで無駄に海に流出していた河川水の利用により、塩害耕地を

脱塩し、栽培作物の単位収量の増加が見込めるようになる。 

‐農民にとっても、栽培作物の単位収量が増加することにより利益を得ることができ、彼らの

ニーズに適っている。 

‐本項目の実施により、塩害耕地の回復が可能になることから、農民に利益をもたらすことが

できる。 

有効性 

‐リーチングの後、対象耕地では農民がバナナの栽培を始めた。これは、リーチングによる脱

塩で、今までバナナの栽培が無理であった耕地でも、バナナの栽培が可能になったことを示

すものである。これにより、当該農民に便益をもたらすだけでなく、塩害のため生産性の落

ちている他の集水域のバナナ園での耕地の回復並びに生産性の向上が、可能性のあるものと

して考えられようになった。 

‐投入の時期については、リーチング用の水を分水するための施設の完成が遅れ、完成前に洪

水が発生するなどの事態となったが、洪水発生時には既に主要構造物が完成していたことか

ら、リーチング用水の分水にあたっては特に問題は生じなかった。 

効率性 

‐本計画の目標である、「リーチングによる塩害耕地の脱塩による耕地の回復」に見合った投

入コストであるかについて考えた場合、分水堰の新設の費用などが高額となり、本計画単独

の事業としては決して見合った投入金額とは考えられない。ただし、インパクトの項に記述

しているように、脱塩以外にも、土壌の肥沃化の可能性があり、農業用水の供給といった側

面のあることも確認できた。 

「カ」国では 1980 年代初頭、USAID の資金により、河川の河口部に洪水被害を防ぐための

護岸工を建設している。しかし、護岸工の設置により水のこなくなった土地では、塩害が発

生し始め、土壌も劣化するという事態を招いた。このため、河口部の護岸工の設置はサンチ

ャゴ島では 6 集水域に留まり、その後は実施されていない。一部の集水域では、農民が護岸
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工を破壊するという事件も起きている。しかし、ただ破壊したのでは洪水被害に対処するこ

とはできない。護岸工を残したままの対処案が必要となる。 

本計画では河川水を分水するため、新規の分水堰からなる施設を設置した。これにより、適

正な管理を行なう必要はあるが、塩害耕地の回復、土壌の肥沃化及び農業用水の供給の可能

性を示すことができた。コストを抑えるためには、分水堰を新たに作る代わりに、上流部に

ある既存の砂防堰を改修し、分水の機能を持たせ、水路を新設して水を引くなどの代替案が

考えられる。これにより、洪水時の水量にもよるが、受益面積をある程度広げることも可能

になる。本計画の経験が護岸工のある他集水域の整備に役立つのであれば、また、サンチャ

ゴ島以外の島での同様な問題を抱えている河川の事例に役立つのであれば、そのためのパイ

ロットプロジェクトとしての効率性はある。 

‐前述のように、脱塩された回復耕地において、農民がバナナの栽培を始めている。農民によ

れば、バナナの栽培を始めた理由として、以下のものを挙げている。1）脱塩され、塩害が

なくなった、2）河川水の流入により耕地が肥沃になった、3）今まで、雨季においてさえも

水がこず、灌漑に頼るしかなかった耕地に、施設からの分水により水がくるようになり、バ

ナナのような湿潤を好む作物の栽培も可能になった。 

即ち、本計画の施設では脱塩を目的としていたが、それ以外に、土壌が肥沃になり、耕地に

灌漑の補給水を導くことができ、灌漑水の節約ができるようになるといった、正のインパク

トが確認できた。 

インパクト 

‐分水堰の直上流にある浅井戸では、堰の設置後の降雨後に井戸の水位の上昇が認められた。

これは、今までは洪水時に大量の水が流れても、そのまま海に流れ去っていたものが、堰に

より一部の水が堰上流部に貯留され、そのため地下浸透量が増加し、井戸の水位の上昇を促

したものと推察される。堰の設置により地下水涵養の効果も認められたことになる。 

‐施設は堅牢であり、長期の使用に耐える。 

自立発展性 

‐カウンターパートは、上記護岸工の問題の解決策としての本計画の推進に積極的であり、こ

れを機会に DGASP として本格的に取り組んでいきたいとしている。 

 

6.6.4 結論 

仮説：ウォータースプレッディングを利用した施設により、リーチング用の水の確保が可能

になる。 

仮説の検証 

リーチング用の水を分水するための施設が完成する前の 9 月 1 日に洪水が発生したが、主要

工事はほぼ終わっていたため、リーチング用の水を分水し、リーチング予定地に導水するこ

とができた。施設完成後の 9 月 9 日に大きな洪水が発生し、大量のリーチング用水を確保す

ることができた。今年は雨が多く、その後も何度か洪水が発生し、リーチング用水の確保は

十分にできた。 

洪水発生後のリーチング実施地区の土壌の塩分濃度を電気伝導度（EC）で測定した結果、雨
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季前に測定した値と比べると、平均で約 4,000 μs/cm であった EC 値が約 1,000 μs/cm まで

下がっており、十分にその効果が現れている。 

従って、本仮説は十分に検証できたと思われる。 

建設された施設を利用して、洪水時に海に無効放流してしまう河川水の一部を分流し、塩害

土壌の脱塩を行なうためのリーチングを実施した。これにより、本計画の有効性は確認でき

た。また、上述のように、土壌の肥沃化及び農業用水の供給の可能性もある。建設費用のか

さむ新設の分水堰に替えて、既設の堰を改修して河川水を捕捉できるようにすることにより、

コストの削減ができ、十分に他地域への発展性を期待できる。従って、本計画については、

アクションプログラムとして優先度の高いものと位置付ける。 

結論 

なお、本計画はドラフトアクションプログラムの塩害対策計画の一部として実施し、ウォー

タースプレッディングの技術を利用したリーチングによる塩害農地の脱塩についての有効性

の確認ができている。また、ウォータースプレッディングは、ドラフトアクションプログラ

ムの一つである小規模水源開発の中で提案された技術であり、洪水時の河川の流水を一部捕

捉できることが、本計画で確認されている。ウォータースプレッディングの効果としては、

河川の周辺に広がる土地を潤し、洪水時の流水がもたらす土壌の肥沃化の可能性についても

検証できている。従って、優先アクションプログラムとしては、塩害対策計画に換えてウォ

ータースプレッディング計画とし、ZAE I では脱塩のためのリーチングに応用するとともに、

農地を潤す効果及び土壌の肥沃化を目指す。また、ZAE I I では、塩害がないことから脱塩の

ためのリーチングを除き、農地を潤す効果及び土壌の肥沃化のみを目指す計画とする。 
 

6.6.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.6.2 教訓及びアクションプランへの反映：塩害農地のリーチング 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 
• 今回の計画では、新たに分水用の堰を建設し

たため、事業費が高くついている。既設の堰を

分水用に改修するなどの代替案を計画し、コス

トを抑えることが必要である。 
• 今回の計画では、塩害耕地の脱塩だけを目的

に計画したが、脱塩以外にも、耕地の肥沃化、

農業用水の確保といった事柄も含め、総合的な

計画とする。 

⇒ 計画内容に、既設の堰を利用した案を加え

る。 
 
 
⇒ 計画の内容を、総合的なものに変更する。 
 

 

6.7 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：小規模水源開発 
 

6.7.1 概要・目的 

サンチャゴ島において、灌漑農業はまだ発展途上であり、少ない水源を融通して実施している。

他方、河川に流出する雨水を捕捉するための施設の整備は十分ではない。 

アクションプランの「小規模水源開発計画」のプログラムの中で、河川に流出する前に捕捉す

る施設として、ウォーターハーベスティングの導入を提案している。 
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本プロジェクト項目において、施設が整っていないために垂れ流しになっている湧水を、河川

に流出する前に捕捉し、下流における灌漑用水として有効利用を図るものである。 

本プロジェクト項目については、小規模な施設を建設し、それによる効果を検証するものであ

るが、規模の適正についても検証する。 

また、本プロジェクト項目については、「カ」国側と事業費を分担することにより、共同して

行なうことにする。これにより、アクションプランで策定されるプログラムの事業費の捻出方法

の選択幅が広がることが期待できる。 

 

6.7.2 活動実績 

本計画については、ZAE II に属する Milho Branco において実施した。活動実績を下記の表に示

す。 

表 6.7.1 活動実績：小規模水源開発 

活 動 期待される結果 
スケジュール 

責任者 投 入 2008 2009 2010 
o n d j f m a m j j a s o n d j f m a 

1-1 灌漑専門家の指導のも

と、DGASP 職員及び農
民が協同して実施計画
を作成する 

実施計画 

 

 

 

       

         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

1-2 実施工種の選定を行な
う 

選定された工種 
   

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、測量費用 
1-3 施設の設計・工程計

画・積算を行なう 
設計書、工程計
画書、積算書    

       

         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、図面作成費
用 

1-4 ACB が施設の建設に

参加する 
施設 

   

       

         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、建設資材、
灌漑施設、その他 

1-5 ACB が施設を利用し
た栽培を実施する 

作物の収穫 
   

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、農業資材 
1-6 普及員及び ACB がモ

ニタリングを行う 
モニタリング 

 
 

 
       

         
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 

JICA：調査団員、外部

専門家 

 

ZAE II においては降雨が集水域上流と比較して少ないが、Milho Branco の上流部に乾季でも涸

れない湧水ヶ所があり、これを利用した小規模な灌漑用の水源を開発することにした。雨季には

降雨量によるある程度の流出も期待でき、それを貯めることにより雨季の補給灌漑の水源とする

ことも可能となる。ただし、小規模とはいえ、取水堰を作り、貯水槽を作ることからある程度の

建設費が必要となる。本計画については「カ」国側と共同で行なうこととし、DGASP の予算で賄

える部分を「カ」側が実施し、賄えない部分をパイロットプロジェクトで実施することにした。 

本プロジェクト項目については、計画の内容についてカウンターパートと検討を行い、現地コ

ンサルタントへの再委託により、施設を設計した。その後、施設建設の再委託先選定の結果、6

月中旬に Milho B ranco の ACB を施工業者として契約を結び、建設工事に着手した。しかし、取

水堰に使用する石材は堰周辺山地から集積しているが、セメント・砂・砕石など資材は、下流資

材ヤードから堰計画地まで約 0.6 km、高低差約 100 m の区間を人力運搬（主に女性）により行な

った。これが堰工事作業工程上の制約条件となった。加えて、委託先の ACB は当該類似工事施工
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の経験はあるものの、施工能力は予想以上に低く、工事の進捗に遅れが見られた。結果として、

すべての工事の完工は 9 月の半ばまでずれ込むことになった。 

施設については、下記の変更を施工時に行なった。 

・材料不足で堰内空アーチ設置が困難であることから、頂板フラット構造に変更し、補強材

として鉄筋 D13@150 を配置した。 

・工事用道路兼用として水槽までのアクセス道路を設置した。 

・貯水槽外壁について、設計にはペイント塗装が含まれていなかったが、ACB 独自の判断に

より、青色塗装を施した。 

施設の概要を下記に示す。 

砂防堰（練り石積み、L = 5.0 m, H = 1.5 m, W = 1.39 m）：1 ヶ所（「カ」側負担分） 

集水堰（練り石積み、L = 3.0 m, H = 2.5 m, W = 1.35 m）：1 ヶ所（「カ」側負担分） 

集水堰（練り石積み、L = 7.0 m, H = 1.7 m, W = 2.38 m）：1 ヶ所 

パイプライン：L = 1,900 m 

貯水槽（ブロック練り積み、V = 80 m3）：1 ヶ所 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.7.1 概念図：Milho Branco 
 

《モニタリング》 

本パイロットプロジェクトの目的は、湧水及び降雨流出水を捕捉するための取水堰及び貯水

槽（80 m3）の整備により、下流域における乾季の小規模灌漑及び雨季の補給灌漑の振興を図

ることにある。モニタリング調査として、期間中の施設の機能、貯水状況の確認を行う。ま

た、捕捉水の有効利用に向けて、貯留水の将来的な利用の可能性を確認する。 

進捗状況： 

・施設の機能状況および貯水状況 

 まとまった降雨が見られた後、取水堰における集水貯留状況、貯水槽の貯水状況の確認を

行った。また、送水用パイプラインの状態および小河川沿岸等の環境変化を現場踏査によ

り観察した。堰においては、集水、貯留（堰内部への貯水・堰内側への貯留）機能を確認

した。堰には開閉バルブが取り付けられているが、当初 ACB メンバーらにより貯水槽に

おける貯水状況の確認と並行してバルブ開閉作業が行われていなかった。このため、バル

ブ開放状態が続き、降雨の後に総貯水容量を超えたため、貯水槽からの越流が生じた。バ

上流

下流

圃場へ

貯水槽 V = 80m
3

川

パイプライン  L = 600 m

集水堰：雨水用

砂防堰（「カ」側負担分）

集水堰：湧水用（「カ」側負担分）

パイプライン  L = 1,000 m

パイプライン  L = 300 m
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ルブを閉めることにより、取水堰内部に水を貯留することができることから、有効な水資

源活用のため、上記の点を ACB 側に説明した。現在、貯水槽については常時 80 m 3 の貯

水量を確保すると共に、降雨状況を考慮した堰の取水管理・貯水槽の貯水管理が ACB メ

ンバー自身の手により行われている。 

・ワークショップの開催及びアンケート調査 

 集水施設に対する農家・住民の水利・営農面における意向を把握するため、農民組織であ

る ACB メンバーおよび地区住民を主体としたワークショップを開催した。ワークショッ

プでは簡易なアンケート調査を実施した。ACB 組織として、あるいはコミュニティー個々

の住民として、本プロジェクトにより新規に得られる水源を、今後どのように利活用する

かを調べることに目的を置いた。ワークショップ開催に先立ち、ワークショップ参加者に

よる、現地視察が行なわれた。 

 アンケート調査の結果、以下のような回答が得られた。 

・ 個々の園芸農家でニンジン、トマト、レタスなどの栽培が可能となるような小規模灌

漑農業が行えるようにしてはどうか。 

・ 作物生産及び家畜飼育のみならず、貯水槽から住居内に導水し、住民の家庭用水とし

ても利用できることを期待する。 

・ 私たちの農民組織（ACB）における諸活動のためにこの新たな水源を利用して行きた

い。 

・ 貯水槽の保守管理及び貯水の配分管理を行える責任者をたてる必要がある。 

・ 地区内の農民組織（ACB）は、新たに建設された施設の管理事業体として組織構成員

全体の便益を考慮し、水源の有効活用を探るべきである。水利用の計画はあくまで地

域コミュニティーの参画者によってなされるべきである。本プロジェクトによって創

出さされた水源は、売買目的に利用するのではなく、各住民世帯における灌漑活動（点

滴灌漑）などに無償で利用されるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miho Branco 地区における W/S 開催模様（左：参加者全員で現地視察 右：討論の様子） 

・貯留水利用状況 

 本格的な降雨の始まりと同時に、貯水槽は水で一杯になった。しかし、今期は雨季の降雨

量が多かったため雨季作の補給灌漑の需要がなく、終了時評価の時点で、貯留した雨水は
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殆ど使われていなかった。近くでバナナを点滴灌漑で栽培している組合員が、ドラム缶で

水を運搬し使っていた。ACB によると、100 E CV/m3 の水代を取っているとのことであっ

た。 

 上記ワークショップの中で、DGASP の Barros 農業土木部長が、貯水槽の水を使った点滴

灌漑の展示を DGASP として実施する意向を示した。彼は DGASP の予算で点滴灌漑機器

を購入し、ACB に提供することを約束した。しかし、最終評価時点でまだその約束が実行

されていない。ACB としては、農業土木部長の約束を信頼しており、点滴灌漑機器が提供

されるのを待っていることから、貯留水の他の使用法は考えていない状況である。点滴灌

漑機器が導入されれば、展示圃として本計画の普及にもつながることから、早い時期の提

供が待たれる。 

 

6.7.3 評価 

（1）実績の検証 

‐降雨時の河川水を捕捉する堰、補足した水を貯留する貯水槽、そしてその間をつなげるパイ

プラインからなる施設は完成した。 

‐本格的雨季になり、河川水が貯水槽に流入し、一杯になるのを確認した。 

‐今期は雨季の降雨量が多かったため雨季作の補給灌漑の需要がなく、終了時評価の時点で、

貯留した雨水は殆ど使われていない。 

‐DGASP の予算で建設される予定であった砂防堰については、本レポート作成時点で建設が

始まっていない。総括局長の話では、今年度の予算が確保されたので、近いうちに建設契約

を締結すると言っている。 

‐貯水槽の水を使った点滴灌漑の展示を DGASP として実施する意向であったが、DGASP か

らの点滴灌漑機器の提供が遅れている。これについても、砂防堰同様に、今年度予算により

ACB に提供するとのことである。 

‐貯留水はほとんど使われていないが、近くでバナナを点滴灌漑で栽培している組合員が、ド

ラム缶で水を運び使っている。ACB によると、100 ECV/m3 の水代を取っているとのことで

ある。 

（2）実施プロセスの検証 

‐取水堰に使用する石材は堰周辺山地から調達しているが、セメント・砂・砕石などの資材に

ついては、下流資材ヤードから堰計画地まで約 0.6 km、高低差約 100 m の区間を人力運搬（主

に女性）により行なった。加えて、委託先の ACB は当該類似工事施工の経験はあるものの、

施工能力は予想以上に低く、工事の進捗に遅れが見られた。 

‐貯水槽外壁について、設計にはペイント塗装が含まれていなかったが、ACB 独自の判断に

より、青色塗装を施した。 

‐今期は雨季の降雨量が多かったため雨季作の補給灌漑の需要がなく、終了時評価の時点で、

貯留水は殆ど使われることがなかった。 

‐本計画により、湧水をパイプラインで直接貯水槽に送水するようになったため、家畜が飲む

ことができなくなった。この対策として、貯水槽からの水を、家畜には無料で提供すること

にしている。 
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‐ACB は DGASP からの点滴灌漑機器の提供を待っており、水の他の利用方法を考えることを

保留している。 

（3）評価 5 項目の視点による評価結果 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐小規模水源開発の実施により、直接河川に流出していた雨水の有効利用ができるようになり、

国家レベルでの水資源の確保につながる。 

妥当性 

‐上位計画である PEDA の中でも水資源の確保は謳われており、農民も栽培の拡張が可能とな

ることから、妥当性はある。 

‐小規模水源開発の実施により、栽培の拡張が可能になることから、農民に利益をもたらすこ

とができる。 

有効性 

‐本格的な降雨の始まりと同時に、貯水槽は水で一杯になった。しかし、今期は雨季の降雨量

が多かったため雨季作の補給灌漑の需要がなく、終了時評価の時点で、貯留した雨水は殆ど

使われていない。近くでバナナを点滴灌漑で栽培している組合員が、ドラム缶で水を運び使

っている。ACB によると、100 ECV/m3 の水代を取っているとのことである。 

‐2009 年 10 月に実施されたワークショップの中で、DGASP の Barros 農業土木部長が、貯水

槽の水を使った点滴灌漑の展示を DGASP として実施する意向を示した。彼は DGASP の予

算で点滴灌漑機器を購入し、ACB に提供することを約束した。しかし、最終評価時点でま

だその約束が実行されていない。ACB としては、農業土木部長の約束を信頼しており、点

滴灌漑機器が提供されるのを待っていることから、貯留水の他の使用法は考えていない状況

である。点滴灌漑機器が導入されれば、展示圃として本計画の普及にもつながることから、

早い時期の提供が待たれる。 

‐投入時期については、施設の設置の遅れはあったものの、本格的な降雨が始まった時には完

成しており、9 月に入ると水槽の上部の余水を流出させるために取り付けたパイプから余っ

た水が流れ出ている状況になった。 

効率性 

‐本格的な雨が降り出して直ぐに水槽が一杯になったことから、小規模なものということで設

定した水槽の容量が小さすぎることが明らかになった。 

‐投入の成果に対する効率については、貯留水が使われず、農業生産も上げてないことから、

未確認である。 

‐上述のように、水槽の水は終了時評価の時点で、あまり使われていない。DGASP からの点

滴灌漑機器の提供を待っているため、ACB は水の他の利用方法を考えることを保留してお

り、負のインパクトになっている。 

インパクト 

‐他方、施設の建設契約の中では、貯水槽の外壁はモルタル仕上げのままとなっていたが、貯

水槽の位置は遠くからも一望できることから景観を考慮し、ACB が自主的に自分達の予算
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で外壁を青色に塗装した。 

‐今まで上流部の湧水地点より流れていた水は、周辺の家畜が自由に飲んでいた。しかし、本

計画によりパイプラインで直接貯水槽に送水するようになったため、家畜が飲むことができ

なくなるという、負のインパクトが生じた。この対策として、貯水槽からの水を、家畜には

無料で提供することにしている。 

‐堰、貯水槽などの施設は堅牢であり、長期の使用に耐える。パイプラインの露出部について

は適切な維持管理が必要となる。 

自立発展性 

‐上述のように、ACB は貯水槽の外壁を自主的に塗装した。これは、彼らの施設に対するオ

ーナーシップの現れであり、将来にわたって施設を有効に利用していくものと確信する。 

 

6.7.4 結論 

仮説：「カ」国側と費用を分担することにより、事業費の捻出方法の選択幅が広がる。 

仮説の検証 

本計画については「カ」国側と共同で行なうこととし、DGASP の予算で賄える部分を「カ」

国側が実施し、賄えない部分をパイロットプロジェクトで実施することにした。これについ

ては、ステアリングコミッティー会議においても確認し、「カ」国側もその履行を約束してく

れていた。しかし、結果的には予算不足のため、本レポート作成時点で建設が始まっていな

い。総括局長の話では、今年度の予算が確保されたので、近いうちに建設契約を締結すると

言っている。従って、本仮説については、検証できなかった。 

「カ」国については、LDC を 2007 年に卒業したこともあり、一見進んでいるように見え、ま

たそれなりに発展している国との先入観があったことから、この仮説を立てた時期には彼ら

の言うことを鵜呑みにし、彼らによる履行を信じていた。しかし、その後カウンターパート

機関及び関係諸機関と一緒に調査を進める中で、「カ」国の政府機関が外見ほどには体制が整

っておらず、他の発展途上のアフリカ諸国の政府機関に比べ若干の財政的ゆとりは見受けら

れるものの、その実態はなんら変るところがないことが分かってきた。従って、今後の計画

では、政府職員への意識醸成計画なども視野に入れたものとしていく必要があると考える。 

雨季に河川に流出する降雨を捕捉し、貯留する施設は完成した。しかし、今期は雨季の降雨

量が多かったため雨季作の補給灌漑の需要がなく、貯留水は使われなかった。また、乾季に

入ってからも、貯水槽の水を使った点滴灌漑の展示のための機器の DGASP による提供を待っ

ているため、いまだほとんど使われていない。従って、その成否は今後の活動を見てみない

ことには結論を出せない。 

結論 

国家レベルでの水資源の確保につながるなど、本計画の妥当性はあるが、貯水槽の水は殆ど

使われず、その有効性は確認できていない。加えて仮説も検証できていないことから、最終

アクションプランを策定するに当たり、優先度の高いアクションプログラムとして位置付け

ることができない。ただし、今後の「カ」国による支援の継続により、成果を出現する可能

性は秘めている。成果が出現することが確認できた段階で、アクションプランのプログラム
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として用いられる可能性はある。 

 

6.7.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.7.2 教訓及びアクションプランへの反映：小規模水源開発 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 
• 彼らが自力でできるものを考慮し、小規模という

ことで計画した。実施の結果から、中規模ぐらい

のものを計画することにより、より効率的なものと

なる。 
• コンクリート製の施設ではあるが、地域の景観を

考え、外壁の塗装についても計画に盛り込むこ

とを考慮する。 

⇒ 計画の内容に盛り込む。 
 
 
 
⇒ 計画の内容に留意事項として加筆する。 
 

 

6.8 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：節水灌漑／水管理 
 
6.8.1 概要・目的 

サンチャゴ島では圃場適用効率の低い従来の水盤灌漑から節水効果の高い点滴灌漑などの導

入に移行しつつあることから、アクションプランの「節水灌漑導入計画」のプログラムの中で、

節水灌漑の導入を提案している。「カ」国における節水灌漑はまだ歴史が浅く、その技術は確定さ

れていない。従って、節水灌漑試験圃場を設置し、節水灌漑の種々の技術を紹介・実施し、灌漑

水量に対する収量の変化を探る必要がある。しかし、「カ」国においては節水灌漑実施における基

礎データが揃っていない。 

本パイロットプロジェクト項目実施の中で、「カ」国側が今後続けていく節水灌漑試験のため

のベースラインとなる基礎データを集めると共に、「カ」国側が節水灌漑試験を継続していくため

の道筋を付けていく。また、道筋を付けるためには節水灌漑の水管理に精通した人材を必要とす

ることから、アクションプランの「節水灌漑研修計画」で提案している研修を行い、節水灌漑の

水管理に精通した政府職員の増員を図る。 

 

6.8.2 活動実績 
本計画については、ZAE I に属する Achada Baleia において実施した。活動実績を下記の表に示

す。 
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表 6.8.1 活動実績：節水灌漑／水管理 

活 動 期待される結果 
スケジュール 

責任者 投 入 2008 2009 2010 
o n d j f m a m j j a s o n d j f m a 

1-1 DGASP 職員が節水灌

漑／水管理に関する研
修を受講する 

節水灌漑の知見

を広めた
DGASP 職員 

 
 

 
       

         
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 
2-1 試験圃場を提供してく

れる ACB を選定する 
ACB 

   
       

         
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 

JICA：調査団員、外部
専門家 

2-2 地形測量を実施する 測量図 
   

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、測量費用 
2-3 試験圃場の設計・工程

計画・積算を行なう 
設計書、工程計
画書、積算書    

       

         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、図面作成費

用 
2-4 ACB が圃場施設の建

設に参加する 
試験圃場 

   

       

         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、建設資材、
灌漑施設、その他 

2-5 DGASP 農業試験を実
施する 

節水灌漑試験結
果    

       
         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、農業資材 
2-6 DGASP がモニタリン

グを行う 
モニタリング 

 
 

 
       

         
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 

JICA：調査団員、外部

専門家 
2-7 地域農民への成果の伝

達を目的としてセミナ

ーを開催する 

節水灌漑に関す
る知見を得た他

地域農民 
   

       
      

 
  

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 
2-8 活動の成果をマニュア

ルとしてまとめる 
節水灌漑試験場

マニュアル    
       

         
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

 

節水灌漑計画（節水灌漑研修） 

2008 年 11 月 24 日～28 日の 5 日間、DGASP の職員、São D omingos 農業地方事務所の職員及

び灌漑農業を実施している農民を対象に、灌漑地区における現況の枠の中で、水資源を適切

に管理することを目的とした、節水灌漑に関する研修を行なった。 

DGASP 及び São Domingos 農業地方事務所の職員 12 名、灌漑農業を実施している海岸に近い

Achada Baleia 及び Baia の農民 26 名が研修を受けた。5 日間の研修のうち、最初の 2 日間は職

員だけを対象にして実施した。残りの 3 日間は、農民に参加してもらい、研修を受けた職員

が講師になり、農民に講義をするなどの試みも行なわれた。 

第 1 日目：DGASP 及び São Domingos 農業地方事務所の職員を対象に実施した。最初に参加

者評価のアンケートを行い、彼らの灌漑についての知見がどの程度かを測った。

講義については、灌漑の基礎、節水灌漑の概念、その方法について行なわれた。

また、節水灌漑のみに限らず、塩分濃度の高い灌漑水による農地の塩害についても

説明された。 

研修内容 

第 2 日目：第 1 日目同様、職員を対象に実施した。灌漑施設の要である取水方法、貯水方法に

ついての講義が行なわれた。彼らが今後農民に普及していくという観点から、農民

レベルの節水灌漑についても説明がなされた。 

第 3 日目：職員及び灌漑農民を対象に行なわれた。この日は、Achada B aleia にて農民レベル
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の節水灌漑についての講義が、農地で実際に土壌を手で触って行なわれた。前日の

講義を受けた職員が講師になるという場面も見られた。 

第 4 日目：職員及び灌漑農民を対象に行なわれた。前日に現場で行なわれた講義について、講

師から系統だって説明がなされた。また、灌漑農地における問題点について、講義

を踏まえた討議が持たれた。 

第 5 日目：職員及び灌漑農民を対象に行なわれた。この日は Baia の農地にて、井戸水の EC

を測るなど、特に塩害についての説明がなされた。また、研修終了後評価のための

アンケート調査が行なわれた。 

研修を始めるに当たり、研修員の灌漑に対する知見を確認し、実施予定の研修内容が妥当か

を確認するため、研修初日にアンケート調査を行なった。初日の参加者は 9 名であった。 

研修前評価 

研修前評価の結果、何年もの経験を持っている技術者の殆どが、一度もこのような研修を受

けていなかったことが明らかになった。従って、節水灌漑研修を行なうことは大事なことで

あり、節水灌漑研修制度の確立が求められていることが確認できた。また、今回予定してい

る研修内容の必要性も確認できた。 

研修最終日に、研修員に対するアンケート調査を行なった。参加者は最終的に 12 名になっ

た。 

研修終了時評価 

研修終了時評価の結果、今回の研修により、どこまで研修員の能力が向上したかまでは測れ

ないものの、彼らの節水灌漑に対する意識が向上したことだけは確かである。今まで理由も

分からず、伝統的灌漑から節水灌漑への移行を農民に指導していた彼らが、基本を理解し、

指導していけるようになったので、本研修実施には意義があったと言える。彼らは、本研修

で学んだことを、実施に移し、農民を指導していきたいと希望しており、また今後灌漑を核

とした、土壌の肥沃化、病虫害防除の研修も受けたいと希望していた。 

節水灌漑計画（節水灌漑試験圃場） 
2008 年 11 月 10 日に対象 ACB の Achada B aleia の農民と話し合い、節水灌漑試験圃場の予定

地について話し合った。その結果、以下のことが判明した。 

・各農民が耕作している土地は非常に小さく、まとまった土地を確保するのは難しい。 

・水源は深井戸であり、一日の揚水量は限られていることから、試験圃場に使う水について

は、現在農民に割り当てられている分を提供してもらうことになる。 

このような制約の中、一人の農民が、現在耕作していない土地があるとのことで、そこを提

供してくれるとの申し出があった。加えて、用水についても、彼の割り当て分を使わせてく

れるとの申し出であった。 

提供してくれる土地を踏査した結果、面積は 0.2 ha 弱であり、提供してくれる水量は 24 m 3/

週とのことであった。他の土地を探すのは難しいことから、ここを試験圃場として使うこと

に決めた。 

本プロジェクト項目については、計画の内容についてカウンターパートと検討を行い、現地

コンサルタントへの再委託により、施設を設計した。その後、施設建設の再委託先選定の結
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果、6 月下旬にAchada BaleiaのACBを施工業者として契約を結び、建設工事に着手した。工事

そのものは柵の敷設、圃場の整備、機器の設置など手の込んだものではないことから、工期

内にほぼ完成することができた。しかし、気象機器の調達及びピッチャー灌漑 2

施設の概要を下記に示す。 

用の壺の生産

に遅れが出た。そのため、全てが揃ったのは 10 月に入ってからとなった。 

Achada Baleia（ZAE I） 

試験圃場面積：A = 1,500 m2  

（苗床：200 m2、点滴灌漑：700 m2、ピッチャー灌漑：400 m2、伝統的灌漑：200 m2） 

柵：L = 200 m 

施設（点滴灌漑、ピッチャー灌漑、その他）：1 式 

測定機器：1 式 

《モニタリング》 

本計画は、カウンターパート機関により長期にわたり継続予定の、中長期灌漑試験に係るベ

ースライン調査として位置付ける。従って、DGASP 職員が、節水灌漑試験の実施方法会得す

ることを目的とし、試験の実施の中で、試験に必要な計測器、その使い方、データの集め方

などを学んでいく。また、灌漑用水量については、ベースライン調査として、現行の灌漑用

水量を把握することとした。野菜栽培の実施については、農民の協力を得た。 

実施灌漑技術： 

・点滴灌漑（マルチ無し） 

・点滴灌漑（マルチ有り） 

・ピッチャー灌漑（マルチ無し） 

・ピッチャー灌漑（マルチ有り） 

・伝統的灌漑（水盤灌漑、畦間灌漑：比較用） 

計測項目： 

・灌漑用水量（流量計） 

・土壌水分含量（pF メーター） 

実施内容： 

・節水灌漑試験圃場の詳細については、本項末に示す圃場概要図を参照のこと。 

・灌漑用水量 

パイプライに設置される流量計（メーター積算式）による灌漑時の流量、灌漑時間、灌漑

サイクルの観測、記録を行い、各試験区への灌漑水量を算出する。 

・灌漑期間中における土壌水分状態の観測 

各種試験区について pF メーター（測定部位は地中 20 cm）を設置、pF 値の観測、記録を

行う。  

 

                                                        
2  ピッチャー灌漑は、素焼の壺を土中に埋め、その中に水を入れ、壺から染み出てくる水で灌漑する

方法である。 

ピッチャー灌漑模式図 
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進捗状況： 

・発注済のピッチャー灌漑用のポットは、雨季の時期の製造となったため、湿度影響で、乾

燥が思うように行かなかったこと、停電が多く、電気による焼き釜が動かなかったことに

より、納入に遅れが出た。 

・作物苗の定植後、pF メーターの設置を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.8.1 節水灌漑試験圃場の概要 

A：点滴灌漑試験区（A1 オニオン作付 A2 ピーマン作付 A3 トマト作付） 

B：伝統灌漑試験区（B1 水盤灌漑 B2 畝間灌漑） 

C：ピッチャー灌漑試験区 

灌漑用水量： 

本調査がベースライン調査と位置付けられることから、今回の灌漑管理にあたっては間断日

数などを設けず、同地区農民による従来の慣行的管理に基づいた。ただし、降雨のある場合

はこの限りではなく、pF 値を確認の上、給水を行わないこととした。pF 値の確認を基に、管

理を行う農民が概ね 2 日に 1 回のペースで灌水を行った。試験の結果得られた灌漑技術別の

日灌水量を以下に示す。点滴灌漑（マルチ無し）で 3.2 m m/day、点滴灌漑（マルチ有り）で

2.6 mm/day、ピッチャー灌漑（マルチ無し）で 3.5 mm/day、ピッチャー灌漑（マルチ有り）で

3.0 m m/day、伝統灌漑で 5.5 m m/day であった。伝統的灌漑の灌水量が一番多く、点滴灌漑が

ピッチャー灌漑よりも少ない結果となった。マルチの節水の効果が確かめられ、15％から 20％

の節水になることが確認された。 

表 6.8.2 灌漑技術別の日灌水量 

灌漑方法 
点滴灌漑 ピッチャー灌漑 伝統的灌漑 

マルチ無し マルチ有り マルチ無し マルチ有り マルチ無し 

日灌水量（mm/day） 3.2 2.6 3.5 3.0 5.5 

 

A1 A2 A3

B1

B2

C

流量計 給水

苗場

作業小屋

給水タンク
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m
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入口扉

14.0m 14.0m 4.2m 17.8m 6.0m
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C
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作業小屋

給水タンク

入口扉

A1 A2 A3

B1

B2

C

流量計 給水

苗場

作業小屋

給水タンク

入口扉

14.0m 14.0m 4.2m 17.8m 6.0m

26
.5

m

23
.0

m
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灌漑技術別の費用の比較： 

節水灌漑試験の結果得られた日灌水量を基に、各灌漑技術の費用を比較した。各技術の費用

は、技術毎に変化する水価及び灌漑施設費用について算出した。 

水価は、São Domingosu 郡の設定している価格、伝統的灌漑については 25 ECV/m3 を、節水灌

漑については 15 ECV/m3（節水灌漑については、その促進のため補助金により安く設定されて

いる。）を使用した。 

また灌漑施設費用は、点滴灌漑については、ヘクタール当たり 500,000 E CV のものを使用す

る。これは、3 年間使用可能である。ピッチャーについては、今回購入価格の 500 E CV/個と

し、試験圃場と同様ヘクタール当たり 3,000 個計上し、合計で 1,500,000 E CV とした。また、

3 年間の使用が可能とした。試算の結果を下表に示す。 

表 6.8.3 灌漑技術別の費用 
（ha 当たり）

日水量 水価/m3 水価/year 3 年間 1 年間

伝統的灌漑 マルチ無し 55 m3/day 14,850 m
3
/year 25 371,250 - 1,113,750 371,250 

点滴灌漑 マルチ無し 32 m3/day 8,640 m3/year 15 129,600 500,000 888,800 296,267 
点滴灌漑 マルチ有り 26 m3/day 7,020 m3/year 15 105,300 500,000 815,900 271,967 
ピッチャー灌漑 マルチ無し 35 m3/day 9,450 m3/year 15 141,750 1,500,000 1,925,250 641,750 
ピッチャー灌漑 マルチ有り 30 m3/day 8,100 m3/year 15 121,500 1,500,000 1,864,500 621,500 

灌漑技術
年 3 作（270日）

必要水量 水価（ECV） 機材費用
（ECV）

水価及び機材費計

 
 

試算の結果、年間の水価及び機材費の合計が、伝統灌漑（マルチ無し）で 371,250 ECV、点滴

灌漑（マルチ無し）で 296,267 ECV、点滴灌漑（マルチ有り）で 271,967 ECV、ピッチャー灌

漑（マルチ無し）で 641,750 ECV、ピッチャー灌漑（マルチ有り）で 621,500 ECV となった。

点滴灌漑（マルチ有り）が一番安く、伝統的灌漑との差が 99,283 ECV となり、約 27%の費用

の節約になる結果となった。 

ピッチャー灌漑については、今回は試験圃場のために特別に注文したため、機材費となるピ

ッチャーの単価が高く、伝統的灌漑の倍近くの費用になると試算された。しかしながら、ピ

ッチャーを大量に制作することにより、コストダウンが可能と思われるので、節水灌漑試験

を継続する中で、ピッチャーの製作費についても検討していく必要がある。半値の 250 E CV

まで価格を下げることができれば、伝統的灌漑とほぼ同様な費用となる。伝統的灌漑と同じ

費用まで下げることができれば、節水効果による余剰水により、今までと同じ費用で灌漑面

積の拡大が可能になる。 

土壌の pF 値： 

点滴灌漑区（A2：ピーマン、A3：トマト）及び伝統灌漑区（ウネ間灌漑＝Sulcos）における

土壌の pF 値（測定深は層位 20 c m）を測定した。期間は 9 月 7 日～10 月 12 日までの約 1 ヶ

月強の期間である。横軸は各種作物の苗移植日（2009 年 8 月 24 日）からの経過日数を示す。

矢印（6 つ）は降雨日を示す。なお、Achada Baleia については気象観測所が存在しないことか

ら、南方約 7 km に位置する同じく ZAEⅠに立地する S. F rancisco 地区の降雨データを参照に

した。降雨量は、苗移植後の 15 日経過時に生じた 41 m m/day 以降、7.5、26.0、25.0、13.0、

5.5 および 50 mm/day であった。 
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図 6.8.2 点滴灌漑区及び伝統的灌漑区の pF 値の挙動 
 

節水灌漑マニュアル： 

節水灌漑試験圃場のおける、今回の活動をまとめ、DGASP 職員と協力してマニュアルを作成

した。 

 

6.8.3 評価 

（1）実績の検証 

‐DGASP の職員、São Domingos 農業地方事務所の職員及び灌漑農業を実施している農民を対

象に、水資源を適切に管理することを目的とした、節水灌漑に関する研修を行なった。 

‐点滴灌漑、ピッチャー灌漑などの機器を備える節水灌漑試験圃場の施設は完成した。 

‐節水灌漑研修を受けた普及員が中心になり、DGASP 職員の指導の下、農民の協力を得て、

順次試験栽培が始まった。 

‐試験の実施の中で、試験に必要な計測器の使い方、データの集め方などを、DGASP の職員、

São Domingos 農業地方事務所の職員が学んだ。 

‐節水灌漑試験圃場における、今回の活動をまとめ、DGASP 職員と協力してマニュアルを作

成した。 

（2）実施プロセスの検証 

‐節水灌漑研修について、このような題目の研修はカーボヴェルデでは初めてとのことであり、

研修員が大きな関心を持って聴講していた。 

‐節水灌漑試験圃場の敷地を選定するにあたり、各農民が耕作している土地は非常に小さく、

まとまった土地を確保するのは難しいことが判明した。また、水源は深井戸であり、一日の

揚水量は限られていることから、試験圃場に使う水については、現在農民に割り当てられて

いる分を提供してもらう必要があることが明らかになった。 

‐上記の制約の中、一人の農民が、現在耕作してない土地（0.2 ha 弱）があるとのことで、そ

こを提供してくれるとの申し出があった。加えて、用水についても、彼の割り当て分を使わ

せてくれるとの申し出であり、彼の土地を借りて試験圃場を設置することに決めた。 
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‐ピッチャー灌漑の壺の製作が、雨季の時期であったため中々乾燥できず、また停電も多く、

釜での焼きに支障をきたしたため遅れた。 

‐気象観測機器についても、注文してから納入まで時間がかかり、早期の気象観測ができなか

った。 

‐試験圃場で栽培に従事した農民は、試験圃場で採用されている栽培方法を、自分の畑でも取

り入れた。 

（3）評価 5 項目の視点による評価結果 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐本項目の実施により、節水灌漑に関する技術が蓄積され、節水灌漑の普及が期待でき、国家

レベルでの水資源の有効利用につながる。 

妥当性 

‐上位計画である PEDA の中でも節水灌漑の促進は謳われており、節水灌漑の導入により、栽

培の拡張が可能となり、農民のニーズにも合致することから、妥当性がある。 

‐節水灌漑研修における評価の結果、灌漑技術者の殆どが、このような研修を受けていなかっ

たことが明らかになった。また、彼らは本研修により、知識の向上ができたことを評価した。 

‐節水灌漑試験については、JICA による調査終了後も、DGASP で継続実施する意向を示して

おり、ニーズがあるものと考える。 

‐本計画の実施により、灌漑水の節約が実現でき、その分栽培の拡張が可能になることから、

農民に利益をもたらすことになる。 

有効性 

‐本研修により、研修員が節水灌漑、塩害などについて、関心を持つようになった。 

‐節水灌漑試験の実施により、今まで「カ」国には蓄積のなかった節水灌漑のデータが集まる

ようになった。 

‐投入時期については、ピッチャー灌漑の壺の製作が、雨季の時期であったため、中々乾燥で

きず、また停電も多く、釜での焼きに支障をきたしたため遅れた。 

効率性 

‐気象観測機器についても、注文してから納入まで時間がかかり、早期の気象観測ができずに

いた。 

‐投入の成果に対する効率については、本計画は試験であり、成果を利益としては直接表せな

いことから、効率性について云々するのは難しい。しかし、試験の結果を農民が導入し、利

益が増加することを考えれば、定性的な意味での効率性はあるものと考える。 

‐研修については、灌漑及び塩害を核とした、土壌の肥沃化、病虫害防除の研修についても今

後受けたいと希望しており、正のインパクトがあったものと認められる。 

インパクト 

‐試験圃場で栽培に実際に従事している農民は、試験圃場で取られている栽培方法を自分の畑

でも取り入れ、農作業を始めた。 
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‐「カ」国では節水灌漑試験を今までやっておらず、本計画の実施に対して大きな期待を持っ

ている。試験を実施することにより、より合理的な水の節約ができるようになる可能性があ

ることから、DGASP は今後も節水灌漑圃場での試験を続けていく意向を示しており、発展

性は認められる。 

自立発展性 

 

6.8.4 結論 

仮説：普及員が節水灌漑の水管理研修を受け、節水灌漑試験の実施を通して、彼ら自身によ

り節水灌漑の基礎データの収集を行ない、今後の節水灌漑試験の実施に DGASP 職員

とともに積極的に取り組むようになる。 

仮説の検証 

2008 年 11 月 24 日～28 日の 5 日間、DGASP の職員、São D omingos 農業地方事務所の職員及

び灌漑農業を実施している農民を対象に、灌漑地区における現況の枠の中で、水資源を適切

に管理することを目的とした節水灌漑に関する研修が実施された。研修終了時評価の結果、

アンケートによれば、今回の研修によりどこまで研修員の能力が向上したかまでは測れない

ものの、彼らの節水灌漑に対する意識が向上したことは認められた。 

2009 年 8 月半ばから、節水灌漑研修を受けた普及員が中心になり、DGASP 職員の指導の下、

農民の協力を得て、順次試験栽培が始まった。まず、栽培のための苗作りが農民により進め

られた。流量計及び pF メーターの設置は 9 月に入ってからになった。その後、団員も協力し

て、メーターの読み方及び記録の仕方を指導し、農民により記録が取られ普及員がそれを集

計するようになった。DGASP では、本節水灌漑圃場の栽培試験をプロジェクト終了後も継続

して実施していく意向を示していることから、本仮説は検証できたと言える。 

「カ」国では節水灌漑試験を今までやっておらず、節水灌漑のデータが蓄積されていない。

節水灌漑試験を実施することにより、より合理的な水の節約ができるようになる可能性を秘

めており、今まで「カ」国には蓄積のなかった節水灌漑のデータが集まることで、上位計画

で謳われている節水灌漑試験の促進のための基礎データとなる。この基礎データを活用する

ことで、農民が節水灌漑を導入するようになり、ひいては農家家計の向上にも貢献できる。

実際、本計画実施の中で、節水灌漑の導入により、節水の効果が出ることが確認できた。点

滴灌漑については、費用の面でも節約できることが確認された。 

結論 

ピッチャー灌漑については、節水効果はあるものの、施設費用が高く、伝統的灌漑に比べて

も割高になることが判明した。しかし、施設費を下げ、伝統的灌漑と同じ費用まで下げるこ

とができれば、節水効果による余剰水により、今までと同じ費用で灌漑面積の拡大が可能に

なる。また、点滴灌漑と比較してその方法は簡便であり、機材についても輸入物に頼らず、

現地生産品で賄えるなどの利点があることから、新規に節水灌漑を導入する農民にとってな

じみやすい。従って、将来における導入の可能性を探ることには意義がある。今後の試験継

続の中で、施設費用を押し上げているピッチャーの製作費の大量生産などによる削減、実施

方法のマニュアル化などを検証していく必要がある。 
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節水灌漑研修については、このような題目の研修はカーボヴェルデでは初めてとのことであ

り、何年もの経験を持っている灌漑技術者の殆どが、一度もこのような研修を受けていなか

ったことが明らかになった。節水灌漑の水管理に精通した政府職員の増員を図るための本研

修は、節水灌漑試験を進めていくためにも、農民に節水灌漑を奨励していくためにも不可欠

なものである。 

上記より、本計画については、アクションプログラムとして優先度の高いものと位置付ける。

ただし、本計画ではドラフトアクションプログラムの節水灌漑導入計画及び節水灌漑研修計

画の両方について実施している。従って、優先アクションプログラムとしては、節水灌漑導

入計画及び節水灌漑研修計画を一つにまとめ、節水灌漑振興計画とし、節水灌漑導入、節水

灌漑試験圃場及び節水灌漑研修からなる計画とする。 

 

6.8.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.8.4 教訓及びアクションプランへの反映：節水灌漑／水管理 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 
• ピッチャー灌漑用のポットの製造依頼は、乾季

にする必要がある。 
• 調査団留守中の普及員によるデータの収集

が、適切にされていない。 
• 研修の結果、土壌の肥沃化、病中害防除など

の研修の受講を希望している。 

⇒ 計画の留意事項として入れる。 
 

⇒ 節水灌漑研修の強化が必要である。 
 

⇒ これらの研修項目を普及員研修に取りこむ。 

 

6.9 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：森林保全型草地造成 
 

6.9.1 概要・目的 

ZAE Ⅳでは、国立公園内を始めとして森林が多く存在し、過去に植林事業もなされてきた。

現在、法令により森林の管理はその周辺のコミュニティによって行われるべきものと定められて

いるが、実際には適切に行われておらず、下層には雑草、雑草木が生い茂っている。この下層を

クリーニングし、牧草種子を播き、人口牧草地を造成することにより、森林を保全すると同時に、

干草用の牧草を確保しようとするものである。 

本パイロットプロジェクトの対象地である Rui Va z 地区は、稜線にまたがる険しい地形のため

地下水及び農業適地が限られている。また、国有の保護林に隣接しているため、農業規模の拡大

は難しく、男性の殆どが出稼ぎで生計を支えているのが現状である。森林の管理は周辺コミュニ

ティの責務とされているが、実際には現地で Espinho cachupa と呼ばれる非常に強勢なマメ科の樹

種（学名：Dichrostachys c inerea）がユーカリの樹間を覆っており、手入れが全く行われていない

状況である。しかしながら、保護林内での食用作物及び果樹の栽培ならびに薪炭材のための伐採

は法律で禁止されているため、住民にとって保護林を管理する動機付けはない。そのため、ユー

カリ林にとって有害である Espinho cachupa を駆除し、その表土に複数の一年生牧草を被せること

により保護林の保全と飼料の生産の両立を図ることとした。 

なお、乾季が長いため、牧草の種類・品種・播種密度・牧草収穫時期などが適正であれば他の

植物が生える心配もないことから、翌年以降のクリーニング作業、播種は不要となる。 
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本パイロットプロジェクトのもう一つの背景として、Rui Va z の ACB には EU から 37 頭のヤ

ギを贈られ、チーズを作るための施設を建設中である。しかし、地区内にはこのヤギを飼養する

だけの牧草が無く、標高の低い別の地区に預けているという事情がある。 

 

6.9.2 活動実績 

本計画については、São Domingos 集水域で唯一 ZAE IV に属する Rui Vaz 地区の Curralinho 保護

林（145 ha）内の 2.7 ha において実施した。活動実績を下記の表に示す。 

表 6.9.1 活動実績：森林保全型草地造成 

活 動 期待される結果 
スケジュール 

責任者 投 入 2008 2009 2010 
o n d j f m a m j j a s o n d j f m a 

1-1 対象地の選定及び測量 場所の決定                    農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
 

1-2 専門家の指導の下、普
及員及び ACB メンバ
ーが共同して実施計画

を作成する 

共同による現実
的実施計画の策
定  

 

 

       

         

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
JICA：調査団員、外部

専門家、研修費用 

1-3 下草クリーニング、牧

草播種、収穫作業 
森林の適切な管

理、牧草収穫                    農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
1-4 農業地方事務所普及員

及び ACB が評価ワー

クショップを行う 

反省点の認識共
有    

       
    

 
    

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

カ側：職員、農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
JICA：調査団員、外部

専門家 
1-5 農業地方事務所普及員

及び ACB が他の地域
農民への成果の伝達を
目的としてセミナーを

開催する 

他地域の ZAE 
Ⅳの農民が当計
画の重要性に気
づく 

   

       

     

 

   

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
ACB 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

 

本計画の前提条件として、計画で使う牧草種子の確保を Rui V az の ACB に義務付けた。しか

し、ACB 側は言い訳ばかりしてなかなか採種作業に着手しなかった。ACB 側の本パイロットプロ

ジェクトに対する取り組み姿勢に改善が見られないため、プロジェクトの中止を何度かもちかけ

た結果、ACB 側はやっと採種作業を始めた。 

その後、2.7 ha の対象地の下草クリーニングと余分な枝の剪定が行われ、雨季の始まりを待っ

て 5 種類の牧草を播種した。クリーニング作業及び播種にはそれぞれ ECV712,000、ECV37,500 の

費用を必要とした。牧草の種類は以下のとおり。 

表 6.9.2 牧草の種類 

科・属名 学名 現地通称 播種量(ﾘｯﾄﾙ) 

イネ科キビ属 Panicum maximum Dje Dje 150 

イネ科エノコログサ属 Setaria verticillata Pega saia 10 

ヒユ科アエルバ属 Aerva javanica Florinha 30 

マメ科ヌスビトハギ属 Desmodium tortuosum Crioula 20 

イネ科チカラシバ属 Pennisetum polystachion Balanco 30 

 

2009 年 8 月 27 日には 12 人のメンバーにより、本パイロットプロジェクトによる ACB の目標

を設定するワークショップが開催された。メンバーが設定した目標は以下のとおり。 
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1) 仕事の創出 

2) 土壌浸食との戦いの強化 

3) 土中への水の涵養の増加 

4) 保護林の維持 

5) 優良牧草種子の情報公開 

6) 高品質牧草の生産 

7) 生活レベルの向上 

播種後の各牧草の生育は降雨に恵まれ、基本的には順調であったが、徐々に盗伐が目立ち始め

た。それにもかかわらず、ACB としては抜本的な対策を講じることをせず、最終的にはごくわず

かの牧草が収穫できたのみであった。 

2009 年 12 月 4 日に 18 人のメンバーによる評価ワークショップが開催され、盗伐の問題に焦点

を当てて話し合った。その中で、盗伐に対する対策を ACB が積極的に講じなかったのは、盗伐に

より被った損失の額が分かっていないことにも一因があると考えられた。調査団は、盗伐がなけ

れば得られたであろう生産高を、3 つのケースによる生産性の試算により説明した。3 つのケース

とは、2.7 ha で生産できる牧草を①牧草として売った場合、②ミルクとして売った場合、③チー

ズとして売った場合の 3 つである。 

 

試算の結果、活動が生み出す生産高は以下のとおりである。 

3 つのケースの試算 

商品 
単価 

(ECV) 
生産量/2.7 ha/年 

生産高/年 
(ECV) 

牧草 10,000/ton 25.9 ton 259,000 

牛乳 80/ℓ 14 cows x 15 ℓ/day/cow x 210 days/year 3,528,000 

牛乳のチーズ 200/unit* 44,100 ℓ/year/3 ℓ/unit 2.940,000 

ヤギ(ｶﾅﾘｱ種)乳 120/ℓ 76 goats x 3.5 ℓ /day/goat x 300 days/year 9,576,000 

ヤギ(ｶﾅﾘｱ種)乳のﾁｰｽﾞ 250/unit* 79,800 ℓ/year/2 ℓ/unit 9,975,000 

* unit：チーズの 1 単位で約 250g 

①のケース：2.7 ha から一年間で 25.9 t on の牧草を収穫することができ、それをそのまま

売ると ECV259,000 の売り上げとなる。 

これを家畜飼料として使うことにより売上げが大きくなる。 

②のケース：牛乳の生産に使う場合の試算では、25.9 ton の牧草にて毎年 14 頭の乳牛を養

うことができ、各頭が 15 リットルの牛乳を日産する。ただし、一年のうち牛乳生産は 210

日間にとどまる事から、年間の延べ生産量は 44,100 リットルであり、これを ECV80/リッ

トルで全て売ると ECV3,528,000 の売り上げとなる。 

③のケース：生乳で売らずにチーズへの加工を考えた場合、1 unit の生産に 3 リットルの

牛乳を要し、単価が ECV200/unit であることから、年産 44,100 リットルの牛乳を全てチー

ズ加工すると ECV2.940,000 の売上げとなる。 

スペインのカナリア種のヤギで同様の生産を行うと、同様の計算により、生乳販売で
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ECV9,576,000、チーズへの加工により ECV9,975,000 の売上げとなる。 

 

説明の後、盗伐により失った量の大きさを認識した参加者は、盗伐対策について熱心な議論を

行なった。その結果、下記の対策が挙げられた。 

・ACB メンバーに属さない住民による違法行為なので、彼らに対する啓蒙が必要である。 

・森林保護官に警護をお願いしたが、牧草の管理は ACB の責任であると取り合ってくれなか

った。次回からは、彼らの協力を取り付ける必要がある。 

2010 年 1 月 26 日には他の集水域に属する 6 つのACBから 17 人の農民を集め普及セミナーを開

いた。当初は、パイロットプロジェクト実施地区であるRui Vaz ACBから、森林を持つZAE IVに属

する他の 2 つのACB（Longueira ACB、Serra Malagueta ACB）へのプロジェクトの成果の伝播を予

定していたが、これ以外の標高の高い場所にある 3 つのACB（Pedra Comprida ACB、Covada ACB、

Fundura ACB）も急遽招待した 3

・Rui Va z では牧草の盗伐を防ぐために森林の保護官に警護をお願いしたが、保護官は牧草の

管理は ACB の責任であると取り合ってくれなかった。しかし、これは ACB として納得がい

かないので、今後は活動の開始前に保護官と話し合うようにしたい。お互いの協力がお互い

の利益を守る結果に繋がるという考え方を共有したい。また、今回は多くの牧草が盗まれる

結果になったが、そこから多くのことも学んだので、今後の活動に生かすことができる。 

。パイロットプロジェクトの結果の説明の後に、各参加者から出

された主な意見は以下のとおり。 

・我々の Serra M alagueta 地方にも同じような保護林があるので、同じような事業を是非やり

たい。今日のセミナーの内容は大変興味深かったので、今日参加できなかった我が ACB メ

ンバーとも情報を共有したい。もし、我々の地区で同様の事業を行うことになれば、Rui Vaz

が今回得た経験を参考にしたいので、その際には Rui Vaz ACB のメンバーたちの協力を仰ぎ

たい。 

・我々の Longueira 地区にも保護林があり、私はつい数年前までそこの草を刈って家畜に与え

ていた。しかし、昨年の別のセミナーで土壌保全及び農地の劣化防止の点からそれが良くな

いことを教えられ、それからその行為を止めた。このことを我々の地区の住民にも知らさな

ければならない。また、農地も職にも制限がある我が地区で牧草の生産ができれば住民の抱

える問題を軽減することができる。 

・我々の Fundura A CB の地区内には森林があるわけではないが、今日のセミナーは有意義で

あった。実は、我々の地区は地形が険しくて家畜の餌の生産が難しいので、近隣の Serra 

Malagueta の保護林まで行って草や薪をとりに行っている。 

・Longueira の我々は森林の重要性についての研修を受けたことがあり、木を切ることは子供

たちの生活を壊しているようなものだと教えられた。今では木を切る勇気はない。今日のセ

                                                        
3 サンチャゴ島は中央部と北西部に山岳地帯を持ち、それぞれのピークは 1,392m と 1,016m である。

今回のセミナーに参加した6つのACBのうち、Rui Vaz、Longueira、Covadaは中央部で、Serra Malagueta、
Fundura、Pedra Comprida は北西部の山岳地帯に位置する。 
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ミナーでも多くのことを学ぶことができた。 

 

6.9.3 評価 

（1）実績の検証 

‐投入に関しては、São Domingos 農業地方事務所の指導により実施された。 

‐乾季の間に ACB により、雑草、雑草木がクリーニングされ、雨季の初めに播種されたこと

から、牧草の初期成育は良好であった。 

‐生育途中の牧草は、その所有者である ACB の管理が不十分であったため、ほとんど盗まれ

てしまい、期待された成果は得られず、プロジェクトの目標は達成されなかった。 

（2）実施プロセスの検証 

‐São Domingos 農業地方事務所も Rui Vaz の ACB も本パイロットプロジェクトへの認識が高

く、牧草の生育途中までは良好な推移であった。しかし、ACB メンバー以外の住人に牧草

を盗られてしまった。 

‐ACB としては国有保護林を管理する立場にある森林保護官に牧草の警護の可能性を訊いた

が断られた。盗難の背景には非 ACB メンバーの存在があり、彼らをプロジェクトの被益者

として巻き込むことにより、プロジェクトの成功が期待できる。 

（3）評価 5 項目による評価 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐自然資源の持続的管理能力の強化は重要であり、上位計画である「2015 年までの農漁業開

発戦略並びに 2005 年から 2008 年までの行動計画（PEDA）」の中でも謳われている。 

妥当性 

‐険しい地形でかつ降雨強度が大きいため、土壌・自然保全のために保護林が設けられており、

上流部の森林の適切な管理は、中下流域の水を取り巻く環境にも影響を及ぼす可能性が大き

いことから、強化する必要がある。 

‐ZAE IV 地区においては、狭く険しい地形での農業生産を強いられており、農地の拡大は難

しい。また、保護林内では食用作物及び果樹の栽培が法律で禁止されているため、食糧生産

には使うことができない。その一方で、地域住民にはその保全への協力が求められている。

よって、保護林内の雑草、雑木を除去して手入れを行うとともに、雨季の傾斜地の土壌保全

のために飼料作物で土壌を覆い、そこから得られる飼料で家畜を飼養することで地域住民の

保護林保全への関与の動機付けとなる。 

‐元々は、ACB 側から希望が出された事業であるが、準備期間中のモニタリングでは住民側

が受け手に回り、主体的に取り組もうとする意思が希薄であるように感じられた。また、盗

伐被害を確認した後も ACB 側は抜本的な対策を講じず、結局はほとんどの牧草が盗まれて

しまった。 

有効性 

‐プロジェクト目標は、環境の保全と住民の生計向上の持続的両立であったが、生計向上には

なんら寄与することなくプロジェクトが終了した。 
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‐一方の保護林内の環境保全に関しては寄与することができた。これは、降雨盛期には対象地

の土壌が草本で覆われたことが土壌浸食の防止、水源涵養、樹木の保全等に結びついたため

である。 

‐対象地 2.7 ha の雑草及び雑木のクリーニングに ECV712,000 を要し、5 種類の飼料作物の播

種（合計 240 リットル）に ECV37,500 要した。それに対して、今回の活動から得られた収

入はクリーニング時の剪定で得られた薪 650 kg を売って得られた ECV3,250 のみであった。 

効率性 

‐2.7 ha から 25.9 ton の牧草を収穫することができ、それを酪農用飼料として活用すると大き

な売上げにつながる可能性が確認できた。 

‐今回のように保護林に牧草を植えて、林地の保全と地域住民の生計向上を両立させようとす

る試みは初めてであった。普及セミナーに他の集水域の ZAE IV の ACB メンバーを招いた

ところ大きな反響があった。 

インパクト 

‐「カ」国政府はこれまで保護林の維持・管理に地域住民を巻き込もうとしてきたが、今回と

同様のプロジェクトが定着することにより、限られた資源の中での農業生産量の増加が期待

できることが認められた。 

‐この活動には少なからず初期投資が必要となる。主なものとしては林地のクリーニング、家

畜の購入、乳製品の加工・貯蔵施設等である。これらを ACB が自前で準備することは難し

く、行政もしくは外部からの支援が必要となる。 

自立発展性 

‐新しい試みであり、運営に関しては行政からの継続的な支援が必須である。しかし、技術的

には難しいものではないことから、好例さえ出てくれば普及・拡大していく見込みは高い。 

‐盗伐対策として、非 ACB メンバーにも平等に被益するようなシステムの整備が整えば、自

立発展する可能性は高い。 

 

6.9.4 結論 

仮説：本方法により、森林を保全しつつ、公共の土地で合法的に干草を生産できる。 

仮説の検証 

牧草の収穫まで至らなかったことで、仮説の検証はできなかった。 

しかし、森林のクリーニングと飼料作物の生育により森林の保全が可能なこと、並びに、ACB

としても DGASP 及び農業地方事務所を巻きこむことにより、これまで農業生産活動の許され

なかった保護林において、飼料作物生産が可能となることが検証できた。また、収穫には至

らなかったが、単なる干草生産ではなく、牧草を畜産業へのインプットとすることによって

大きく収入を向上させる手段になる得ることを示す事はできた。 

本計画は、「カ」国政府が保護林の管理作業を近隣コミュニティに担わすという方針を定め

た後、住民が実際に管理作業に携わる最初の事例となるものであった。政府が財政的制約に

結論 



6 - 53 

より打出した方針であるが、住民は森林の保全の意義は理解できても、経済的動機付けがな

い限り自主的に管理作業に着手する事は考えられない。しかし、本計画実施による生産性の

試算結果の説明により、自主的に保全林の管理をする動機付けがなされたことが確認できた

ことから、本計画の実現性は高いものと判断される。 

本計画実施の結果、収穫には至らなかったが、保護林における牧草の生産が可能であり、そ

れによる畜産業への参入により、農家家計への貢献も大きく見込める可能性が確認できた。

また、環境の面からの必要性も認められ、森林管理の面からの妥当性もあり、他集水域への

展開の可能性も認められたことから、本計画については、アクションプログラムとして優先

度の高いものと位置付ける。ただし、今回のようにACBメンバーだけを対象に活動を続けて

も、非ACBメンバーからの協力が得られない事は明らかであり、ACB以外の住民で活動への

参加を希望する者は取り込んでいく仕組みを作る必要がある。これにより、コミュニティー

における相互監視の機能を期待する。 

従って、アクションプログラムとしては、上記仕組みが構築されていること及び森林保護官

の協力が得られることを前提条件とする必要がある。また、土壌・水保全計画と同様、｢カ｣

国におけるACBの特殊性を考慮し、グループリーダー育成計画により、リーダーの啓発を図

り、活動のより円滑な実施を図る必要がある。 

 

6.9.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.9.3 教訓及びアクションプランへの反映：森林保全型草地造成 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 
• 実施事業についての情報を地域住民へ周知徹

底する。 
⇒ 事業主体としての ACB のみならず、ACB 以

外の人間で事業参加を希望する者は計画に

取り込む。 
• 保護林の保護官との連携を進める。 ⇒ 事業の開始にあたり、関係する者を全て集め

たワークショップを開催する。 

 

6.10 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：農産物加工 
 
6.10.1 概要・目的 

出荷が集中する時期にはその農産物の販売価格が下がるとともに、低級な農産物は商品価値を

得られない。しかし、これを加工することにより、商品価値及び付加価値を与えることができる。

また、保存性を持たせることは、農家において食料が不足する時期の食料安全保障につながる。 

灌漑農業が行われている地区ではトマトが作られている場合が多く、共通の作物としてトマト

を選んだ。しかしながら、新鮮なトマトは市場でも需要が高く、トマトを加工にまわせる時期は

トマトの供給量が多く市場での価格が低迷する 10~11 月に限られる。従って、トマト加工のため

だけに加工用の資機材を揃えるのは投資効率が悪いため、通年で材料が入手できるパパイヤの加

工で補完することとした。ただし、灌漑用水がない場所では加工に供する作物を安定的に栽培す

ることは難しいため、トウガラシドレッシング作り及び豚肉を使ったソーセージ作りにてさらに

補完することとした。 
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6.10.2 活動実績 

本計画については、第 1 回目として、ZAE III に属する Joãn Garrido の ACB メンバーを対象に

実施した。また、第 2 回目は、降雨の乏しい ZAE I に属する Praia B aixo、Achada Baleia、Baía、

Tinca Dobe、Moia Moia の 5 つの ACB のメンバーを対象に Baía にて実施した。その活動実績を下

記の表に示す。 

表 6.10.1 活動実績：農産物加工 

活 動 期待される結果 
スケジュール 

責任者 投 入 2008 2009 2010 
o n d j f m a m j j a s o n d j f m a 

1-1 ACB が加工工場を確

保する 
場所の決定                    ACB ACB 

1-2 ACB メンバーが加工
業に関する研修を受講

する 

加工業運営への
理解    

       
   

 
     

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、研修費用 
1-3 ACB が農業地方事務

所普及員への成果の伝
達を目的としたセミナ
ーを開催する 

普及員が加工業

に関する知見を
得る    

       

      

 

  

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
ACB 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

 

2008 年 12 月 4 日から 5 日間の João G arrido の ACB メンバーに対する研修を行った。その活

動内容を以下に示す。 

第 1 回目 

参加者は女性 10 人であった。参加者の人選については男女の縛りは設けず ACB 側に任せた

結果、全員が女性であった。 

日程は以下の通り。 

表 6.10.2 第 1 回農産物加工研修日程 

開催日（2008 年） 研修内容 

12 月 4 日 木 製品の販売 

12 月 5 日 金 農産物の規格、食品衛生、座学内容評価 
12 月 8 日 月 パパイヤジャムの実習 
12 月 9 日 火 ソーセージの実習、食肉衛生 
12 月 10 日 水 トマトペーストの実習、コース全体評価 

 

研修コース参加者の受講姿勢は前向きであったし、受講後の評価も高かった。中には過去に

同様のコースの受講経験者もおり、講師の助手のような働きで未経験者を上手にリードして

いた。ソーセージ作りに関しての実習は全員が初体験であったが、緊張気味ながらもカウン

ターパートを交えて和気あいあいと実習が進められた。 

研修実施から 2 ヶ月後の 2009 年 2 月 9 日に研修参加者を再び集めて評価会を設けた。結果と

して、ビニール詰めのパパイヤの菓子は 1 週間で傷んだが、瓶詰めにしたパパイヤは全く問

題がなく、品質に変化はなかった。トマトに関しては、殺菌しなかった瓶詰めは少し茶色く

変色したが、煮沸殺菌した瓶詰めの品質には問題がなかった。講師によれば、パパイヤもト

マトも正しい殺菌処理をすれば常温で 1 年間は保存でき、殺菌処理が少し不十分でも 1～2 ヶ

月間は大丈夫との説明であった。また、今回取り上げた産品以外に、パン、ケーキ、手工芸
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の研修なども要望として参加者から出された。 

評価会の結果を受けて、3 日後の 2 月 12 日には、研修参加者に加えて他の ACB メンバー代表

を招集して普及セミナーを行った。ACB ごとに置かれている自然環境及び社会環境が違うの

で、João Garrido での事例を基に、各 ACB で興味のある農産加工の内容を選び、紹介した。 

また、初回の研修コースの特筆事項としてカウンターパートの熱心さが印象的であった。

DGASP が主体的に継続していく本研修事業の発展に期待が持てる。 

 

2009 年 11 月 23 日から 4 日間の研修を行った。その活動内容を以下に示す。 

第 2 回目 

参加者は女性 21 人であった。参加者の人選については男女の縛りは設けず ACB 側に任せた

結果、全員が女性であった。 

（Praia Baixo: 4 人、Achada Baleia: 5 人、Baía: 4 人、Tinca Dobe: 4 人、Moia Moia: 4 人） 

日程は以下の通り。 

表 6.10.3 第 2 回農産物加工研修日程 

月日（2009 年） 研修内容 

11 月 23 日 月 衛生管理、マーケティング管理 

11 月 24 日 火 ソーセージ下ごしらえ、トウガラシドレッシング作り 

11 月 25 日 水 パパイアジャム作り、ソーセージ肉詰め・薫煙 

11 月 26 日 木 トマトペースト作り、ソーセージ薫煙、評価アンケート票、総評 

 

2010 年 2 月 9 日に、本活動の参加者 7 名によるプロジェクトの成果の発表を、農林牧畜総括

局の農村普及技術班（ETER：2 名）、São Domingos 農業地方事務所の普及員（11 名）、João Garrido 

ACB の一部メンバー（5 名）に対して、普及セミナーとして実施した。 

今回の活動は参加者に非常に好評であり、是非、また別の実習をやって欲しいとの意見が多

く寄せられた。ただし、参加者の 9 割が、資材の調達の困難さ及び資金の不足を上げている。

また、農産物加工には多量の水が必要になり、水の貴重な「カ」国での普及は難しいものが

あるとの認識が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トマトペースト作成状況 
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6.10.3 評価 

（1）実績の検証 

‐2008 年 12 月及び 2009 年 11 月の 2 回、本パイロットプロジェクトを実施した。 

‐第 1 回の ZAE III に属する João Garrido での研修は、São Domingos という町に隣接し、幹線

道路から 1 km の距離という交通の便の良い所での実施となった。 

‐第 2 回目の研修は、一番降雨の少ないとされる ZAE I に属する 5 つの ACB を対象に Baía で

の実施となり、幹線道路から 10 km 離れた半農半漁の海岸沿いの村であることから、交通の

便が悪い所での実施となった。 

‐準備の段階から ACB の代表達との協議を繰り返し、ACB 側からの要望を調整した内容とし

たため、参加者は積極的に研修に取り組んでくれ、講師への質疑応答も活発であった。研修

の最後には、是非継続して欲しいとの強い要望も出された。 

（2）実施プロセスの検証 

‐João Garrido では、ソーセージ作りに関して、精肉を買ってきて加工するよりも、生きてい

る豚を買ってきて加工する方が経済的であるなどの検討もなされた。 

‐第 2 回目の研修については、今後の事業拡大の可能性を考慮し、前回よりも交通の便の悪い

村での研修を設定した。参加者の利便及び彼らの生活環境に近い状態での実習を考えると、

本対象地内で開催したことは現実的であった。しかし、実際の研修過程では、停電、調理用

具の洗浄水の調達、参加者への軽食／昼食の手配など、主催者側は前回よりもかなりの労を

強いられた。 

‐前回は 1 つの ACB で 10 人を対象に実施したが、今回は 5 つの ACB を対象とし、参加者数

が増えてもコストは比例して増えることがないため、参加者を 21 人と倍増させた。結果的

に座学については受講者数が増えたことによる影響は無いが、質疑応答及び意見交換につい

ては人数が増え、発言にバリエーションが出ることによる正の影響があった。しかし、調理

の実習にあたっては、会場の広さに対して 21 人という人数は多すぎ、雑然とした印象を受

けた。15 人程度に抑える必要があった。 

（3）評価5項目による評価 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐大量の食料が輸入される中、食糧安全保障上の点で農産物への付加価値付けは重要である。 

妥当性 

‐加工品販売による所得の向上及び農村における加工業起業による雇用機会・所得機会の創出

が見込める。 

‐これらのことは、上位計画である「2015 年までの農漁業開発戦略並びに 2005 年から 2008

年までの行動計画（PEDA）」の中でも謳われており、計画は妥当である。 

‐食品衛生の観点から、研修時に、ビニール袋詰めと瓶詰めの比較、ならびに、瓶詰め後に正

しく殺菌処理したものとしなかったものを比較できるようにサンプルを作り、2 ヶ月後の評

価セミナーで観察・評価を行った。 

有効性 
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‐ビニール詰めのパパイヤの菓子は 1 週間で痛んだが、瓶詰めしたパパイヤは全く問題がなか

った。トマトに関しては、殺菌しなかった瓶詰めは少し茶色く変色したが、煮沸殺菌した瓶

詰めは問題がなかった。正しい殺菌処理の有効性が確認できた。 

‐実習中の参加者の実技をモニタリングする限りにおいては、短時間の研修ながらも加工技術

及び衛生に関する知識は習得されている。 

効率性 

‐参加者の意欲も高く、農繁期にもかかわらず、1 回目及び 2 回目共に参加者全員が皆勤であ

った。 

‐本研修において、外部講師への報酬及び資材費は、受講者の人数の増加に比例して増えるこ

とはないことから、受講生が多いほど単価は下がる。しかし、実習においては受講者が多す

ぎると効果が下がる懸念がある。2 回の活動を通してみて、15 人程度の受講者が最適である。 

‐限られた土地資源、水資源を活用して生産された農産物のロスを減らすことは、｢カ｣国にと

って重要な課題である。しかし、欧州から輸入されたトマトペーストは庶民にも手が届く程

度の価格であり、価格競争の点で見ると優位性は乏しい。また、パパイヤジャム及びソーセ

ージに関しては、商品性はあるが、既に出回っており、家庭内消費が対象となる。 

インパクト 

‐農産加工には多量の水が必要であり、水の貴重な「カ」国での普及は難しい。 

‐本計画の実施においては、講師に恵まれて参加メンバーへの技術移転はできた。しかし、講

師の数が限られる事及びその雇用費用が高い事は活動の継続への妨げとなる。 

‐せっかく移転された技術も、習った事を実践に移す機会が無ければ忘れられてしまうので、

マニュアルを作成し配布した。 

自立発展性 

‐各農家で発生する低級なトマトを加工用原料に充てるだけでは量的に足りないので、共同集

出荷活動等である程度まとまった量を確保する事が事業の継続に必要であると思われる。 

‐殺菌をするためにはガラス瓶と金属の蓋がセットになったものが必要であるが、これらの入

手が難しくなっていることは不安材料となっている。 

‐資材の調達の困難さ及び資金の不足により、農家レベルでの実施には困難が伴う。 

 

6.10.4 結論 

仮説 1：加工を加えることにより保存性が増し、農家の栄養状況の改善に寄与する。 

仮説の検証 

仮説 2：一次産品に付加価値を加える事により農家の家計が向上する。 

仮説 3：加工業の起業により、農村における雇用機会が創出される。 

研修コースを終えてからあまり期間が経っていないこと及び雨季の終わりから 2 月の謝肉祭

までは灌漑農業の農繁期にあたるため、各家庭及びメンバーの共同作業によって慣れない加

工を実践する時間的な余裕は少ない。従って、農産物加工の実践は殆どなされなかったこと

から、これらの仮説は検証されなかった。 
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本パイロットプロジェクトにおける研修の参加者のほぼ全員が、研修内容の有用性及び効果

を認めており、継続実施の意向を見せた。しかし、実際には、加工作業のための資金不足、

道具の調達の困難さなどを挙げ、彼ら自身による継続実施は難しいことが判明している。ま

た、加工に不可欠な資材であるプロパンガスはどこの村でも簡単に調達できるが、水の調達

はどこの村でも簡単に調達できるわけではなく、普及の対象には限りがある。加えて、欧州

から輸入されたトマトペーストは庶民にも手が届く程度の価格であり、価格競争の点で見る

と優位性は乏しいことなどが調査の中で明らかになった。主要な原材料であるトマトも、加

工用の低級品は各農家からの産出だけでは量的に足らず、共同集出荷活動などにより必要な

量を確保する必要がある。 

結論 

従って、本計画についての妥当性はあるが、上記を総合的に考えた結果、最終アクションプ

ランを策定するに当たり、優先度の高いアクションプログラムとして位置付けることはでき

ない。 

 
6.10.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.10.4 教訓及びアクションプランへの反映：農産物加工 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 
• 参加者人数は少なすぎると効率性が下

がり、多すぎると有効性が下がる。 
• 講師の数が限られ、また、その報酬も高

額である。 

⇒ 研修を行なう場所の状況により、受講生の適正人数

を把握することが必要である。 
⇒ 農業地方事務所の普及員が農産物加工の講師を務

められるような講師育成プログラムが必要である。 

 

6.11 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：流通経路合理化 
 

6.11.1 概要・目的 
対象地域には、これまで共同集出荷の好例がなく、各生産者が個々に生産物を販売している。

生産者は乗合いバスなどの公共輸送機関を使い、街にある公設小売市場まで生産物を自分で運び、

小売人と直接交渉して現金決済をすることがほとんどである。 

農作物の市場情報の公共広報サービスがない中、生産者が農産物販売において不利益を被らな

いように、本計画の実施により、ACB で共同販売体制を構築し価格交渉力を強化する。また、農

産物が集積することは、加工業などの多角化を図る際にも有利である。 

本計画では、研修ベースのパイロットプロジェクトではなく、実際のトライアルアンドエラー

アプローチで最善の方法を探る。また、実施期間を決め、参加メンバーを共同集出荷のチーム及

び従来どおりの個別出荷チームに分け、モニタリングしたデータを比較し、優位性を比較する。 

 

6.11.2 活動実績 

本計画については、ZAE III に属する João Garrido において実施した。活動実績を下記の表に示

す。 
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表 6.11.1 活動実績：流通経路合理化 

活 動 期待される結果 
スケジュール 

責任者 投 入 2008 2009 2010 
o n d j f m a m j j a s o n d j f m a 

1-1 ACB が共同集出荷場

所を確保する 
場所の決定                    ACB ACB 

1-2 農産物の簡易な規格の
制定 

質の決定 
   

       
  

 
      

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、研修費用 
1-3 ACB メンバーが農産

物共同集出荷に関する
研修を受講する 

共同集出荷に関

する知見の習得    
       

  
 

      
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
外部専門家 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、研修費用 
1-4ACB が共同集出荷業務

を運営する 
共同集出荷業務
の適切な運営    

       
  

 
      

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
ACB 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 
1-5 農業地方事務所普及

員及び ACB がモニタ
リングを行う 

共同集出荷の優
位な点、問題点
の明確化 

   
       

  
 

      
ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
ACB 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 
1-6 農業地方事務所普及員

及び ACB が評価ワー

クショップを行う 

反省点の共有 
   

       
     

 
   

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
ACB 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家、研修費用 
1-7 ACBが農業地方事務所

普及員への成果の伝達

を目的としたセミナー
を開催する 

普及員が共同週
出荷に関する知

見を得る    

       

      

 

  

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
ACB 

カ側：職員、ACB 
JICA：調査団員、外部

専門家 

 

本パイロットプロジェクトは、農産物をグループで共同集出荷することによる効果を計るもの

である。その方法として、共同集出荷をする11 人のグループと従来どおりの個別出荷をする11 人

のグループの出荷状況を比較することとした。それぞれのグループへメンバーを無作為に振り分

け、管理者を決めて日々の出荷活動を記録した。 

共同集出荷グループのメンバー及びそれを記録する管理者にとって、これまでに経験のない活

動であることから、モニタリング中にいろいろな問題が起こった。記録漏れ、集計ミス、搬送方

法の判断、公設市場への入場料の負担、販売相手の選択、計量方法の違い、バーゲニングパワー

の不足などである。 

このうち販売相手に関しては、当初は、車輌で買い取りに来る仲買人に売ることを想定してい

た。しかし、産地まで買付けに来る仲買人は、バナナ、スイカ、メロンなどの高級青果しか扱わ

ない者、他の島に船で送るために完熟トマトは扱わない者などで、結局、プライア市内の Plato 公

設市場まで持ち込んで小売人に売るしかなかった。 

計量方法の違いについては、本プロジェクトの管理者は体重計で 30 kg 入りのバケツごと量る

のだが、小売人は上皿天秤で 2 kg ずつ量るため頻繁に誤差が生じ、損失が発生した。 

バーゲニングパワーの不足とは、後に示すグラフのとおり、11 人の共同集出荷メンバーからは

一回の集出荷量が最大でも 204 kg、平均では 71 kg にしかならず、買い手側にとっては競いあっ

て仕入れるほどの魅力はなかったようである。300 kg 以上であれば貨物車の手配をするという小

売人が複数いたことから、バーゲニングパワーを得るには 300 kg 以上の生産物をコンスタントに

集める必要があったようである。それに、生産者が集荷場に荷を運んでくるのは夕方から夜にか

けてであるが、荷が集まってから小売人に電話をしてもほとんどが既に就寝中で、朝一番に電話

してもその時点でその日の仕入れ値がすでに固定されていた。 

また、これはモニタリング終了後に明らかになったことであるが、メンバー同士の不信、管理

者への不信から、共同集出荷グループの中には隠れて個別出荷をしているメンバーが居た。この
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「相互不信」は本プロジェクトのような協業に当たっての最大の障害であり、これまでこの国で

協業が成り立つことがなかった最大の要因である。この点を何とか打破しない限り、これまで何

の改革もなく続いてきた原始的マーケティングから脱却できないことは明らかであった。だから

こそ、ぜひ実現したいパイロットプロジェクトでもあった。 

2009 年 10 月 21・22 日の 2 日間にわたり参加者を対象にしたワークショップを実施し、10 月

23 日～12 月 24 日を活動期間とすることにした。それまでの準備段階において、ACB の代表及び

参加者に、本プロジェクトのコンセプトを理解してもらうのに時間を費やした。当初は ACB の代

表を通して ACB メンバーに説明を行なってきた。しかし、進展がないことから参加者を集めて、

直接説明することに途中で変更し、それまで農民側との会議は平日の日中に設定していたものを

夕方または週末に設定するなどの変更を重ねた結果、新たなメンバーも顔を出すようになり、や

っと進展が見られるようになった。 

等級などの規格に関しては、電話などによる取り引きを容易にするため、導入する方向で話を

進めた。しかし、大きさ及び品種による細かな規格は煩雑になるため受け入れられず、従来どお

り見栄えによる｢good（A 級）」「not good（B 級）」「not marketable（C 級）」の 3 つのグレードが採

用された。 

モニタリング期間中の取り引きの結果を以下に示す。 

取り引きされたトマトのうち、A 級：B 級の重量比は 8:2 で、C 級は自家消費に回ったため集

計されていない。 

共同集出荷グループ及び個別出荷グループそれそれぞれの出荷量は以下のとおりである。 
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図 6.11.1 共同集出荷及び個別出荷ごとの出荷量 
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2 ヶ月間のモニタリング期間を通じた共同集出荷グループの販売量（A 級 1,263 kg、B 級 218 kg）

は、個別グループの販売量（A 級 5,678 kg、B 級 1,488 kg）より大幅に少ない。上述のように、共

同集出荷グループメンバーはかなりの量のトマトを個別出荷していたとのことである。メンバー

によるとその理由は「不信」だったとのことである。それが、くじ引きで無作為に分けた筈の両

グループの販売量の差となって表れた。 

A 級と B 級のトマトのそれぞれの販売価格の平均は以下のとおりである。 
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図 6.11.2 品質別販売価格 
 

A 級と B 級のそれぞれにおいて、共同集出荷グループと個別出荷グループの間に有意な価格差

は認められない。 

結果として、共同集出荷によって得たバーゲニングパワーによって、個別出荷より高い値段で

売れるという結果を導き出すことはできなかった。 

また、販売にかかるコストに関しては以下のとおりであった。 
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表 6.11.2 販売費用 

費 目 単価（ECV） 
 往路 乗合バス 

 乗客 100 
 トマト 30 kg（バケツ） 100 

 復路 乗合バス 
 乗客 80 
 空バケツ 0 

 公設市場入場料 
 トマト 30 kg（バケツ）4 100  

 

この結果を受けて、2010 年 1 月 27 日に評価ワークショップを行った。両グループから 18 人の

参加者を得た。 

前述のように、本プロジェクト開始当初は、共同集出荷グループのメンバーであるにもかかわ

らず、隠れてトマトの個別出荷を行っていた。しかし、一部のメンバーが共同集出荷を始めると、

生産物を指定集荷場所にさえ持ち込めば、後は専任の管理者が全部やってくれ、集荷時に計量し

た数量を基に現金がすぐに払われることが確認された。これにより、他のメンバーも少しずつ生

産物を集荷場へ納めるようになった。加えて、個別出荷グループメンバーの中に共同集出荷グル

ープへの編入を願い出る者、話を聞きつけ共同集出荷に加わりたいと言ってくる者も出るように

なった。 

しかし、当初目論んでいたような「共同集出荷グループの生産物は、その量によるバーゲニン

グパワーにより従来型個別出荷グループよりも高く売れる」結果にはならなかった。これは、グ

ループ出荷量の規模が、前述のように、バーゲニングパワーを得るには小さ過ぎたことに起因す

る。このバーゲニングパワーによる共同集出荷の強みの実証を本プロジェクト実施の主目的に据

えてメンバーを説得してきたことから、メンバーからの反発及び批判も予想される中での評価セ

ミナー開催であった。 

しかしながら、評価セミナーに参加したメンバーの全員が共同集出荷の利点を認め、是非自分

たちで継続したいし、もっとメンバーを増やしたいとの意思を持っていることが確認できた。こ

の島における開発事業の隘路である村人どうしの不信感は、この活動に限っては和らいでいた。

本パイロットプロジェクトの実施を通じ、初めて他人を信じても大丈夫なことが分かったとの声

も聞かれた。 

先に述べたように、販売価格においては共同集出荷の優位を明らかにする結果にはならなかっ

たが、販売にかかるコスト及び時間は明らかに縮減されており、これに加えて、計量の正確性、

会計の透明性、支払いの早さがメンバーにとって魅力であることが確認できた。 

本事業を実施するに当たっては、共同集出荷を行うための集荷物の管理、販売に当たる専任の

人が必要となり、そのコストがかかる。本プロジェクトではこの管理者の人件費をメンバーたち

の負担とせずに再委託した現地コンサルタントを通じて固定給を払うこととした。ただし、メン

バーが実際にこの事業を継続するためには、メンバー自身が経費を負担する必要があるが、この

点についてはすんなりと受け入れられた。管理者を固定給とするか売上げ比率とするかとの論議

では、農家の経営規模がバラバラであるので売上げ比率方式が選択された。売上げ比率方式では、

                                                        
4 売り手と買い手のどちらが負担するかは交渉次第。市場の中に商品を持ち込んで交渉をするなら売

り手が入場料を払わなければならないし、市場の外で交渉が成立すれば買い手が負担する。 
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より高く売るための努力が管理者自身の収入増にもつながることから、生産者・管理者双方の共

同の利益にもなり、理想的である。ただし、農産物の出荷は毎日安定しているわけではないので、

管理者の妥当な収入レベルに合うように売り上げ比率のパーセンテージを設定するのは簡単では

ない。当方で幾つかのシミュレーションを用意し、とりあえずメンバーは売上げの 10％を販売に

かかる経費として管理者に納め、管理者はその中から運送代などの直接経費を支出し、残りを自

身の収入とすることで全員が同意した。ただし、取り扱い規模が今回のシミュレーションより大

きくなったり、取り扱い品目を増やしたりすれば管理者の取り分が多くなりすぎるので、透明性

を確保しつつ合議でこのパーセンテージを調整するように勧めた。 

一方の買い手にとっても、この活動は概ね好ましく受け取られている。しかしながら、他の買

い手よりも好条件を提示して仕入れ競争をする状態にまでは至らずに終わってしまった（裏返せ

ば、売り手側がバーゲニングパワーを持つに至らなかったことと同じである）。ただ、買い手側の

多くは、仕入れの量が多ければ多いほど、質が高ければ高いほど良いという共通認識を持ってお

り、他の買い手でなく自分にもっと売って欲しかったとコメントしている。従って、売り手側の

共同集出荷活動により販売量が増え、販売頻度が増えることによって販売価格形成時のバーゲニ

ングパワーが獲得できる可能性はある。 

このように、今回の流通経路を改善することは生産者側にも生産物の買い手側にも利点があり、

適切に運営すれば今までの無駄が省け、損をする人間は誰も居ないことを参加者には理解しても

らった。また、この事業は、水土開発事業のように大きな初期投資が不要なため、着手が容易で

あることも付け加えて評価ワークショップを終えた。 

この活動の抱える問題として、共同活動中に何か問題が起こった時に相談できる相手を確保で

きるかが挙げられる。基本的には相互不信の社会なので、一度大きな問題が起こりメンバーだけ

で解決できない場合、そこで活動が止まってしまう可能性が大きい。この問題が解決されれば、

他地区への普及の可能性は大きいと思われる。 

また、2010 年 2 月 9 日に、本プロジェクト実施メンバーの一部を招いて農林牧畜総括局の農村

普及技術班、São Domingos 農業地方事務所の普及員、ZAE I に属する 4 つの ACB に対してプロジ

ェクトの成果について発表する普及セミナーを実施した。この中で、João G arrido のメンバーが、

他の村のメンバーも誘って大きな規模で実施したいとの意向を示したので、最初は小さい複数の

グループで始め、それぞれが直面した問題とその解決策などについて情報共有しながら、徐々に

規模を拡大する方法を薦めた。また、それらのグループが情報共有していくにあたり普及関連の

職員の果たす役割がとても大きいことを認識してもらった。 

 
6.11.3 評価 

（1）実績の検証 

‐協業という行為により、これまで農産物の販売が行われたことがない当地域において、共同

集出荷のパイロットプロジェクトを実施した。 

‐プロジェクトの開始時に全参加者の同意を取り付けたが、本文に示したように相互不信は強

力なものであった。しかし、活動を終えた後、参加者は活動の趣旨と利点を体得し、是非自

分たちで継続したいとの意向が示された。彼らは今後の活動について自主的に計画を立てる

ための集会を始め、参加者の人数の拡大を目指して努力している。 
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（2）実施プロセスの検証 

‐参加した生産者を共同集出荷と個別出荷の二つのグループに分けて、共同集出荷グループの

管理者には集荷・販売のデータの記録と集出荷活動の報告を課し、個別出荷グループの管理

者には各メンバーの出荷データの記録を毎日回収し報告することを課した。 

‐個別出荷グループのデータはモニタリングの初日から集まり、その後の記録にも大きな問題

はなかったが、共同集出荷グループの方は当初は全く荷が集まらずデータが取れなかった。 

‐グループ分けは無作為に行ったにもかかわらず、モニタリングを始めてから最初に共同集出

荷の荷が集まるまでに 25 日間かかった。この期間中、この片寄りは異常だと思い、共同集

出荷のメンバーと個別に連絡を取ったが、まだ収穫が始まってないとか雑草で覆われて収穫

が皆無だとかいう返事であった。後で分かったことであるが、ほぼ全メンバーが集出荷を通

さずに個別に出荷していた。その状況は当初から予想できたことではあったが、メンバーの

畑に乗り込んで収穫状況を確認したり、市場で待ち伏せしたりして戒めるという行為はとら

ず、収穫の予定を尋ね続けることとした。その結果、25 日後に初めて荷が集まった。その

後、メンバーの警戒心も少し解け、荷が集まるようになったが、それでも個別出荷グループ

の合計よりも少ない量しか集まらなかった。 

‐パイロットプロジェクト通期の出荷量は、共同集出荷グループが 1,481 kg、個別出荷グルー

プが 7,177 kg という違いであった。この差の全てが不信によるものとは言えないが、後日、

メンバー自身が隠れて個別出荷していたことを認めたことから、大きな割合を占めていたと

思われる。 

‐本活動は早朝、夜、週末に行われるので、モニタリング期間中のカウンターパートによる関

与はなかった。しかし、農民グループが独自に実施し、成果を出すことができた。 

（3）評価5項目による評価 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐本地域ではこれまで農産物の共同集出荷の例はない。しかしながら、2008 年 7 月にパイロ

ットプロジェクト選定のためのワークショップを実施した際、João Garrido の ACB の中の若

手によるサブグループが共同集出荷の計画を持っているとの情報を得て、パイロットプロジ

ェクトとして形成したものである。 

妥当性 

‐これまで農家毎に戸別の出荷をしてきているが、これを共同化することにより、販売価格の

増加と販売コストの減少が見込める。また、生産者が別々に市場まで公共交通手段を使うこ

とにより、社会面でも自然面でも環境に負荷をかけてきており、これを共同化することによ

って負荷を緩和することが可能となる。 

‐流通の強化及び農民グループによる起業は、上位計画である「2015 年までの農漁業開発戦

略並びに 2005 年から 2008 年までの行動計画（PEDA）」の中でも謳われており、本計画の妥

当性は高い。 

‐共同集出荷における主な便益は、販売に係るコスト（時間を含む）の低減と販売価格・条件

に係る交渉力の増強である。今回の共同集出荷グループの活動においては、個別出荷グルー

有効性 
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プよりも明らかに少ないコストで販売ができた。一方、販売価格については両者に明確な差

はなく、共同集出荷による交渉力の増強を明らかにすることはできなかった。 

‐売り上げの分配がすぐに行われることをメンバーが目の当たりにし、売り上げ及びその分配

の記録が開示されるたことは、参加者に大きな安心を与えた。 

‐裂果したトマトは市場で拒否される。よって、裂果もしくは裂果寸前のトマトの量がまとま

って集まれば、加工原料として活用することが可能となる。 

‐本プロジェクトでは管理者の人件費は調査団が負担した。本事業継続するに当たり、メンバ

ーたちが負担することとなる点については、従来の販売コストより安くなることを喜んでお

り、スムーズに理解された。 

‐本パイロットプロジェクトは今までにない新しい活動ということで、ワークショップ及びモ

ニタリングのために現地コンサルタントを活用し、両グループの管理者の人件費も調査団が

負担した。しかし、実際に事業を始めても、問題なく運営されれば外部からの資金協力は不

要であり、問題が起こった時に解決方法を相談できる相手を手当てしておけば良いだけであ

る。具体的には、農業地方事務所及びそこに属する普及員で対処可能と思われる。 

効率性 

‐今回の共同集出荷グループの管理者には、町の商店の店員の経験者で帳簿の記録ができる者

を充てた。このこともパイロットプロジェクトの遂行にプラスに働いた。 

‐本プロジェクトの実施により、メンバー同士の不信、管理者への不信といった相互不信が和

らぎ、今後の協働による活動の実施の可能性に道を開いた。 

インパクト 

‐各農家が個別に出荷するよりも共同で出荷する事によって搬送が合理化され、自然・社会環

境への負荷を減らす事ができる。 

‐農産物のマーケティングの改善による農家収入の向上の過程において、ジェンダー、民族、

社会的レベルに関係なく、皆が平等に裨益する事ができる。 

‐営農を取り巻く課題は多いが、それらを解決するため、特に水土開発をするためには多額の

初期投資及び公共投資を必要とするのが常である。しかしながら、当事業は初期投資をほと

んど必要としない。これまで非効率的な流通を通じて失っていた損をゼロにするだけである。 

自立発展性 

‐他人に対する疑心暗鬼が解けるまで時間がかかったが、その必要がないことが示され、自ら

が裨益することが分かり、共同集出荷の良さを認めてくれた。今後、このメンバーが共同集

出荷を続ければ、同地区内に賛同者は増えるだろうし、他地区への波及も可能と思われる。 

‐今後規模が大きくなることによって販売交渉能力が備わってくることが期待されるが、管理

者の能力を超えて規模が大きくなりすぎると、問題が生じる可能性が高まる。また、活動規

模が大きくなるほど、生じる問題の程度も大きくなる可能性もある。そういった際の問題対

処を誤ると、また元の個別出荷に戻ってしまう可能性があるので、行政の役割が重要となる。 

‐管理者も次々に問題に直面すると思われるが、問題解決のためのマニュアルも先例もない中

で活動を進めなければならない。よって、メンバーも販売行為は全て管理者に任せるという

意識ではなく、当事者意識を持って管理者とともに問題を解決していく姿勢が求められる。 
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‐一方の買い手側にとっても、共同集出荷グループ相手の取引は目新しいことである。しかし、

仕入れの際に一度の取引で良質の商品を多量に得ることができることを魅力と感じており、

双方が利点と感じる取引きが成立するはずである。このことは、この活動の継続にとっても

重要な点である。 

 

6.11.4 結論 

仮説 1：共同販売によって、販売コストが節約できる。 

仮説の検証 

仮説 2：共同販売によって、価格交渉力が向上する。 

仮説 3：グループ内で、売上額配分などをめぐる争いが起こらない。 

仮説 4：共同集出荷によって、加工用材料が容易に集まることで、加工業への多角化が図り

易くなる 

仮説 1 については、明らかに販売コストが下がったことから、検証できた。 

仮説 2 については、今回の実施の中では検証できなかった。今後継続していく中で、その可

能性を模索していく必要がある。 

仮説 3 については、参加者は従来の販売コストより安くなることを喜んでおり、管理者のた

めのコストについても、スムースに決めることができていることから、検証できた。 

仮説 4 については、今回の実施の中では検証できていない。 

サンチャゴ島においてこれまで行なわれたことのない共同集出荷により、トマトの販売を実

施した。その結果、共同集出荷の実施により、個別による出荷よりも明らかに少ないコスト

で販売することができた。加えて、今まで相互不信により協業が成り立ちにくかった当地域

において、本計画の実施を通じて協業による活動の可能性が認められた。ただし、共同販売

により、農民グループの価格交渉力が向上するには至らなかった。しかし、この問題につい

ては、今後の継続の中で、販売量及び販売頻度の増加を目指すことにより、達成できる可能

性はある。 

結論 

従って、今回のパイロットプロジェクトの結果を総合的に考察すると、本計画はアクション

プログラムとして優先度の高いものと位置付けられる。ただし、プログラムとしては、実施

の主体は農民及び ACB となることから、新しい試みであるだけに行政からの技術的支援が重

要となる。そのため、並行して実施を予定している農業支援プログラムである、普及員能力

向上計画に本計画の実施に必要な研修内容についても盛り込んでいくこととする。 
 

 

 

 

 

 

 



6 - 67 

6.11.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.11.3 教訓及びアクションプランへの反映：流通経路合理化 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 

• 農民間の疑心暗鬼が共同集出荷導入の
最大の隘路である。売り上げの分配がすぐ
に行われることをメンバーが目の当たりにし
たこと、ならびに、売り上げ及びその分配の
記録が開示されることは参加者に大きな安
心を与えた。 

• 販売取引きにおいて生産者側がバーゲニ
ングパワーを得るには 300kg 以上のまとま
った量が必要である。 

⇒ 事業導入の初期段階で参加者にこのことを明確に示

す必要がある。 
 
 
 

⇒ 規模の小さな農家が殆どであるため、多くの農家を

参加させた方が良い。ただし、管理者の能力を超え

ない範囲とする。 

• 記録を取れる管理者の役割が重要である
ため、人選には一定の配慮が必要である。 

⇒ 並行して行う予定のグループリーダー育成の中で、

必要な訓練を受ける。 

 

6.12 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：グループリーダー育成 
 

6.12.1 概要・目的 

グループリーダーの資質は、グループ活動の成否に極めて重要である。本パイロットプロジェ

クトでは、リーダーとしての意識醸成及びグループ活動を指導していく上での基本的な知識を研

修により提供する。これにより適正なグループ活動の実施を目指す。また、リーダー同士の意見

交換を行い、グループ活動の活性化を図るため、対象地域で今まで試みられたことのないグルー

プリーダー会議の開催も行なう。 

 

6.12.2 活動実績 
本プロジェクトは、São Domingos 集水域にある Baía、Praia Baixo、Achada Baleia、Achada Lama、

Praia Formosa、Milho B ranco、Portal、Água de Gato、Lagoa、João Garrido 及び Rui Va z の計 11 の

ACB のグループリーダーを対象として始めた。その後、2009 年 5 月に新設された ACB の Nora

が、第 2 回グループ会議から参加するようになり、対象 ACB は 12 になった。 

表 6.12.1 活動実績：グループリーダー育成 

活動 期待される結果  
スケジュール 

責任者 投入 2008 2009 2010 
o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m 

1-1 グループ管理研修に対
するリーダーの参加 

グループ管理    
 

        

     

 

 

 

   
 

 
 

DGASP、農業
地方事務所普
及員 

カ側：DGASP 職員、
普及員 

JICA：調査団、資料作

成用資材、研修費用、
外部専門家  

1-2 ACB グループリーダー

の定例会議の開催 
定例会議 

    ・    ・   ・    ・   
 
 

 
グループリー

ダー 
カ側：普及員 
JICA：調査団、資料作
成用資材、支援 

 

1) グループリーダー研修 

第 1 回グループリーダー研修は、2009 年 2 月 9 日～12 日に実施された。予定参加者に加

第 1 回 
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え、São Domingos の隣接集水域を活動の場とする、本プロジェクト対象外の Mato Afonso

の ACB が本研修の開催を聞きつけて参加を希望してきたので、ゲスト参加者として研修

に加えた。また、Rui Va z の農民とともに活動しているアメリカ平和部隊の隊員 1 名が、

ゲストとして研修に参加した。下表に研修の内容及び研修参加者の人数を示す。会場は、

São Domingos 農業地方事務所を使用した。 

表 6.12.2 第 1 回グループリーダー研修日程 

開催日時 内容 参加者 人数 時間 
2 月 9 日 
 

グループ管理 
 

グループリーダー 24 
8:30 - 
14:30 

農業地方事務所普及員 2 
DGASP カウンターパート 3 

2 月 10 日 
 

経理技能（簡単な会計技術と簿記） グループリーダー 29 8:30 - 
14:30 農業地方事務所普及員 2  

2 月 11 日 
 

経理技能 グループリーダー 29 8:30 - 
14:30 農業地方事務所普及員    1 

2 月 12 日 
 

パイロットプロジェクトの内容とス

ケジュールの説明及び ACB 間の交流 
グループリーダー 31 8:30 - 

14:30 農業地方事務所普及員    3 

 

初日はグループ管理に関する研修で、グループの利点、グループの活動規則、集団による

力学、グループリーダーとその役割、グループのコミュニケーションという基本概念に関

するものであった。 

研修の内容 

講義に引き続いて、作業グループに分かれた参加者により、講義内容について議論を行な

い、日常のグループ管理における問題と活性化に必要なものを以下のように特定した。 

特定された問題 

組合員が研修を受ける機会の欠如 

リーダーの低い教育水準 

組合会費の徴収が困難 

プロジェクトの形成プロセスの困難さ 

財務書類の回収が困難 

リーダーの自信の欠如 

ACB 定款の遵守が困難 

コミュニティーとの対話が困難 

上記の問題点については、その一部は、本研修後に次の活動として予定されたグループリ

ーダー会議において議論し、解決を目指すことになった。 

グループの活性化に必要なもの 

他の ACB との連携 

組合員の意識醸成 

優れた指導力を発揮する能力 

ACB の計画立案能力 
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組合員間の良好な情報伝達 

プロジェクト形成及び管理能力 

グループ活動維持のための組合費の徴収 

この研修セッションの終了前に、簡単なアンケート用紙が配布され、グループ管理に関す

る研修セッションについて評価が行われた。アンケート結果の一部について、以下にその

概要を示す。 

• 研修生の 100％が、本研修が非常に役立つと考えた。 

• 研修生の 60％が、このような研修は少なくとも 1 年 1 回開催されるべきだと提案し

た。 

• 研修生の 76％が、ACB は組合員の研修費を負担すべきだと提案した。 

• 研修生の 80％が、本研修が ACB の能力強化と問題解決に貢献することに強く同意

した。 

2 日目は、NGO 及びコミュニティー団体のレベルで採用されている会計手法の知識につい

ての講義が行なわれた。資産バランス、バランスシートの構成、損益状況をはじめとした

会計の基礎概念について講義が行われた。全体研修の後、日常の簿記のつけ方を学ぶシミ

ュレーションソフトを使用して学習した。 

3 日目は、ACB の年次決算及び資源管理の学習を行なった。グループに分かれ、資産の棚

卸し、設備の耐用年数、減価償却の評価、ACB の資産の年次管理といったテーマに取り

組んだ。また、各グループは、原価計算の演習に取り組み、演習結果についてデモンスト

レーションを行った。 

最終日は、本プロジェクトに対する理解をさらに深めるため、農民の能力強化及び普及の

向上に関するパイロットプロジェクトの内容、及び予定されている実施スケジュールの説

明を行なった。 

これに続き、本調査の農産物加工の研修にて製造した加工農産物及びその成果のプレゼン

テーションが、João G arrido の ACB の農民 6 名により行われた。同 ACB が加工したトマ

トペースト、パパイヤジャム、ソーセージに関する経験が本研修において他の組合員にも

共有された。 

普及員は本研修に参加し、グループリーダーたちが話し合い、ACB が日常生活で直面し

ている問題点を把握することができた。 

普及員の参加 

第 2 回グループリーダー研修は、2010 年 1 月 14 日～15 日の 2 日間行われた。会場は、São 

Domingo 農業地方事務所を使用した。下表に研修の内容及び研修参加者の人数を示す。 

第 2 回 
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表 6.12.3 第 2 回グループリーダー研修日程 

開催日時 内容 参加者 人数 時間 
1 月 14 日 
 

村落・コミュニティー開発におけるフ

ァシリテーターとしてのリーダーの

役割 

グループリーダー 27 
9:00 - 
15:00 

農業地方事務所普及員 2 

DGASP カウンターパート 3 

1 月 15 日 
 

会計技術 
（農業運営における会計の実践的演

習） 

グループリーダー 29 
9:00 - 
15:00 

農業地方事務所普及員 2 

DGASP カウンターパート 3 

 

研修初日は、コミュニティー開発におけるリーダーの役割と心構えに焦点が当てられた。 

研修内容（第 1 日目） 

まず、「コミュニケーション、活性化、開発ファシリテーターとしてのリーダーの役割」

についての説明がなされた。続いて、コミュニケーションの概念についての説明が行なわ

れ、コミュニケーションとは、メッセージを発信する人からそれを受ける人への、メッセ

ージ送信のプロセスと定義付けられた。 

その後、コミュニティー内の活性化の方法について参加者同士で議論が行なわれた。その

結果、地方において活動を成功させるために必要なものとして、コミュニティーからの参

加及びリーダーの能力が挙げられた。このように、前回の研修の結果を踏まえた意見が出

せれ、コミュニティーにおいて会議を成功させるために必要な点について、参加者が理解

を示している様子が伺われた。 

2 日目の研修は、簿記と会計に充てられた。講師はまず、農業・畜産運営にかかわる支出

について説明し、生産にかかわる支出と機器などの投資への支出を区別した。運営にかか

わる支出については、市場における生産物の販売の前に、その生産サイクルでかかる全て

の支出を表すことが説明された。 

研修内容（第 2 日目） 

支出の説明の後、販売価格についての説明がなされた。販売価格が生産費より上回らなけ

れば経営が成り立たないことを説明し、農民は農業生産費を考える必要があることの説明

がなされた。 

引き続いて、農業・畜産活動の管理の実践的な訓練のための、3 つのローカルプロジェク

トのシミュレーションが提案された。参加者は前日のように 3 つのグループに分けられ、

3 つの農業・畜産活動のプロジェクト管理の実践的シミュレーションを行なった。各グル

ープに当てられたシミュレーションの内容を、以下に示す。 

グループ 1 は、100 m2 のタマネギ生産に必要な灌漑された苗床の農業管理を試行し、彼ら

の管理能力を示す。 

グループ 2 は、畜産飼育にかかわる必要事項とリスクを考慮しながら、4 頭の豚を 7 ヶ月

間飼育する試行を行なった。生産費と販売価格は、市場での価格と家畜農家の利益を考慮

して決めなければならない。 

グループ 3 は、ポンプの購入を伴う灌漑農業で、作物栽培に必要な様々な事項を考慮した
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運営を試行した。栽培に必要な事項だけでなく、ポンプ及び他の備品の減価償却費につい

ても考慮する必要性が強調された。 

グループによるシミュレーションの結果を、参加者全員で評価した。評価の結果、研修成

果が生かされていることが確認された。しかしながら、伝統的な行事などもあり、営農活

動と費用について、農民は場当たり的管理を続けていることが分かった。 

研修の終わりに当たり参加者は、管理分野、プロジェクト形成と交渉、栽培と畜産の普及

に関する農業地方事務所による積極的な技術的支援の必要性を唱えた。 

農業地方事務所の技術者は、開発のすべての分野における ACB に所属する農民、他から

隔絶された農民及び畜産農家に対し、農業地方事務所による支援を表明した。 

2）グループリーダー会議 

「グループリーダー会議」のスケジュールは、前項にて説明した「グループリーダー育成

計画」に引き続いて、2009 年 2 月 13 日に初回の会議が開催された。同会議には、33 人の

グループリーダーのうち、本調査対象の 11 の ACB から参加した 29 人が集まった。これ

以外の 4 名のゲスト参加者は、Mato Afonso の ACB からの参加者であった。グループリー

ダー会議は、最初に、議論の司会役を務める議長 1 名及び記録を取る書記 1 名が選任され

て開会した。会議は、議長が意見を述べる組合員を選定し、ACB による発言の順番を決

定することから始められた。 

第 1 回 

議論は、組合員による各 ACB の活動の紹介、各 ACB の貴重な経験、各 ACB が日常業務

で直面する問題点に関して行われた。グループリーダー研修で言及されていた一部の問題

点が再度取り上げられた。すなわち、設立から年数の浅い ACB が、プロジェクト形成及

び資金確保の能力に欠けるという問題であった。より多くの経験を積んでいる ACB から

提案された解決策は、技術援助を得るため OASIS（サンチャゴ島農民組織連合）などの上

部組織のほか、農業地方事務所に照会を行うというものであった。この他、既に開発され

たプロジェクト形成モデルを入手し、類似の新規プロジェクトを参考にするという解決策

も提案された。 

第 2 回グループリーダー会議は、2009 年 6 月 3 日に、農業地方事務所にて行われた。予

定された 11 の ACB の 33 名のグループリーダーのうち、24 名が参加した。農村普及技術

班（ETER）からの 3 人のスタッフ及び São D omingos 農業地方事務所の 3 人の普及員は、

オブザーバーとして会議に出席し、スムーズな議論の流れを促すため、必要な時にのみア

ドバイスをした。 

第 2 回 

農業地方事務所の技術者と農村普及員による本会議の意義についての説明の後、会議の進

め方についての説明がなされ、下記の議題について討論を行なった。 

1．昨年の 2 月に、最初のグループリーダー会議が開催され、経験の交換をしたが、それ

以来、2 月から 5 月にかけて、ACB による活動が実施されたか。また、活動の実施中

に直面した困難は何か。 

2．下記の分野における、ACB による新しい活動をリストアップする。 
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 ACB メンバーの動員、コミュニティーとの会合、パートナーの動員、プロジェクト形

成、ローカル雇用の創出、農業生産、畜産、土壌と水の保全、その他 

議論は 2 つのワークグループに分かれて行なわれた。午後から、2 つのグループ間の結論

を出すため、各グループの討論の結果について検討がなされた。 

主要な課題は、プロジェクト形成と、ドナーからの資金獲得能力の不足であった。メンバ

ー間のコミュニケーションについては、複数の ACB で改良が見られたと伝えている一方

で、いつくかの ACB は未だにその課題を抱えていると報告した。 

解決策の一部として、プロジェクト形成とドナーとの交渉過程をアシストするため、農業

地方事務所のより積極的な関与が求められた。農民をさらに支援するために、農業地方事

務所職員（普及員）の能力強化研修の必要性も提案された。 

第 3 回グループリーダー会議は、農業地方事務所にて 2009 年 9 月 16 日に開かれた。12

の ACB（最近、集水域で ACB され、プロジェクトから承認された新しい ACB である Nora

を含むことから、プロジェクト対象が 12 の ACB となった）から 30 名が集まった。ETER

のスタッフ 2 名と農業地方事務所の 4 名の普及員は、オブザーバーとして会合に出席し、

適宜アドバイスを与えた。 

第 3 回 

会議の進め方は、前回と同様であり、São Domingos 農業地方事務所の技術者／普及員の指

導を通じて、ACB 間で問題が討議された。討議内容を以下に示す。 

1．ACB はどのように運営されるか。 

2．2009 年の活動はどのようなものか。 

3．どのような問題があり、どのように解決したか。 

4．他の ACB から何を学んだか。 

議論は 3 つのワークグループに分かれて行われた。その後、3 つのグループ間の結論を出

すため、各グループの討論の結果が集められ、検討された。 

その結果、コミュニティーにおける活動を実行する速さ及び事業のレベルは、多くの経験

を有するより古い ACB においてより勝っていることが確認できた。リーダーの信頼性は、

資金源の獲得能力とコミュニティーでのプロジェクトの実現力に左右される。 

参加者は、再びドナーに対する資金交渉とコミュニティーによるプロジェクトの準備分野

に関する研修の必要性を強調した。ACB は、コミュニティーレベルの活動の技術的支援、

特にプロジェクト形成と資金交渉に関する農業地方事務所のより積極的な約束を求めた。 

第 4 回グループリーダー会議は、農業地方事務所において、2010 年 1 月 18 日に行われた。

そこでは、プロジェクトの 12 の ACB から、予定された 36 名中 30 名のリーダーが出席し

た。ETER のスタッフ 2 名と農業地方事務所の 2 名の普及員は、オブザーバーとして会合

に出席し、適宜アドバイスを与えた。 

第 4 回 

会議の進め方は、前回と同様であり、São Domingos 農業地方事務所の技術者／普及員の指

導を通じて、ACB 間の交流の展開の構想が討議された。討議内容を以下に示す。 
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1．2009 年 2 月から 2010 年 1 月の間に実施された、本プロジェクトによる研修活動及び

ACB 間の交流により、São Domingos 集水域における ACB として、どのような利益／

結果及びインパクトを確認することができるか。 

2．ACB 活動を運営する際に直面した困難及び障害はどのようなものか。 

3．プロジェクトへの正のインパクトを持続させるには、どのような条件が必要か。 

4．開発における ACB、制度及び国際協力の果たす役割を定義せよ。 

討論の結果、以下の意見が出された。 

コミュニティー事業を実施している ACB は、メンバーの動員力を持っており、臨時労働

の創出に関しても非常に大きな影響力を持っている。また、農具、種子の確保だけでなく、

NGO、オアシス ACB 連合、Praia にある各国の大使館などから、資金援助を引き出す力を

持っている。 

実際には、コミュニティーにおける ACB の重要性は、農業活動の推進以上に、堤防、小

規模ダム、灌漑システム、道路工事及び学校などの小規模村落インフラの建設事業の請負

に見出せる。このような活動は、中央政府との契約プロジェクトとして実施されるだけで

なく、地域開発推進の ACB として、コミュニティーに直接資金援助する国際 NGO 及び

いつくかのドナーと協力して実施される。 

本計画から得られたものを持続させるため、リーダーの研修及び能力向上、国及び国際レ

ベルでの経験交流、畜産農家及び農民の研修、そして政府機関との協調が常に求められて

いる。 

地域において、ドナー及び中央政府によって資金援助される事業の請負を巡り、その実施

を主張する市当局と ACB の間には対立がある。 

会議の終わりに、2009 年 2 月から 2010 年 1 月にかけての、農民グループリーダーの研修

活動に対する最終評価が、ACB と一緒に行われた。評価結果を以下に示す。 

1．平均して、80％以上のリーダーが研修と会議に参加した。 

2．ほとんどのリーダーは、ACB 間の経験交流及びコミュニケーションの重要性について

の講義が最も重要であったとしている。 

3．特にコミュニケーション能力が向上し、グループ管理と問題解決の知識が得られたこ

とにより、ほとんどのリーダーは、ここで得られた経験がリーダーとしての能力を向

上させたとしている。また、会計に関する講義は有意義であったとしている。 

4．リーダーは、彼らが研修及び会議で学んだことを常に共有するため、ACB のメンバー

と定期的な会議を持っていることを表明した。 

5．持続性に関しては、多くの参加者が農業地方事務所は DGASP と MADRRM と一緒に

なってリーダー研修と会議を促進すべきとしている。ACB／農民はコストを分担しな

ければならないとする人もいた。 

 

6.12.3 評価 

（1）実績の検証 

‐グループ活動に必要な意識及び基本的な知識は、リーダー研修におけるグループ管理、コミ
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ュニケーションの重要性、基本的な会計の知識などの習得、リーダー会議の中での意見の交

換などにより向上した。 

‐リーダー会議における討論、情報の交換が定期的に行なわれ、ACB の間での経験について

の意見の交換が重要であることを認識した。 

‐ACB のメンバーの意識を高めるためには、組織内での定期的な会議が欠かせないことを、

研修を受けたリーダーは認識するようになった。 

（2）実施プロセスの検証 

‐本計画の活動には、農繁期に重なったにもかかわらず、参加予定者の 80％が参加した。 

‐農業地方事務所の普及員及び ETER 職員は、参加者の討論をサポートした。 

‐最後の評価の段階で、ほとんどの参加者が、プロジェクト形成、資金の調達などへの農業地

方事務所の関与を求めた。これに対して、事務所としては自分達の活動の範囲で、いつでも

農民を支援する用意があることを表明した。 

（3）評価 5 項目の視点による評価結果 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐農繁期に重なったにもかかわらず、参加予定者の 80％が参加したことから、本計画は参加

者のニーズに合致している。 

妥当性 

‐料金を払ってでも研修を継続することを提案する参加者もみられたことから、研修の継続を

希望していることがうかがえた。 

‐研修中盤において São Domingos集水域内の新興農民組織であるNoraの研修参加要請があっ

た。また、農民組織 Mao Afonso の様に研修プログラム内容を知った他集水域の農民組織が

派遣代表者をグループリーダー会議に参加させるなどの事例もみられた。 

‐本研修の実施は、上位計画である「PEDA（2015 年までの農漁業開発戦略並びに 2005 年か

ら 2008 年までの行動計画）」において提案された人的能力を強化し、コミュニティー農民組

織を育成するという戦略に合致しているため、妥当性がある。 

‐会計セッションが行われた翌日、多くの参加者が自宅で行ってきた学習について講師に助言

を求めている姿が見られた。 

有効性 

‐研修セッションの後、リーダーは ACB のメンバーへ研修内容をフィードバックするための

資料を作成した。組織内で同じレベルの情報共有を行うための有効な手段といえる。 

‐第 2 回研修の中で、参加者のコミュニケーションスキルの強化、農民組織の管理および関連

する課題の解決に要する知識の取得など、第 1 回研修の成果が確認できた。 

効率性 

‐リーダー研修において、他の農民との間で加工とマーケティングの経験を共有できたことは、

加工及びマーケティングへの農民の関心を大いに誘発した。その結果、自分達の地域で加

工・マーケティングの研修を追加開催してほしいとの強い要望が出た。 

‐グループリーダー会議を実施した結果、経験の浅い農民組織のリーダーが、グループワーク
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の場において他の参加リーダーたちと経験を共有したことにより、資金の運用、プロジェク

トにおけるドナーとの交渉、そしてコミュニティーの活動運営に要する新たな知識を得たこ

とが、最終評価の中で確認できた。 

‐本プロジェクトの対象外の ACB からも、この研修が行なわれることを聞きつけて代表者が

参加した。これは、こうした研修に対する農民の期待が非常に高いことの表われである。 

インパクト 

‐他集水域の ACB からの参加により、彼らのメンバーへ本研修の内容が伝達していくことが

期待できる。 

‐多数の参加者はグループリーダー研修の継続を望んでおり、農業地方事務所は本計画の継続

実施のための支援をする用意があることを表明している。 

自立発展性 

‐参加グループリーダーは、自分たちでグループリーダー会議を継続していく意思を表明して

いる。 

 
6.12.4 結論 

仮説 1：グループリーダーの管理能力が、グループリーダーを対象とした研修を通じて向

上する。 

仮説の検証 

仮説 2：グループリーダー会議へのリーダーの出席が、ACB の活動を刺激する。 

仮説 1 については、研修プログラムが終了してから間もないことから、グループ活動にお

ける具体的な効果を確認することはできなかった。しかし、第 2 回研修の中で、参加者の

コミュニケーションスキルの強化、農民組織の管理および関連する課題の解決に要する知識

の取得など、第 1 回研修の成果が確認できたことから、今後検証されていくことと確信する。 
仮説 2 については、2010 年 1 月に実施された最終評価の結果により、複数の農民組織が施設

などの改修、石積み工の建設、果樹の植栽、農村における新たな協働関係の構築のために資

金を有効に活用できたことが明らかとなった。JICA 開発調査のもと、多数の農民が塩害農地

のリーチング計画、節水灌漑計画への参加を果たしたことから、活動の刺激になっている。 

グループリーダー育成については、その実施の結果、グループ活動における具体的な効果を

確認することはできていないが、第 2 回研修の中で、第 1 回研修で得た知見を踏まえた意見

が出るなど、研修の成果が確認できた。また、グループリーダー研修及びリーダー会議に出

席し、刺激を受けたいくつかの ACB が、事業活動の領域を拡大するといった動きも見られ、

今後のグループの活性化に期待が持てる。 

結論 

本計画については、上位計画で促進しており、農民のニーズにも合致し、妥当性がある。対

象地域で初めての試みであるグループリーダー会議の実施は、参加者にとって新鮮であり、

多くの経験を有するより古い ACB のリーダーからの知見は、新しく組織された ACB にとっ

て有意義なものとなっているなどの効果出ている。また、農業地方事務所では本計画の継続
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実施を前向きに検討していく姿勢を見せている。従って、本計画については、アクションプ

ログラムとして優先度の高いものと位置付ける。 

 

6.12.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.12.4 教訓及びアクションプランへの反映：グループリーダー育成 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 

• 研修実施前に行った評価において、全ての
ACB はドナーとプロジェクトを実施する中
で、長い間積極的に役割を果たしてきている
ものと受け止められた。しかし、その経験に
は、ACB の間で大きなギャップが存在する。 

• プロジェクト形成およびドナーとの交渉の
両者に於ける能力の欠如が、各農民組織の直
面する課題である。この点はリーダー会議を
通じて明確になった。 

⇒ グループリーダー研修に関して、農民組織
間の討議にあたっては各組織の経歴・経験
レベルを考慮する必要がある。それにより
経験に乏しい組織が経験の豊かな組織よ
りより多くを学ぶことが可能になる。 

⇒ プロジェクト形成スキルの向上とキャパ
シティビルディングはアクションプラン
における基礎課題であり、強く提案されな
くてはならない。 

 

6.13 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：農民間普及 
 

6.13.1 概要・目的 

農民のモチベーションを促す戦略として、先進地域の農民の持つ技術を、発展途上の農民に移

転する方策がある。本パイロットプロジェクトでは、São Domingos 集水域において農民間普及の

導入を試みる。具体的には、発展途上の地域の農民を先進の農業地域に招き、先進の生産・保存・

マーケティング技術を紹介して刺激を与えるとともに、農民達が農作業において直面する問題を

互いに討議する機会を提供する。先進地域の農民との間で知識・技術を交換することにより、発

展途上の農民のインセンティブが上がることが期待される。その結果、先進地域を訪問した農民

は、より先進的な農業を目指し、生産性の向上に対する意欲を持つことが期待される。また、先

進地域の農民も、他地域の農民との意見交換の中から新しい情報を得ることができ、彼らの知識

を高めることができる。 
 

6.13.2 活動実績 

本計画については、São Domingos 集水域における全ての ACB に対して実施する。 

表 6.13.1 活動実績：農民間普及 

活動 期待される結果  
スケジュール 

責任者 投入 2009 2010 
a s o n d j f m a m j j a s o n d 

1-1 農民が先進農業地域を
調査する。 

生産性の改善に
対する意欲  

       

           

INIDA、農業地
方事務所普及

員 

カ側：普及員 
JICA：調査団、資料作成用

資材、研修費用、外部専門
家  

1-2 農民が先進農業地域の

調査を報告する。 
知識の伝達 

     
            

農業地方事務

所普及員、農
民 

カ側：普及員 
JICA：調査団、支援 

 

本プロジェクトは、当初、São Domingos 集水域の 11 の ACB のメンバーを対象としていた。そ

れらの ACB は、Rui Vaz、João Garrido、Lagoa、Agua de Gato、Milho Branco、Praia Formosa、Portal、
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Achada L ama、Baía、Achada B aleia 及び Praia B aixo である。加えて、集水域で最近新たに作られ

た ACB（Nora）がプロジェクト活動への参加を要請し、承認されたため、12 の ACB が対象とな

っている。 

2010 年 1 月に 4 日間の先進農業地域への訪問と、訪問結果の報告会が実施された。 

（1）先進農業地域への訪問 
訪問先は、農業、畜産、コミュニティーACB の分野で成功経験がある場所が選ばれた。

訪問計画の策定は、プロジェクト活動の将来に亙る持続性の可能性を考慮し、農業地方事

務所と ETER に委任した。 

最初の 2 日間のプログラムと訪問場所を以下に示す。 

第 1 日目、第 2 日目 

日：1 月 21 日 

対象 ACB：Achada Baleia, Baía 及び Praia Baixo 

日：1 月 22 日 

対象 ACB：Milho Branco, Praia Formosa, Portal 及び Achada Lama 

表 6.13.2 第 1 日目及び第 2 日目の訪問場所 

場所・訪問地域 目的／経験 
Achada Baleia 試験圃場 点滴・ピッチャー灌漑による節水灌漑の視察のた

め、JICA 試験圃場を訪問： 
節水灌漑に関する技術的アプローチ 

Nora 実験圃場 箱による水耕栽培： 
節水灌漑に関する技術的アプローチ 

Belém São D omingos 農業地方事務所からの技術的支援
を受けている ACB による、点滴技術による作物
への灌漑 

Pico Leão キャベツとニンジンの灌漑による栽培 
農業地方事務所と農民 ACB によって支援されて
いる民間会社 

Cidade Velha 観光客相手の果物栽培： 
点滴灌漑によるパイナップル生産 

 

第 1 日目は 22 名の農民、第 2 日目は 28 名の農民が対象 ACB から参加した。農業地方事

務所の 6 名の普及員及び ETER の 2 名のメンバーが農民に同行した。 

Achada B aleia の試験圃場では、JICA の協力により実施しているピッチャー灌漑システム

についての説明を、Achada Baleia の ACB の代表が行なった。新しい灌漑技術及び参加者

の村でのこの技術の応用の可能性に対する、大きな関心が示された。農業地方事務所の技

術者は、本灌漑方法以外にも、適切な植物への畝立てから、土壌と作物の塩化に対するい

くつかの灌漑技術を農民に説明した。 

Nora 実験圃場では、ICASE（Cape Verdean Institute for School Social Action：学校社会活動

カーボベルデ協会）による学校での野菜栽培プログラムのコーディネーターをしている、

水耕栽培専門の小学校教師による説明が行なわれた。このプレゼンテーションでは、技術

に対する説明と包括的な議論、そして村への応用可能性の説明がなされた。 

Belém では、São Domingos 農業地方事務所の技術的支援と、地元の発案によって設置され
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た灌漑農業区画を訪問した。参加者は、優先作物、灌漑システム、水価格、市場の有無、

開始時期及び農業地方事務所の支援などについて、質問をした。 

Pico Leão は、谷から山の麓に広がっている乾燥地帯の境にある。ここでは、Praia の高校

を卒業し、農業を選んだ若い農民が管理している、園芸作物を生産している菜園を訪問し

た。灌漑により栽培している主要作物は、キャベツ、ニンジン、キャッサバであった。 

最後の訪問地である Cidade Velha では、観光客相手のパイナップルなどの熱帯果物及び園

芸作物を栽培している農園を訪問した。 

この 2 日の訪問の中で、参加者は、ACB 管理と農業技術を習得する方法について、先進

地域の ACB のメンバーと意見を交換した。 

プログラムと訪問場所を以下に示す。 

第 3 日目 

日：1 月 25 日 

対象 ACB：Rui Vaz 及び Água de Gato 

表 6.13.3 第 3 日目の訪問場所 

場所・訪問地域 目的/経験 
Achada Baleia 試験圃場 点滴・ピッチャー灌漑による節水灌漑の視察のた

め、JICA 試験圃場を訪問： 
節水灌漑に関する技術的アプローチ 

Nora 実験圃場 箱による水耕栽培： 
節水灌漑に関する技術的アプローチ 

Ribeira de Engenhos - Santa Catarina 雨水調節と灌漑農業 
 

第 3 日目は 28 名の農民が参加し、São D omingos 農業地方事務所の普及員 6 名及び ETER

のメンバー2 名が訪問時に農民と同行した。Santa Catarina 農業地方事務所の 2 名の技術者

が、訪問地を案内した。 

前回同様、今回の訪問も Achada Baleia 及び Nora の試験圃場から始めた。参加者は自分達

の所でピッチャー灌漑を試みることに興味を示した。Rui Va z からの参加者は、地元の学

校で水耕栽培を導入する可能性について特に興味を示した。 

Engenhos 集水域への訪問では、Santa C atarina 農業地方事務所の技術者が説明をした。こ

この集水域では、現在、BADEA などのドナーにより資金援助された、大規模な雨水調節

プロジェクトによる恩恵を受けている。プロジェクトは、本集水域での「ウォーターハー

ベスティング」計画であり、貯水槽及び灌漑システムを設置している。雨水を調節する施

設は、Praia 及び Assomada の市場に出すため小さな区画で野菜栽培をしている ACB 女性

メンバーにより管理されている。付帯する小規模プロジェクトでは、ヤギ、ウサギ、鶏な

どの飼育及び灌漑農業への副産物の使用を実施している。 

プログラムと訪問場所を以下に示す。 

第 4 日目 

日：1 月 26 日 

対象 ACB：João Garrido, Lagoa 及び Nora 
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表 6.13.4 第 4 日目の訪問場所 

場所・訪問地域 目的/経験 
Achada Baleia 試験圃場 点滴・ピッチャー灌漑による節水灌漑の視察のた

め、JICA 試験圃場を訪問： 
節水灌漑に関する技術的アプローチ 

Nora 実験圃場 箱による水耕栽培： 
節水灌漑に関する技術的アプローチ 

João Teves – Órgãos 若い農民による革新的プライベート灌漑農業 
INIDA 試験圃場 試験作物 

 

第 4 日目は 23 名の農民が参加し、農業地方事務所の 6 名の普及員及び ETER の 2 名のメ

ンバーが同行した。 

前回同様、Achada Baleia 及び Nora の試験圃場から訪問を始めた。参加者は Nora における

水耕栽培に関心を示したが、初期投資の高さを懸念した。 

João T eves では、果物・野菜生産企業を尋ねた。若い企業家が、Santiago 島と他の島々の

市場へどのようにアクセスするかについて説明した。また、Cape Verde では馴染みの薄い

新しい作物を導入する時の彼の経験を説明した。彼は、都市市場で大きな需要のある作物

に熱心な興味を示した参加者に、イチゴの種子について説明した。この種子は INIDA で

作られ、São Domingos 農業地方事務所の隣の Nora で販売されている。生産量が多く、現

地の気象と病害により適応しているカーボヴェルデ産の種子による利益が大きいことを

力説した。 

INIDA の圃場では、参加者は試験されているナス、キャベツ及び果物などの新しい農業作

物を見る機会を得た。 

最後に、「カ」国における表流水管理の国家的計画である、中国の援助により建設された

Poilão Dam を訪問した。 

（2）先進農業地域への訪問についての参加者による報告 
先進農業地域への訪問に参加した者は、訪問の経験についての報告書を作成することを

求められる。その報告書は、参加できなかった他のメンバーに訪問の結果について知らせ

るため、発表する必要がある。 

報告会は、グループリーダー及び訪問に参加したメンバーが、彼らの印象と経験に関し

て、ACB の他のメンバーに報告するために開かれた。São D omingos 農業地方事務所と

ETER の職員は、成果の持続性を促進するため、これらの報告会を監督した。 

表 6.13.5 報告会日程 

コミュニティ 

第 1 日目：1 月 30 日 
時間 監督者 

Rui Vaz 11 時 Alcinda Almeida 
Praia Formosa 13 時 José Gonçalves 
Portal/Capela 13 時 Fernando 及び Giovani 
Praia Baixo 15 時 Alcinda Almeida 
Milho Branco 15 時 Jose Ramalho 
Achada Lama 15 時 30 分 Fernando 及び Giovani 
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第 2 日目：2 月 6
コミュニティ 

日 
時間 監督者 

Lagoa 15 時 Alcinda Almeida 
Nora 15 時 Fernando 及び Giovani 

第 3 日目：2 月 13
コミュニティ 

日 
時間 監督者 

Achada Baleia 15 時 Giovani 
Baía 15 時 Alcinda Almeida 
Água de Gato 15 時 Jose Ramalho 
João Garrido 15 時 Fernando  

 

参加者は、資金源獲得、技術支援、日々直面している困難、市場への生産物の運搬などに

ついて、訪問先のコミュニティーの農民と経験を交換することができたことを報告した。 

Achaba Baleia でのピッチャー灌漑及び Nora での箱による水耕栽培の経験、そして地域に

おける農業副産物を利用したウサギ飼育の可能性は、訪問の主要な成果として記録された。 

全ての ACB は、ピッチャー灌漑及び箱による水耕栽培を試す希望があることを示した。

必要な機材について、費用に関する情報及び市場での在庫状況の確認が求められた。ACB

は、農業地方事務所がこれらの問題と農業副産物を利用したウサギ飼育について、必要な

措置を取ることを要望した。 

訪問の全体的な印象は、他の ACB 及びコミュニティーとの貴重な経験を交流する機会を

可能にしたことである。また、訪問により栽培の新技術、灌漑システムの新しい方法と、

現場における実践的な研修形態についての意識が醸成された。 

ACB は、ACB の定期会合及び近隣の農民との個人的付き合いを通じて、訪問で学んだこ

との普及を続けることを約束した。 

 

6.13.3 評価 

（1）実績の検証 

‐São D omingos 集水域における 12 の ACB の代表は、1 月 21 日から 22 日、1 月 25 日から 26

日の 4 日間の農業先進地域への訪問に予定通り参加した。これらの訪問は、ETER 職員の協

力を得ながら、農業地方事務所職員により実施された。 

‐参加者はピッチャー灌漑及び箱による水耕栽培に大きな関心を持ち、彼らのコミュニティー

における応用の可能性について、一連の質問と包括的な討論がなされた。 

‐先進農業地帯訪問にかかわる報告会は、各々のコミュニティーで計画通り開かれ、参加者は

彼らの経験と印象について、ACB の他のメンバーに報告した。 

（2）実施プロセスの検証 

‐対象農民が農業先進地域を訪問し、そこでの生産、保存、市場技術により刺激され、農業上

の問題をお互いに検討する機会を得ることができた。 

‐訪問を実施した後、参加者は、コミュニティーの他のメンバーと経験を共有するための報告

会を開いた。報告会においては、ACB は訪問の経験を非常に前向きに評価し、節水灌漑の
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新しい方法を参加しなかった農民たちが直接見ることを可能にするため、先進的な農業地域

への訪問の継続を、農業地方事務所に要求した。 

‐ACB は、近所の人々との個人的な付き合いの中及び定期会合の場で、訪問を通じて学んだ

ことの普及を続けることを約束した。 

（3）評価5項目の視点による評価結果 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐最初の訪問に参加しなかった他のメンバーのため、新たな訪問の機会を、農業地方事務所が

設けることに対する期待が大きい。このような要望がすべての報告会で出されていることか

ら、本計画は農民のニーズに答えている。 

妥当性 

- 本研修の実施は、上位計画である PEDA において提案された人的能力を強化するという戦略

に合致しているため、妥当性があると判断される。 

‐本計画に参加した農民に対して、先進的な農業を導入による生産性の向上へのモチベーショ

ンが高くなることを期待したが、実施から終了時評価まで半月ほどしかなく、その検証は十

分にはできなかった。しかし、訪問により、新しい節水灌漑方法を認識し、水耕栽培などの

新しい栽培技術に接することができ、刺激を受け、それらの導入を真剣に考えるようになっ

た。 

有効性 

‐参加者は先進農業地帯を訪問することにより、資金源獲得、技術支援、日々直面している問

題、市場への生産物の運搬などについて、訪問先のコミュニティーの農民と経験を交換する

ことができた。 

効率性 

‐参加者は、研修に出席しなかった他のメンバーに対する得られた知識の普及だけではなく、

近隣の個人的な付き合いのある農民への普及についても約束した。 

インパクト 

‐農業地方事務所と ETER の職員は、訪問の全てを計画し、管理した。これにより、本プロジ

ェクトの持続性が容易になる。 

自立発展性 

‐政府もこのような研修の優先度を高くしていることから、農業地方事務所は農民間普及を続

けるため、独自の予算配分を申請している。 

 

6.13.4 結論 

仮説 1：本計画に参加した農民は、先進的な農業の導入による生産性の向上へのモチベーシ

ョンが高くなる。 

仮説の検証 

仮説 2：本計画に参加した農民は、自分達の地域で知識を普及することができる。 
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仮定 1 に関しては、終了時評価の実施時期が、本計画の実施から半月ほど経過した頃だった

ため、十分な検証はできなかった。しかし、訪問により、新しい節水灌漑方法を認識し、水

耕栽培などの新しい栽培技術に接することができ、刺激を受け、それらの導入を真剣に考え

るようになったことから、モチベーションが上がったことは認められる。 

仮説 2 については、参加した全ての ACB は、訪問中に得られた経験と知識について、参加者

が参加しなかったメンバーに対して説明を行い普及した。 

農民間普及については、実施から間がなく、十分な検証はできなかった。しかし、先進地へ

の訪問が、他のコミュニティー及び組織との間に価値ある経験の交換を促したことは認めら

れた。これにより、現地研修の新しい形の効果が検証できた。現地技術者とコミュニケート

する能力及び獲得した経験を通じた地元の伝統的栽培技術の改善への意欲は、訪問で得られ

た効果と言える。このように、先進的な農業の導入による生産性の向上への、参加者のモチ

ベーションが上がったことが認められた。 

結論 

本計画については、上位計画で促進しており、農民のニーズにも合致し、妥当性がある。ま

た、殆どの ACB が、農村開発を促進するため、将来にわたり本プロジェクトが継続されるこ

とを望んでおり、農業地方事務所は本計画を継続実施するための独自の予算配分を申請して

いるなど、今後の発展性も期待される。従って、本計画については、アクションプログラム

として優先度の高いものと位置付ける。 

 

6.13.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.13.6 教訓及びアクションプランへの反映：農民間普及 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 

• 研修、農産加工、マーケティングなど種々の
プロジェクト間の正の相互作用成功へ影響
を与えることが観察された。 

• 生産がより進んだ地域への訪問は、ほとんど
の参加者が彼ら自身及びそのコミュニティ
ーが向上していくという意識を刺激した。 

⇒ 同じ集水域でのグループ間の経験交流は、
農民がより積極的になるよう、計画で推進
されなければならない。 

⇒ 計画作成の際、農民間普及の継続は強調さ
れなければならない。 

 

6.14 パイロットプロジェクト項目の経過及び評価：普及システム改善 
 
6.14.1 概要・目的 

農業開発を成功に導くためには、その担い手となる農業普及員の能力が大きく影響する。彼ら

が常に最新の優良農業技術を身につけ、それを農民に伝えていくことが大事である。それを実現

するため、彼らの能力の向上に必要な普及員研修を実施する。また、彼らが日々参考にできる、

最新の優良技術を農民に伝えるための農業技術マニュアルが必要となる。現在、そのようなマニ

ュアルは対象地域には存在しないことから、それを作成し、普及システム改善の一助とする。マ

ニュアルの構想については、農業技術者と農民のための研修カリキュラムを計画している INIDA

などの研究センターの支援を受ける。 
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6.14.2 活動実績 

活動実績を下記の表に示す。 

表 6.14.1 活動実績：普及システム改善 

活動 期待される結果  
スケジュール 

責任者 投入 2009 2010 
j f m a m j j a s o n d j f m a m 

1-1 農業システム及び普及システム

を改善するために役立つマニュ
アルは、DGASP 農村普及技術
班及び普及職員が INIDA 研修

所の協力を得て作成する。 

普及システムが

改善される。 
 

 
 
 
 

      

 
         

 
 
 
 

 

INIDA、

DGASP、農業
地方事務所 

カ側：普及員 
JICA：実施費用、

外部専門家 

1-2 普及員は住民参加方法に関す

る研修を受講し、自治体が自力
で改善するために援助を提供す
る。 

自治体に対する

援助が改善され
る。 
 

    
 

        
 

   

農業地方事務

所 
カ側：普及員 
JICA：調査団、研

修費用、支援 

（1）農業技術マニュアルの作成 

農業技術マニュアルの作成は 2009 年 2 月に開始された。このマニュアルは、INIDA（農業開

発公社）の技術協力のもと、DGASP の ETER（農村普及技術班）のスタッフ及び農業地方事

務所の普及員により作成される。作成に当たり、農民が用いる農作業用ツールとしても、研

修の教材としても役立つものを目指す。また、普及員にとっては、普及員の現行活動の手引

書としても役立つ。このマニュアルの作成を通して、DGASP の農業普及技術班及び農業地方

事務所の普及員も多くのことを学んだ。 

マニュアルの作成には、INIDA 専門家の技術協力のもと、農業地方事務所の普及員（3 名）と

DGASP の ETER スタッフ（6 名）が参加した。 

参加者 

マニュアル作りにおいては、以下に重点を置く。 

マニュアルの内容 

1. 生産量を増大するための土壌肥沃度を改善する手段 

2. アグロフォレストリー 

3. 節水灌漑システム及び水管理における同システムの効率性 

4. 環境保全 

5. 畜産技術の改良 

2009 年 2 月 17 日、マニュアルに盛り込む項目について、農民の関心事を考慮に入れながら

INIDA と DGASP 職員の間で討議した。討議は Santa C ruz 地方を対象に 1994 年に作成された

旧普及マニュアルを参考にして行なわれた。討議の結果を踏まえ、INIDA の職員が、関係者

への説明に用いるマニュアルの草案を 2010 年 1 月までに作成することにした。 

経過 

旧農村開発水産省が作成した参考用の旧普及マニュアルは、同マニュアルの対象地域である

Santa Cruz 地方の特色である柑橘果物の生産に重点を置いたものである。同マニュアルは、São 

Domingos の普及員にとって参考資料として優れているが、São Domingos モデル集水域の全て

の特徴を反映している訳ではない。従って、本調査において作成するマニュアルは、São 

Domingos 集水域の農民のニーズ、ZAE 1～ZAE IV で行なわれる種々の活動を考慮に入れなが
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ら作成する。 

2009 年 6 月 2 日に 2 回目の会議が ETER 本部において開催された。会合には本調査のカウン

ターパートである Angela 氏、DGASP/ETER 関係者（4 名）、São D omingos 農業地方事務所の

普及員（3 名）、INIDA の職員、そしてローカルコンサルタントと JICA 調査団専門家が参加し

た。会合では、マニュアルに盛り込む内容の確認がなされた。 

また、ETER はテレビ番組を毎週月曜日（午後 7:30-8:00）、ラジオ番組を日曜日（午前 7:00-8:00）

に各々放送しており農村発の情報を全国に広めている。ETER を総括する Fonseca 氏はこうし

たプログラムを将来的にパイロットプロジェクトの活動広報のために利用することに合意し

た。その結果、本調査のパイロットプロジェクト実施期間に、活動状況をビデオに撮り、そ

れを編集したものを 2009 年の 11 月に放映し、本開発調査とパイロットプロジェクトを全国に

紹介した。 

2010 年 1 月 19 日に ETER 本部において、INIDA の職員によるマニュアルの草案を説明するた

めの会合が開かれた。いくつかのコメントが出され、討議が行なわれ、それを反映し、加筆

修正された最終版が完成した。 

（2）普及員研修 

普及員研修ではプロジェクトの形成、プロジェクト管理と運営、グループの運営、問題の特

定と解決に重点を置き、上述の農業技術マニュアルの作成と並行して実施した。また、本研

修では、参加型開発アプローチに用いるいくつかのツールを紹介した。 

参加型アプローチの知識を有する専門家 

講師 

研修の主な参加者は、日常活動で農民を支援するため農民と直接接触している農業地方事務

所の普及員及び DGASP の ETER スタッフとした。 

参加者 

第 1 回研修 
開催日：2009 年 6 月 8 日～12 日の 5 日間 

参加者

 

：農業地方事務所の普及員 5 名及びDGASPのETERスタッフ 3 名。 

研修内容は、「普及と参加型手法」、「参加型手法とコミュニケーション」、「参加型手法とグル

ープ管理」、「方法論と普及技法」、参加型農村評価、問題分析及びプロジェクトに関する説明

であった。同研修は 4 日間の屋内講義と 1 日のフィールドワークで構成され、フィールドで

は受講を終えた João Garrido と Milho BrancoのACBの参加者らによる住民参加型手法が実践

された。その結果、問題点として、水資源の不足により灌漑面積が少ないことが挙げられた。

また、最終日に実施した評価の結果、参加者は今回の研修に満足した。下表に 5 日間の研修

内容を示す。 
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表 6.14.2 第 1 回研修日程 

開催日 研修内容 
6 月 8 日 研修内容の概要の説明、参加型手法の概念の説明（ボトムアップ、トップダウン） 
6 月 9 日 参加型手法についての説明（参加型手法とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、参加型手法とｸﾞﾙｰﾌﾟ管理、

方法論と普及技術） 
6 月 10 日 問題の把握及び解析、計画の策定と実施方法 
6 月 11 日 フィールドワーク（João Garrido と Milho Branco） 
6 月 12 日 計画についての情報の整理方法及び解析方法、評価 

 

第 2 回研修 
開催日：2010 年 2 月 8 日～10 日の 3 日間 

参加者

 

：農業地方事務所の普及員 7 名及びDGASPのETERスタッフ 3 名。 

今回の研修では、参加者は集水域の総合的・持続的開発管理について勉強した。下表に 3 日

間の研修内容を示す。 

表 6.14.3 第 2 回研修日程 

開催日 研修内容 
2 月 8 日 集水域の概念、管理及び環境計画 

村落振興集水域の自然資源管理にかかわるﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの役割 
2 月 9 日 農産物加工及び流通についてのﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの経験の発表及び討論 

集水域における環境計画の課題についての討論 
2 月 10 日 集水域のおける持続的・総合的開発の管理におけるﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの役割 

 

全体での発表と討論の後、参加者は集水域の管理及び村落ファシリテーターの役割について、

グループで分析を行なった。また、現地におけるフォロー手段の欠如が、「カ」国の農村活性

システムの脆弱性を示している、との積極的な討論が行なわれた。 

セッションの参加者による評価は、この日の終わりに行なわれた。彼らは、集水域の管理に

関する能力を強化できたとし、研修に満足し、今後も同様の研修が行なわれることを要請し

た。 

 
6.14.3 評価 

（1）実績の検証 

‐普及員の業務に資する農業技術マニュアルが完成した。 

‐普及員研修が 2 度にわたって実施され、普及員の能力向上に役立った。 

（2）実施プロセスの検証 

‐農業技術マニュアルは農民を含めた全ての関係者の意見を取り入れて完成した。 

‐普及員研修実施の中で、農産物加工及び流通についてのパイロットプロジェクトの経験が実

施農民により発表され、普及員研修に役立った。 
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（3）評価 5 項目の視点による評価結果 

本計画の評価 5 項目の検討結果は以下のとおりである。 

‐農業普及は農業開発を推進していく上において、必要不可欠なものであるが、それを担う普

及員の知識は限られており、彼らの能力向上が必要となる。 

妥当性 

‐本パイロットプロジェクトは、上位計画である「PEDA」において高い優先順位が付けられ

ており、妥当性があると判断される。 

‐普及員研修開始前は、各パイロットプロジェクトへの普及員の参加態度は積極性を欠くもの

であった。しかし、研修を受けた後は積極的に意見を出すなど、研修の成果が行動となって

表れ、プロジェクトのより円滑な実施を支える原動力となってきている。 

有効性 

‐2 度目の研修時、最初の研修の結果から本研修が有効であると判断した農業地方事務所は、

参加職員数を倍増させ、農民への指導が強化できるように図った。 

‐カウンターパートは農場内外の研修を目的とし、普及員と農民組織に配布予定の農業技術マ

ニュアルを計画的に作成した。 

効率性 

‐本開発調査における普及員に対する研修は計画通りに完了した。これらの投入は普及員の能

力向上に寄与した。 

‐農業地方事務所は研修の参加職員数を倍増させ、彼らが習得した知識を広く普及させる意欲

を見せた。 

インパクト 

‐中央政府は本研修が有益であるとして、研修継続の意思を示している。 

自立発展性 

‐何人かの参加者は、土曜日であっても作業を行うなど、地域の農民との交流に非常に熱心で

あった。 

‐農業地方事務所は、研修により能力が強化された普及員をトレーナーとし、農民に対し研修

を行う意思を持っている。 

 

6.14.4 結論 

仮説 1：普及員が技術的知識を改善する。 

仮説の検証 

仮説 2：普及員が地域密着型開発及び普及手法に関する先端情報を取得する。 

仮説 1 について、終了時評価は、普及員研修の完了及び農業技術マニュアルの完成から半月

ほど経過した時期に実施した。そのため、普及員が技術的知識を改善するという仮説の検証

をする期間としては不十分であった。しかし、有効性の項に記述したように、研修を受けた

後の普及員は、パイロットプロジェクトの実施の中で、積極的に意見を出すなど、研修の成
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果が行動となって表れている。技術的知識の改善についての検証は、｢カ｣側による、今後の

モニタリング評価に期待するものである。 

仮説 2 についても、仮説 1 同様期間的に不十分であるため、十分に検証するのは無理であっ

た。しかし、研修の中で参加型手法など、地域密着型開発手法及び普及手法に関する先端情

報についての知見は得られたものと思われる。 

普及システム改善については、十分な検証はできていないが、研修の成果が他のパイロット

プロジェクト実施中で行動となって表れるなどの効果は見られる。また、土曜日であっても

作業を行うなど、参加者の何人かは地域の農民との交流に非常に熱心であり、今後の農民へ

の普及に期待が持てる。 

結論 

本計画については、上位計画でも促進しており、農民のニーズにも合致している。｢カ｣国に

おいては普及体制による農業支援サービスが十分に行なわれているとは言い難い中、本計画

をアクションプログラムとして優先度の高いものと位置付ける。なお、システムの改善に資

する農業技術マニュアルは、本計画の中で作成し終わっている。従って、優先アクションプ

ログラムとしては、マニュアルを活用した普及員の能力向上に力点を置いて行くこととし、

普及システム改善計画に換えて普及員能力向上計画とする。 

 

6.14.5 教訓及びアクションプランへの反映 

表 6.14.4 教訓及びアクションプランへの反映：普及システム改善 

パイロットプロジェクトの実施から得た教訓 アクションプランへの反映 
• 研修、農産物加工、流通および農民間普及と

いった本プロジェクト内の諸活動の間にあ

る正の相互作用が成果に影響する。 
• パイロットプロジェクトの実施により高ま

った農業開発促進への意欲を大切にし、それ

を継続する方策として、資金・人材などの手

当てを考える必要がある。 

⇒ 良好な相乗効果を生み出すために、プロジ

ェクト間における経験の共有化を促進す

る。 
⇒ 農業地方事務所が、資金・人材の手当てを

重視するような方策を記述する。 

 

6.15 パイロットプロジェクトの他集水域への普及 
本調査で策定されるアクションプランは、モデル集水域である São Domingos 集水域に特化した

ものではなく、サンチャゴ島の他集水域への展開が可能なものである。アクションプランを他集

水域に展開していくためには、アクションプランのパイロットプロジェクトとして実施され、有

効性が確認された事業について、その成果、経験、教訓などについて、他集水域の住民に普及し

ていく必要がある。 

「カ」国において農村普及を担当している DGASP の ETER（農村普及技術班）は、農業・漁

業の情報番組を作成し、全国に普及するためテレビ及びラジオで放送している。この情報番組を

利用し、本調査についても、その計画内容及びパイロットプロジェクトの内容、実施状況、成果

などを、「カ」国全土の農民に伝えることにした。 

また、実施したパイロットプロジェクトの内容及び有効性について、サンチャゴ島の他の集水

域の農民に普及するため、普及セミナーを開催した。 
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本調査の計画内容及びパイロットプロジェクトの内容、実施状況、成果などからなる情報番

組を作成するための準備を、2009 年 8 月に始めた。開発計画及びパイロットプロジェクトの

内容について ETER の担当者に資料を渡し説明するとともに、ETER のカメラマンが、工事中

のパイロットプロジェクトの施工状況のビデオの撮影を進めた。11 月に入り、編集作業を経

て、番組が完成した。11 月 30 日（月）の 19:40～20:00 までの枠で放送され、12 月 7 日（月）

の同時刻に再放送された。 

テレビ番組による普及 

テレビ番組による普及については、情報提供者からの一方通行で、視聴者の反応を確かめる

ことが難しい。今回最終評価実施時に、パイロットプロジェクト参加農民に聴いたところ、

約 40％の農民が視聴したとのことであった。視聴していなかった農民の多くは、電気のきて

ない地域の農民かテレビを持たない農民であった。視聴した農民の番組を見ての反応は、こ

のようなプロジェクトを日本の援助で実施していることを知り、興味を持つと同時に、是非

自分たちの地域でも実現できればとの思いを、強くしたとのことであった。 

パイロットプロジェクトの最終評価が終了した 2010 年 2 月に、他集水域の住民を招き、普及

セミナーを以下のように実施した。 

普及セミナー 

日：2 月 19 日 

参加者：農民 31 名 

 7 他集水域（Ganxemba、Boa Entrada、Charco、Cumba、Pico Leão 及び Sõ João Baptista） 

 São Domingos 集水域の 11ACB（Baía、Prai Baixo、Achada Baleia、Praia Formosa、Portal、

Achada Lama、Milho Branco、Lagoa、João Garrido、Água de Gato 及び Rui Vaz） 

    農業地方事務所の普及員 3 名、DGASP 職員 1 名、INIDA の研究員 1 名 

場所：São Domingos 農業地方事務所 

目的：本調査により実施されたパイロットプロジェクトから得られた成果、経験、教訓などを、

他集水域の農民に普及する 

経過：ファシリテーターにより、本開発計画及び実施された 11 のパイロットプロジェクトについ

て、その概要の説明が行なわれた。それに引き続き、実施したパイロットプロジェクトの

中から 3 つを選び、実施に従事した ACB の組合長に、プロジェクトの内容、実施により得

られた成果、経験、教訓などを発表してもらった。発表したプロジェクトは、Água de Gato

のウォーターハーベスティング、Milho Branco の小規模水源開発及び Achada Baleia の節水

灌漑／水管理の各プロジェクトであった。 

 発表の内容について、活発な質疑応答が行なわれた。特に節水灌漑で導入しているピッチ

ャー灌漑に興味を示す参加者が多かった。INIDA の研究員は、点滴灌漑に必要な施設と違

い、ピッチャー灌漑に必要な材料は、「カ」国で調達できることから、今後試験を継続して

良い結果が得られるのであれば、この方法を「カ」国において振興すべきだとの意見を述

べた。また、小規模灌漑では、水源の水が通年得られるのかどうかの質問が出され、涸れ

ることが無いとの回答を得た。 
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 セミナーの最後に行なわれたアンケート調査によれば、他集水域から参加した農民は本パ

イロットプロジェクトに大きな興味を持ち、次の機会には是非、彼らも参加できるように

して欲しいとの要望が強かった。また、本計画の概要を知ることができ、今回のセミナー

は非常に有用であったとのことであった。 

 今回のセミナーの実施では、プロジェクトを実施した ACB の組合長に発表してもらうにあ

たり、外部専門家の支援を得、事前に彼らに準備をしてもらった。その成果が表れ、発表

は適切に行われ、農民自身による発表ということで、聴衆もあまり緊張することなく、自

由な討論ができた。このような方法による実施プロジェクトの普及セミナーの有効性を認

めることができた。 
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第 7 章 アクションプラン 

 

7.1 最終アクションプランの策定 
サンチャゴ島の数ある集水域の中から選んだ São D omingos 集水域について、サンチャゴ島の

集水域のモデルとしてのドラフトアクションプランを策定した。最終アクションプランを策定す

るに当たり、ドラフトアクションプランで提案されているアクションプログラムの中から、いく

つかの小規模な事業をパイロットプロジェクトとして実施し、それらの技術的有効性を含む実現

の可能性を確認し、集水域の具体的な開発方法を検証した。パイロットプロジェクトの実施を通

して得られた成果を反映し、最終アクションプランを策定する。 

最終アクションプランの中で提案するアクションプログラムは、各パイロットプロジェクトの

評価の中でアクションプログラムとしての優先度を考察していることから、それに従い優先度を

高く位置づけたものを選定する。 

 

7.2 優先アクションプログラム 
パイロットプロジェクトの成果を反映して、優先アクションプログラムを以下のように選定し

た。これらにより最終アクションプランを策定する。 

土壌・水保全計画：パイロットプロジェクト「土壌・水保全」を実施した結果、技術的な効

果は実証され、優先度の高いものと位置付けられた。ただし、実施主体であるACBが、主

体的な活動の経験が少ないという特殊性を考慮し、並行して実施を予定しているグループ

リーダー育成計画により、リーダーの啓発を図っていく。 

アグロフォレストリー計画：パイロットプロジェクト「森林保全型草地造成」を実施した結

果、技術的な効果は実証され、優先度の高いものと位置付けられた。ただし、今回のよう

にACBメンバーだけを対象に活動を続けても、非ACBメンバーからの協力が得られないな

どの問題があり、彼らを取り込んでいく仕組みを構築する必要がある。また、土壌・水保

全計画と同様に、並行して実施を予定しているグループリーダー育成計画により、リーダ

ーの啓発を図っていく。 

ウォータースプレッディング計画：パイロットプロジェクト「塩害農地のリーチング」を実

施した結果、ウォータースプレッディングの技術を利用したリーチングによる塩害農地の

脱塩についての技術的な効果は実証され、優先度の高いものと位置付けられた。ウォータ

ースプレッディングは、小規模水源開発計画の中で提案された技術であるが、洪水時の河

川の流水を一部捕捉できることが、本計画で確認されている。ウォータースプレッディン

グの効果として、河川の周辺に広がる土地を潤し、洪水時の流水がもたらす土壌の肥沃化

の可能性についても検証できている。従って、優先アクションプログラムとしては、塩害

対策計画に換えてウォータースプレッディング計画とし、ZAE I では脱塩のためのリーチ

ングに応用するとともに、農地を潤す効果及び土壌の肥沃化を目指す。ZAE IIでは、農地

を潤す効果及び土壌の肥沃化のみを目指す計画とする。 
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節水灌漑振興計画：パイロットプロジェクト「節水灌漑・水管理」を実施した結果、技術的

な効果は実証され、優先度の高いものと位置付けられた。ただし、本パイロットプロジェ

クトではドラフトアクションプログラムの節水灌漑導入計画及び節水灌漑研修計画の両

方について実施している。従って、優先アクションプログラムとしては、節水灌漑導入計

画及び節水灌漑研修計画を一つにまとめ、節水灌漑振興計画とし、節水灌漑導入、節水灌

漑試験圃場及び節水灌漑研修からなる計画とする。 

牧畜管理計画：パイロットプロジェクト「ウォーターハーベスティング」を実施した結果、

技術的な効果は不十分であり、優先度の高いものとは位置付けられなかった。ただし、本

パイロットプロジェクトの中で実施した牧草の栽培については、その実現性が検証できた

ことから、柵囲いによる牧草の栽培及び放牧による家畜の牧草栽培地への侵入を防止する

ことを目的とし、牧畜管理計画とし、優先度の高いアクションプログラムとして位置付け

た。これは、ドラフトアクションプログラムの適正放牧管理計画の一部を実現するプログ

ラムとして、最終アクションプランに採り入れる。 

流通経路合理化計画：パイロットプロジェクト「流通経路合理化」を実施した結果、技術的

な効果の一部は実証され、実証されなかった部分についても達成できる方策も確認できて

いることから、優先度の高いものと位置付けられた。加えて、本プロジェクトの実施によ

り、協業による活動の可能性が認められている。ただし、新しい試みであるだけに行政か

らの技術的な支援が重要となることから、並行して実施を予定している普及員能力向上計

画により、本計画実施に必要な内容についても普及員の知見を充実するよう図る。 

グループリーダー育成計画：パイロットプロジェクト「グループリーダー育成」を実施した

結果、リーダーとして自覚する効果が認められた。本プロジェクトの必要性も大きいこと

から、優先度の高いものと位置付けられた。 

農民間普及計画：パイロットプロジェクト「農民間普及」を実施した結果、農民同士で刺激

しあう効果が認められた。本プロジェクトの必要性も大きいことから、優先度の高いもの

と位置付けられた。 

普及員能力向上計画

なお、今回優先アクションプログラムとしては提案できなかったプログラムを下記に示す。 

：パイロットプロジェクト「普及システム改善」を実施した結果、その

効果が認められ、本プロジェクトの必要性も大きいことから、優先度の高いものと位置付

けられた。なお、システムの改善に資する農業技術マニュアルは、本計画の中で作成し終

わっている。従って、優先アクションプログラムとしては、マニュアルを活用した普及員

の能力向上に力点を置いて行くこととし、普及システム改善計画に換えて普及員能力向上

計画とする。 

小規模水源開発計画：パイロットプロジェクトの中で、本計画にかかわる「小規模水源開発」

及び「ウォーターハーベスティング」を実施した。その結果、両パイロットプロジェクト

共に、現時点でアクションプランに提案するプログラムとしては、その優先度が高いとは

言えないとの結論に至った。ただし、「カ」国による本パイロットプロジェクトへの支援
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の継続により、成果が出現する可能性があることから、成果の出現が確認できた段階で、

今後のアクションプランに入れて行くこととする。 

農産物加工計画：パイロットプロジェクト「農産物加工」を実施した結果、現時点でアクシ

ョンプランに提案するプログラムとしては、その優先度が高いとは言えないとの結論に至

った。なお、「カ」国では農産物の最盛期には無駄が多くみられることから、農産物加工

の振興は重要であると位置付けている。現在、「カ」国側にこの分野の経験及び専門家が

少ないことから、日本などの国際機関にこの分野の振興に資するための支援を求めていく

考えである。「カ」国政府による本計画の実施が可能になった段階で、アクションプラン

に入れていくこととする。 

コミュニティーの能力向上及び意識醸成計画

次ページの図に、ドラフトアクションプログラムからパイロットプロジェクトを経て、優先ア

クションプログラムまでの流れを示す。 

：今回策定するアクションプランの構成要素と

なるアクションプログラムの実施については、コミュニティーを対象とするというより、

農民組織を対象とするものである。従って、現段階では、コミュニティーに対する働きか

けよりも、農民組織及び農民に対する働きかけに優先度を置くこととする。また、本計画

についてはパイロットプロジェクトとして選択・実施されることもなく、特に検証がなさ

れてはいない。従って、今回策定するアクションプランには用いないこととする。「カ」

国政府により、本計画の優先度が要求されるアクションプランが策定される段階で、本計

画については考慮していくこととする。 
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ドラフトアクションプログラム パイロットプロジェクト 優先アクションプログラム
優先度の低い

アクションプログラム

集水域総合農村開発

 自然資源の持続的な利用

土壌・水保全計画

小規模水源開発計画

ｳｫｰﾀｰｽﾌﾟﾚｯﾃﾞｨﾝｸﾞ計画

アグロフォレストリー計画

節水灌漑振興計画

牧畜管理計画

 農業生産物の貯蔵及び加工

農産物加工計画

流通経路合理化計画

農業支援サービス

 農民組織及びコミュニティー

グループリーダー育成計画

ｺﾐｭﾆﾃｨｰの能力向上
及び意識醸成計画

 普及システム

農民間普及計画

普及員能力向上計画  13. 普及ｼｽﾃﾑ改善計画

  10. ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ育成計画

  11. ｺﾐｭﾆﾃｨｰの能力向上

　     及び意識醸成計画

  12. 農民間普及計画

  6. 適正放牧管理計画

  7. 節水灌漑研修計画

  8. 農産物加工計画

  9. 流通経路合理化計画

  1. 土壌・水保全計画

  2. 小規模水源開発計画

  3. 塩害対策計画

  4. ｱｸﾞﾛﾌｫﾚｽﾄﾘｰ計画

  5. 節水灌漑導入計画

土壌・水保全

小規模水源開発

塩害農地のリーチング

農産物加工

流通経路合理化

グループリーダー育成

農民間普及

普及システム改善

森林保全型草地造成

ｳｫｰﾀｰﾊｰﾍﾞｽﾃｨﾝｸﾞ

節水灌漑／水管理

 

図 7.2.1 優先アクションプログラムまでの流れ 

 

7.3 アクションプラン 
上記のように、ドラフトアクションプログラムの優先順位を決め、検討を加え、13 項目あった

アクションプログラムを、9 項目の優先アクションプログラムにまとめた。これらのプログラム

は、パイロットプロジェクトの実施を通して、その有効性が認められたものであり、他集水域に

も適用可能なものである。 

 

7.3.1 モデル 1：集水域を単位とした、他集水域にも適用可能な自然資源利用（特に水管理） 

モデル 
本モデルについては、本調査対象地域において農業開発を行なう上で最大の問題である、降雨

が少ないための農業用水不足及び狭くて急峻な地形による農業用地の不足に代表される、限られ

た自然資源の持続的な利用に焦点を当てた計画とする。計画は、上記の優先アクションプログラ

ムの中から流通経路合理化計画を除いた、以下に述べる 7 つのアクションプログラムからなる。

実施規模については、各集水域単位とする。 

 

（1）土壌・水保全計画（ZAE III、IV） 

土壌・水保全工は「カ」国において今までも種々行われてきているが、保全工を利用した
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果樹栽培はほとんどなされていない。保全工に併せ、果樹栽培を行うことにより、地域住民

の本計画に対するモチベーションが上がり、自然資源の総合的な管理の重要性を意識するよ

うになる。また、本計画は国策である国土の保全、生態系の維持の観点から、国家プロジェ

クトとして実施する必要がある。従って、事業費については、「カ」国政府の予算とするが、

灌水については、果樹の植樹費用及び灌水については、彼らの事業に対するオーナーシップ

を養うため、農民負担とする。 

本計画は、保全工を利用した果樹栽培を ZAE III 及び IV において実施する。保全工として

は、パイロットプロジェクトで実施した石積み工及び三日月形盛土工とする。栽培する果樹

については、パイロットプロジェクトで採用し、適正であると判断されたパパイア及びアゼ

リーアとする。 

施設規模は、実施する ACB の施工能力を考慮し、パイロットプロジェクトの経験から、各

ZAE において 2.7 ha とする。雨季後の果樹が根付くまでの乾季における灌水は、上述のよう

に ACB の負担で行う計画とする。また、果樹と一緒に豆類を栽培するに当たり、果樹が若い

時は、豆の蔓がに絡まらないように注意する必要がある。 
 

（2）アグロフォレストリー計画（ZAE IV） 

涵養林として大事な役割を果たしている集水域上流部の保護林の管理は、周辺コミュニテ

ィーの責務とされている。しかし、飼料作物として有効でないマメ科の樹種を主とする雑草

及び雑木が樹木の下層を覆っており、手入れが全く行なわれていない。食用作物及び果樹の

栽培並びに薪炭材のための伐採が禁じられている保護林では、住民にとってそれを管理して

いくモチベーションがない。 

アグロフォレストリー計画は、保護林の下草であり、その荒廃の原因になっている雑草及

び雑木を駆除し、複数の一年生牧草の種子を播くことにより、保護林の保全と飼料作物の生

産の両立を図る計画である。食用作物などの栽培が許されない保護林において、飼料作物の

生産が可能になることから、住民のモチベーションが上がり、保護林の管理も可能となる。

事業費については、保護林の管理という側面から、「カ」国政府の予算とするが、牧草の種子

については農民負担とする。 

本計画は、ZAE I V で実施することとする。対象面積は、実施する ACB の施工能力を考慮

し、パイロットプロジェクトの経験から 2.7 ha とする。また、パイロットプロジェクトでは、

成長した牧草が収穫前に盗伐されてしまい、ACB の収入増加にならなかった。盗伐を防ぐた

め、保護林の保護官との連携を密にする必要があり、事業の開始に当たっては、関係者を集

めたワークショップをする必要がある。盗伐は ACB に属さない住民によるものであることか

ら、彼らも事業実施に取り込んでいくこととする。 

 

（3）ウォータースプレッディング計画（ZAE I、II） 

下流域の ZAE I 及び II においては、雨季においても降雨量が少ない。降雨量の多い上流部

で降った貴重な水資源である降雨は、河川に流れ込んだ後、雨の殆ど降らない下流域を素通

りし、そのまま海に流出してしまう。下流域の農業用水の不足を補うため、その殆どが海に

無効放流してしまう洪水時の河川の流水を一部捕捉し、河川の周辺に広がる土地に流し込み、

土地を潤す計画とする。洪水による河川水の流入により、土地の肥沃化も期待できる。また、
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ZAE I においては、洪水時の河川水を塩害耕地に導き、リーチングによる脱塩も図る。 

パイロットプロジェクトでは、洪水時の流水を捕捉するための施設として新規の取水堰を

建設した。しかし、これでは建設費用が大きくなることから、本計画では、既存の堰を改修

して河川水を捕捉できるようにし、利用する。これにより、事業費用を大幅に削減すること

ができる。改修施設としては、洪水を捕捉するための取水工及び対象耕地までの導水路であ

る。洪水時の水であるため、搬送ロスを気にすることが無いことから、導水路は土水路とす

る。施設の建設費については、「カ」国政府の予算とするが、牧草の種子については、農民負

担とする。 

パイロットプロジェクトの経験から、対象面積を ZAE 毎に最大で 1.0 ha とする。1 回の湛

水深を 100 mm とした時、必要水量は 1,000 m3 となる。洪水継続時間が平均で 2.0 h であると

すると、土水路の計画最大流速を 0.6 m/s とした時、必要水路断面は、フリーボードを考慮す

ると、0.27 m2 となる。 

 

（4）節水灌漑振興計画（ZAE I、II、III） 

前述のように、サンチャゴ島では降雨が少ないため農業用水が不足している。灌漑農業を

行なうにしても水源が少ないため、その振興に歯止めがかかっている。他方、灌漑方法につ

いては、小規模な水盤灌漑、小規模な畦間灌漑などの地表灌漑（伝統的灌漑）が主流で、灌

漑効率が非常に悪く、灌漑水源の有効利用ができていない。このような状況の中、「カ」国政

府は、灌漑効率の良い点滴灌漑などの節水灌漑の導入の促進を政策としている。 

「カ」国においては、伝統的灌漑による ha 当たりの灌漑水量を 55 m 3/日（5.5 m m/日）、点

滴灌漑による ha 当たりの灌漑水量を 35 m3/日（3.5 mm/日）としている。伝統的灌漑から点滴

灌漑に移行することで、同量の水量により、単純計算で 1.57 倍の面積を灌漑できるようにな

る。São D omingos 集水域を例にとると、灌漑面積は 100 ha あり、そのうち点滴灌漑は 15 ha

で導入されている。現在伝統的灌漑を実施している農地 75 ha を、全て点滴灌漑に換えること

により、約 40 ha の農地を新たに灌漑できるようになる。パイロットプロジェクトでは、マル

チングを導入することにより、より節水効果の出ることも検証できている。 

このように、節水灌漑を導入することで、水源が限られていても、灌漑面積の大幅な増加

が可能となる。従って、ある程度の規模の費用を必要とする新規水源の開発をすることなく、

水源を生み出せることから、「カ」国における灌漑水源の不足を補う方策として、節水灌漑は

非常に有望なものである。 

なお、パイロットプロジェクトの中で、点滴灌漑については節水効果だけではなく、費用

の面でも節約できることが確認された。他方、ピッチャー灌漑については、点滴灌漑とほぼ

同様な水準の節水効果が認められたが、伝統的灌漑に比べても費用が割高になることが明ら

かになった。従って、本計画においては、節水灌漑として導入するのは点滴灌漑とした。ピ

ッチャー灌漑については、機材が現地産であり、その方法の簡便性などの利点があることか

ら、費用の削減方法などを含めて今後の試験継続の中で検証し、将来の導入の可能性を探る

こととする。 

ただし、「カ」国においては節水灌漑の導入は歴史が浅く、節水灌漑に関する基礎データが

揃っていない。従って、節水灌漑に関するデータを集めるための節水灌漑試験が求められる。

パイロットプロジェクトの中で、節水灌漑試験圃場を作り、節水灌漑試験に着手した。ただ
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し、一回の栽培についてしか節水灌漑試験を実施できていないことから、信頼できるデータ

を得、「カ」国における節水灌漑の基本を確立するために、節水灌漑試験の継続が求められる。

また、節水灌漑の導入及び試験圃場の運営・管理を担う普及員を育て、農民に節水灌漑の知

識を習得してもらうための研修の実施が不可欠となる。 

本計画では、ZAE III において現在実施している、湧水を利用した伝統的灌漑を点滴灌漑に

置き換え、その結果得られる余剰の灌漑水を、灌漑水の不足により天水農業を余儀なくして

いる下流の地域に送水し、点滴灌漑を行なうこととする。伝統的灌漑から点滴灌漑に換える

対象面積を 2 ha とすると、その余剰水は 40 m3/日となる。この余剰水を 1 km 下流の農地に送

水することとし、そのためφ63 のパイプを敷設する。点滴灌漑敷設面積は上流部で 2 ha であ

り、下流部で約 1 ha となる。施設としては、点滴灌漑機器及びパイプラインの他に、上流部

の集水枡、下流部の調整枡などが必要になる。また、ZAE I 及び II においては、点滴灌漑を各

ZAE において 2 ha 導入することにより、灌漑面積を広げていく計画とする。灌漑施設の導入

経費につては、国家的な水の有効利用及び灌漑耕地の拡大という観点から、「カ」国の予算と

する。 

節水灌漑試験圃場については、パイロットプロジェクトで作り、試験を開始した Achada 

Baleia のもので当分は継続実施することとする。ピッチャー灌漑の可能性についても引き続き

試験を継続する。本試験場での結果が或る程度出た段階で、サンチャゴ島の他の集水域での

試験圃場の必要性を検討し、必要であれば、新たに作り、他集水域での節水灌漑試験を進め

ていく。従って、本アクションプランでは、新たな試験圃場は考慮せず、Achada B aleia の試

験圃場の継続実施に留める。 

節水灌漑研修については、パイロットプロジェクトの経験から、アクションプランの期間

に各集水域で 2 度（1 回目：普及員対象 2 日、普及員及び農民対象 3 日の計 5 日間、2 回目：

普及員対象 1 日、普及員及び農民対象 2 日の計 3 日間）行なうこととする。また、継続実施

をする試験圃場の運営を担当する普及員については、節水灌漑試験を実施て行く知識が十分

でないことから、彼らに対する研修を実施し、試験圃場の運営体制を強化する。 

 

（5）グループリーダー育成計画（ZAE I、II、III、IV） 

グループリーダーの資質は、グループ活動の成否に極めて重要である。本アクションプラ

ンで計画するプログラムは殆どが農民組織として実施するものであることから、グループリ

ーダーの育成を本計画で行なう。本計画については、パイロットプロジェクトの中で実施し、

研修参加者は非常に有益であったとの感想を抱いており、カウンターパートも本計画の有効

性を評価し、継続していく意向を示している。特に、「カ」国では初めての試みであったグル

ープリーダー会議の効果は大きく、リーダー間の情報及び意見の交換が行なわれ、リーダー

たちのグループ活動の活性化への意欲が培われた。 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

集水域全体として行なう。研修内容は、1）グループ活動にかかわる一般事項（規約の必要性、

リーダーの選出、良いグループの資質、リーダーの職務など）、2）会計及び物品管理（会計

の定義、会計書類の役割、現金出納帳、伝票類、物品管理簿、報告書など）3）集会の必要性

及びその議事録、4）グループ活動としての事業（事業の形成、実施）などとする。リーダー

研修は、パイロットプロジェクトの経験から、アクションプランの期間に各集水域で 2 度（1
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回目： 4 日間、2 回目：2 日間）行なうこととする。グループリーダー会議については、4 ヶ

月毎に開催する。 

また、本計画の中で、各集水域での本アクションプランの活動内容を、実際に実施に携わ

ったグループリーダーの発表により、他集水域へ広報・普及するためのセミナーを開催する。

参加する他集水域の選択に当たっては、全体行程計画を考慮し、次回実施予定の集水域を中

心に検討する。 

 

（6）農民間普及計画（ZAE I、II、III、IV） 

農民の農村開発への参加を促すためには、彼らの参加へのモチベーションを上げることが

必要である。そのためには、農村開発を実施した結果、どのような利益が彼らにもたらされ

るのかを理解することが大事である。その方法の一つとして、農村開発に参加予定の農民を

農業先進地域に招き、先進の農業技術を紹介する本計画が挙げられる。本計画では、農業先

進地域において、当該地域の農民と知識・経験・意見などを交換し、先進的な農業の導入に

よる生産性の向上が可能であることを理解する。その結果、先進地域を訪問した農民は、よ

り先進的な農業を目指し、生産性の向上に対する意欲を持つようになり、彼らの農村開発へ

の参加に対するモチベーションが上がることが期待できる。 

本計画については、パイロットプロジェクトの中で実施し、上記効果が認められると共に、

訪問の中で得られた経験と知識について、プロジェクト参加者が、参加しなかった ACB メン

バーに説明を行ない、普及するなどの効果も出ている。本計画における訪問の実施は、パイ

ロットプロジェクトの経験から、アクションプランの期間に各集水域の各ゾーンを対象に、

ツアーを 1 度、報告会を 1 度（4 つのゾーン： 4 日間＋4 日間）行なうこととする。 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

集水域全体として行なう。 

 

（7）普及員能力向上計画（ZAE I、II、III、IV） 

本アクションプランを実施し、成功に導くためには、普及員の能力によるところが大きい。

普及システムの改善を目的とした農業技術マニュアルの作成は、パイロットプロジェクトの

中で行なった。作成したマニュアルは、1）土壌、2）節水灌漑／水管理、3）畜産、4）アグ

ロフォレストリー、5）環境保全、6）コミュニティー組織と農村開発、の内容からなってい

る。 

本計画では、作成されたマニュアルを活用して、普及員研修を行ない、本アクションプラ

ンの実施を円滑に行ない、成功に導く計画である。本アクションプランの殆どが、農民組織

として実施するものであることから、研修の内容は参加型手法の習得に力点を置く。また、

集水域の管理、環境についても研修を行なう。加えて、アクションプラン実施の初期には、

彼らに本アクションプランの内容を理解してもらい、円滑な実施を実現してもらうための講

義も行なう。普及員研修は、パイロットプロジェクトの経験から、アクションプランの期間

に各集水域で 2 度（1 回目： 5 日間、2 回目：3 日間）行なうこととする。 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

集水域全体として行なう。 
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このように、モデル 1 については、これら 7 つの計画により、集水域を単位とし、特に水管理

を主体とした自然資源の利用計画とした。（自然資源の利用の概念については、口絵の「アクショ

ンプラン概念図 集水域単位の自然資源利用モデル」にまとめた。） 

集水域の上流部において、土壌・水保全計画を実施し、国土の保全、生態の維持を実現する。

本計画により、降雨による急斜面の土壌流亡を防ぐとともに、耕地面積を拡大し、地下水の涵養

にも資する。また、最上流部に位置する保護林において、アグロフォレストリー計画を実施し、

涵養林としての森林を保全し、国土の荒廃を防ぐ計画とする。これらの効果により、直下流部に

おける湧水量の増加が期待できる。 

湧水のある地域では、節水灌漑の振興策として、点滴灌漑を導入し、その余剰水を下流部に搬

送し、点滴灌漑面積を増加させるものとする。地下水による灌漑を行なっている下流部の地域に

おいては、点滴灌漑を導入し、灌漑面積の増加を図る。また、節水灌漑の導入については、Achada 

Bleia の節水灌漑試験圃において継続実施する試験の結果を利用し、より適切な導入方法を探って

いく。 

下流部の降雨の少ない地域においては、ウォータースプレッディング計画により、上流部の降

雨により生じた洪水による河川の流水の一部を捕捉し、周辺の土地に導き、飼料作物を栽培する。

最下流部においては、捕捉した水を利用し、塩害農地の脱塩を行ない、農地の回復を図る。 

これらのアクションプログラムを実施するに当たり、政府による農業支援プログラムを実施す

る必要がある。実施組織となる ACB のリーダーの育成及び実施を支援する普及員の能力向上が必

要不可欠であることから、グループリーダー育成計画及び普及員能力向上計画により支援し、円

滑なアクションプランの進捗を図る。また、実施主体である農民に、アクションプラン参加への

モチベーションを持ってもらうため、農民間普及計画を実施する。なお、節水灌漑については担

当普及員及び点滴灌漑導入農民に対して、節水灌漑研修を実施し、円滑な導入を図る。 

 

7.3.2 モデル 2：各農業生態ゾーン（ZAE）における、他の集水域の各ゾーンにも適用可能な 

総合農村開発モデル 

本モデルについては、農民の生計向上に資する、各農業生態ゾーン（ZAE）における総合農村

開発計画とする。 

 

ZAE I における総合農村開発計画は、下記の 6 つの優先アクションプログラムからなる。 

ZAE I 

 

（1）ウォータースプレッディング計画 

ZAE I においては、洪水時の河川水を塩害耕地に導き、リーチングによる脱塩を図る計画と

する。詳細については、モデル 1 の中で述べたとおりである。 

 

（2）節水灌漑振興計画 

ZAE I においては、点滴灌漑を導入することにより、灌漑面積を広げていく計画とする。導

入に当たっては、Achada B aleia での節水試験の結果を利用していく。点滴灌漑導入農家に対

して、節水灌漑研修を実施する。詳細については、モデル 1 の中で述べたとおりである。 
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（3）流通経路合理化計画 

協働による農産物の販売が今まで行なわれたことがない「カ」国において、共同集出荷に

よるトマトの販売を、パイロットプロジェクトの中で実施した。その結果、販売コストの減

少が検証できたことから、農民グループの本計画に対するモチベーションが上がった。 

パイロットプロジェクトでは、参加者を共同集出荷及び個別出荷のグループに分け、その

結果を比較し、検証した。本計画においては、共同集出荷による方が販売コストを削減でき

ることが確認できていることから、共同集出荷のみを実施して行くこととする。 

実施に当たり、参加グループへの本計画に対する啓発活動を行なうためのワークショップ

を開催する。パイロットプロジェクトに参加し、本計画の実施方法及びその有効性を経験し

ているカウンターパートをファシリテーターとし、ワークショップを行なう。ワークショッ

プにおいては、パイロットプロジェクトの中で実際に事業を経験している農民により、経験

を基にした、実施の経過及び有効性の説明を行なう。実施は、ZAE I において 1 年に一つの

ACB を対象に行なう。 

 

（4）グループリーダー育成計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE I だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたとお

りである。 

 

（5）農民間普及計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE I だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたとお

りである。 

 

（6）普及員能力向上計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE I だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたとお

りである。 

 

ZAE I においては、ウォータースプレッディング計画により、上流部の降雨により生じた洪水

による河川の流水の一部を捕捉した水を利用し、塩害農地の脱塩を行ない、農地の回復を図る。

点滴灌漑を導入することにより、灌漑面積の増加を図る。これらの計画の実施により、農産物の

増産が期待できる。収穫された農産物については、流通経路合理化計画の実施により、出荷費用

を抑えることで、農家支出を減らすことができる。将来は、大量出荷によるバーゲニングパワー

による庭先価格を上げることも期待できる。 

このように、農産物の増産及び経費の抑制により、農家経済が潤い、生計向上の実現に資する

計画とした。また、政府による農業支援計画として、グループリーダー育成計画、農民間普及計

画、普及員能力向上計画及び節水灌漑研修を行ない、円滑な実施を図ることとした。 
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ZAE II における総合農村開発計画は、下記の 7 つの優先アクションプログラムからなる。 

ZAE II 

 

（1）ウォータースプレッディング計画 

ZAE I I においては、洪水時の河川水を河川の周辺に広がる土地に流し込み、土地を潤す計

画とする。詳細については、モデル 1 の中で述べたとおりである。 

 

（2）節水灌漑振興計画 

ZAE II においては、点滴灌漑を導入することにより、灌漑面積を広げていく計画とする。

導入に当たっては、Achada B aleia での節水試験の結果を利用していく。点滴灌漑導入農家に

対して、節水灌漑研修を実施する。詳細については、モデル 1 の中で述べたとおりである。 

 

（3）牧畜管理計画 

サンチャゴ島では、過小で不規則な降雨により、家畜のえさとなる草も十分ではない。、加

えて、経済性を無視した家畜の過剰飼育、家畜の放し飼いによる農作物・森林への被害など

により放牧地が荒廃しており、慢性的に牧草が不足している。 

パイロットプロジェクトの「ウォーターハーベスティング」の中で ZAE II において実施し

た牧草の栽培の結果、柵囲いによる牧草の栽培及び放牧による家畜の牧草栽培地への侵入の

防止について、その実現性が検証できた。本計画については、各ゾーンの自然条件を考慮し

た結果、ZAE I では降雨が少なすぎること、ZAE III 及び IV では地形が急峻すぎ、このように

広範囲な牧草地を確保することは不可能であることから、ZAE II で実施することとした。 

パイロットプロジェクトの経験から、対象面積を 3.0 ha とする。 

 

（4）流通経路合理化計画 

ZAE II において、1 年に一つの ACB を対象に本計画を実施する。詳細については、ZAE I

の項で述べたとおりである。 
 

（5）グループリーダー育成計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE II だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 

 

（6）農民間普及計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE I I だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 

 

（7）普及員能力向上計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE I I だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと
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おりである。 

 

ZAE II においては、ウォータースプレッディング計画により、上流部の降雨により生じた洪水

による河川の流水の一部を捕捉し、周辺の土地に導き、飼料作物を栽培する。点滴灌漑を導入す

ることにより、灌漑面積の増加を図る。牧畜管理計画による牧草の増産により、畜産の振興を図

る。これらの計画の実施により、農産物の増産が期待できる。収穫された農産物については、流

通経路合理化計画の実施により、出荷費用を抑えることで、農家支出を減らすことができる。将

来は、大量出荷によるバーゲニングパワーによる庭先価格を上げることも期待できる。 

このように、農産物の増産及び経費の抑制により、農家経済が潤い、生計向上の実現に資する

計画とした。また、政府による農業支援計画として、グループリーダー育成計画、農民間普及計

画、普及員能力向上計画及び節水灌漑研修を行ない、円滑な実施を図ることとした。 

 

ZAE III における総合農村開発計画は、下記の 6 つの優先アクションプログラムからなる。 

ZAE III 

（1）土壌・水保全計画 

ZAE III において本計画を実施する。詳細については、モデル 1 の中で述べたとおりである。 

 

（2）節水灌漑振興計画 

ZAE III においては、点滴灌漑を導入することにより、余剰の水を下流域に搬送し、下流域

での灌漑面積を増やす計画とする。導入に当たり、Achada B aleia での節水試験の結果を利用

していく。点滴灌漑導入農家に対して、節水灌漑研修を実施する。詳細については、モデル 1

の中で述べたとおりである。 

 

（3）流通経路合理化計画 

ZAE III において、1 年に一つの ACB を対象に本計画を実施する。詳細については、ZAE I

の項で述べたとおりである。 
 

（4）グループリーダー育成計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE III だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 

 

（5）農民間普及計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE III だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 

 

（6）普及員能力向上計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、
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ZAE III だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 
 

ZAE II I においては、土壌・水保全計画を実施し、国土の保全、生態の維持を実現する。本計

画により、降雨による急斜面の土壌流亡を防ぐとともに、耕地面積の拡大を図り、地下水の涵養

にも資する。この効果により、下流部における湧水量の増加が期待できる。果樹栽培を併用する

ことにより、果樹の販売による収入増にもつながる。湧水のある地域では、節水灌漑の振興策と

して、点滴灌漑を導入し、その余剰水を下流部に搬送し、点滴灌漑面積を増加するものとする。

これらの計画の実施により、農産物の増産が期待できる。収穫された農産物については、流通経

路合理化計画の実施により、出荷費用を抑えることで、農家支出を減らすことができる。将来は、

大量出荷によるバーゲニングパワーによる庭先価格を上げることも期待できる。 

このように、農産物の増産及び経費の抑制により、農家経済が潤い、生計向上の実現に資する

計画とした。また、政府による農業支援計画として、グループリーダー育成計画、農民間普及計

画、普及員能力向上計画及び節水灌漑研修を行ない、円滑な実施を図ることとした。 
 

ZAE IV における総合農村開発計画は、下記の 6 つの優先アクションプログラムからなる。 

ZAE IV 

（1）土壌・水保全計画 

ZAE IV において本計画を実施する。詳細については、モデル 1 の中で述べたとおりである。 

 

（2）アグロフォレストリー計画 

ZAE IV における保護林を対象に本計画を実施する。詳細については、モデル 1 の中で述べ

たとおりである。 

 

（3）流通経路合理化計画 

ZAE IV において、1 年に一つの ACB を対象に本計画を実施する。詳細については、ZAE I

の項で述べたとおりである。 

 

（4）グループリーダー育成計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE IV だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 
 

（5）農民間普及計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE IV だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 
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（6）普及員能力向上計画 

本計画は、アクションプランを実施していくための政府による農業支援プログラムであり、

ZAE IV だけではなく、集水域全体として行なう。詳細については、モデル 1 の中で述べたと

おりである。 

ZAE IV においては、土壌・水保全計画を実施し、国土の保全、生態の維持を実現する。本計

画により、降雨による急斜面の土壌流亡を防ぐとともに、耕地面積の拡大を図り、地下水の涵養

にも資する。果樹栽培を併用することにより、果樹の販売による収入増にもつながる。また、保

護林においてアグロフォレストリー計画を実施し、涵養林としての森林を保全し、国土の荒廃を

防ぐ計画とする。加えて、飼料作物の生産も可能になる。これらの効果により、下流部における

湧水量の増加が期待できる。収穫された農産物については、流通経路合理化計画の実施により、

出荷費用を抑えることで、農家支出を減らすことができる。将来は、大量出荷によるバーゲニン

グパワーによる庭先価格を上げることも期待できる。 

このように、農産物の増産及び経費の抑制により、農家経済が潤い、生計向上の実現に資する

計画とした。また、政府による農業支援計画として、グループリーダー育成計画、農民間普及計

画及び普及員能力向上計画を行ない、円滑な実施を図ることとした。 

総合農村開発モデルの概念については、口絵の「アクションプラン概念図 集水域単位（各

ZAE）の総合農村開発モデル」にまとめた。 

 

7.3.3 アクションプラン実施計画 
アクションプランの実施計画については、集水域単位で考え、アクションプランの基本となる

モデル 1 及びモデル 2 を合わせ、一つの集水域における全体計画として策定した。サンチャゴ島

には大小合わせて 100 以上の集水域があり、全ての集水域について計画を策定することは現実的

ではないことから、アクションプランの期間を 5 年間とし、その間に 8 つの集水域を対象に実施

することとした。 

 

（1）実施スケジュール 

アクションプランは、下記の手順に従って実施する。 

‐ 予算の確保 

DGASP は、本アクションプランを毎年 2 か所の集水域で実施することとし、実施のための

予算を確保する。DGASP 自前の予算で実施するのが難しい場合は、国際援助機関、NGO な

ど他ドナーの協力を取り付ける。日本政府が供与した食糧援助の見返り資金も有効な資金

源と考える。本アクションプランで提案しているアクションプログラムは、一つのプログ

ラム単独でも効果を表すことから、実施予算の額を抑え、予算の確保を容易にすることを

考慮し、独立したプログラム項目ごとに協力を要請することも視野に入れる。事業費が小

額なものについてはDGASPが自前の予算を確保し、その割り当てをMADRRMから受ける。 

‐ 対象集水域の選定及び全体計画の策定 

DGASP の職員は、アクションプランを実施する対象集水域を毎年 2 か所選定する。対象水

域の選定に当たっては、ドラフトアクションプラン策定時に優先順位を付けた 10 の集水域
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を優先するが、最新の集水域の状況も考慮する。また、ウォータースプレッディング計画

においては、既存の堰の有無が計画実行の鍵となることから、本計画の導入を図るには既

存の堰の有無を確認し、対象集水域を選定する必要がある。選定した対象集水域のアクシ

ョンプラン実施のための全体計画を、下記の手順に従って策定する。 

‐ 普及員研修の開始 

アクションプランは、対象集水域を管轄する農業地方事務所の普及員が中心になって実施

に当たることから、彼らのアクションプランに対する認識を高め、円滑な実施及びプラン

の成功を図るため、普及員研修を行なう。普及員研修は、アクションプログラムの普及員

能力向上計画の一環として行なう。2 度目の普及員研修については、アクションプラン開始

後、1 年をめどに実施する。 

‐ ACB との合意 

対象集水域において、アクションプログラムを実施する ACB を選ぶためのワークショップ

を開催する。ワークショップは DGASP 職員が、研修を受けた普及員と共に、ACB を対象

に開催する。ワークショップの中で、各プログラムを実施するのに適した ACB を選び、対

象集水域の全ての ACB の合意を得る。 

‐ 詳細計画の策定 

担当普及員は、DGASP 職員の支援を受け、プログラムを実施する ACB の意見を考慮し、

各アクションプログラム実施のための詳細計画を策定する。計画策定に当たっては、対象

集水域の自然条件を調査し、それに合った計画を立てる必要がある。 

土壌・水保全計画で植栽する果樹の種類については、アクションプログラムで提案してい

るパパイア及びアゼリーアが対象集水域において適正なのかを確認し、他の果樹の可能性

も検討してから導入を決める必要がある。実施面積についても、現況に合わせて、柔軟な

計画を心がける。 

 アグロフォレストリー計画については、飼料作物の選定に当たり、対象集水域に適した、

手に入りやすいものを選ぶなどを心がける。実施面積についても、現況に合わせて、柔軟

に対応する。 

 ウォータースプレッディング計画においては、既存の堰の位置及び対象農地の位置を確認

し、水路の延長などを決める必要がある。また、対象農地の面積については現況に合わせ

て決めることから、水路断面などもそれに合わせる必要がある。 

 節水灌漑振興計画については、伝統的灌漑から点滴灌漑に移行する面積について、現況に

合わせて計画する。マルチングについても、節水灌漑試験で良好な結果が出るようであれ

ば、積極的に計画に取り入れていく。 

 流通経路合理化計画については、トマト以外に、ピーマン、ニンジン、タマネギなど対象

集水域で栽培されている作物についても考慮する必要がある。 

‐ グループリーダー研修の開始 

本アクションプログラムは、ACB が実施することから、計画を成功させるためにはリーダ

ーの資質が大事となってくる。従って、アクションプログラムの実施に先立ち、グループ

リーダー研修を実施し、リーダーたちにプログラムの円滑な実施に備えてもらい、その成
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功を図る。本研修は、アクションプログラムのグループリーダー育成計画の一環として行

なう。プログラムの実施に並行して、リーダー会議を開催する。 

‐ アクションプログラムの実施 

策定された詳細実施計画に従い、各アクションプログラムの内容に沿い、ACB が普及員及

び DGASP の職員の支援を受け、プログラムを実施する。土壌・水保全など、施設の建設が

必要なものについては、建設に必要な手続き（施設の設計、入札図書の作成、業者選定、

施工）を経て施設を完成させ、プログラムを実施する。 

 本アクションプログラムで計画している施設は、小規模で単純なものが殆どである。従っ

て、施設の設計及び入札図書の作成については、DGASP 職員及び普及員が独自で行なえる

ことから、彼ら自身で行なうことを基本とする。業者選定に当たっては、公平な競争入札

とする。施工に当たり、普及員が DGASP の支援を受けて、施工管理を行ない、適正な施設

の完成を図る。 

‐ モニタリング・評価 

DGASP 職員及び普及員は、アクションプログラム実施状況をモニタリングし、その結果を

実施 ACB に提供し、円滑な進捗を図る。また、事業が終了した段階において、評価を行な

い、その結果を、その後に実施する他集水域でのアクションプランの事業実施に活用し、

より効果的なアクションプランの実施を目指す。 

上記手順に従った集水域単位の実施スケジュールを、章末の表に示す。また、アクションプラ

ンの 5 年間の全体実施スケジュールを下記に示す。 

年　

対象集水域

対象集水域 1

対象集水域 2

対象集水域 3

対象集水域 4

対象集水域 5

対象集水域 6

対象集水域 7

対象集水域 8

節水灌漑試験

試験圃の設置

試験の実施

プログラム実施 プログラム継続

2014 2015
パイロットプロジェクト

2008 - 2010
2011 2012 2013

 

図 7.3.1 全体実施スケジュール 
 

（2）概算事業費 

本アクションプランを適用するサンチャゴ島の集水域は、各々自然条件などが違うことか

ら、計画の内容は同じでも、施設の規模などを設計するに当たり、各対象集水域の条件を考
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慮して行なう必要がある。従って、各集水域ごとに、事業費も変化することから、ここでは、

概算事業費として算出することとし、集水域単位の概算事業費を以下に示す。 

なお、本アクションプランは、国家的な戦略から、国土の荒廃の防止、水資源の有効利用、

それによる灌漑耕地の拡大といったものであることから、事業費については「カ」国政府の

予算として計上する。ただし、種子などの購入費用は、対象農民の事業に対するオーナーシ

ップを養うため、農民負担とする。 

集水域単位の概算事業費の合計は、€175,867.-となり、1 年に 2 つの集水域で実施すること

から、年間事業費は€351,734.-となるが、節水灌漑試験の継続実施の年間経費€16,288.-を加え

る必要があるため、年間総事業費は€368,022.-となる。従って、5 年間の総事業費は€1,488,000.-

（€368,022 x 4 年+ €16,288 x 1 年）となる。 

表 7.3.1 集水域単位の概算事業費 

アクションプログラム 事業費（ECV） 事業費（€） 備　　考

ウォータースプレッディング計画 339,000 3,074.41 取水工、土水路（L = 1 km、A = 0.27 m2）

節水灌漑振興計画 3,312,000 30,036.73 点滴灌漑機器（3 ha）

流通経路合理化計画 166,000 1,505.46
計 3,817,000 34,616.61

ウォータースプレッディング計画 339,000 3,074.41 取水工、土水路（L = 1 km、A = 0.27 m2）

節水灌漑振興計画 3,312,000 30,036.73 点滴灌漑機器（3 ha）

牧畜管理計画 657,000 5,958.37 A = 3 ha

流通経路合理化計画 166,000 1,505.46
計 4,474,000 40,574.98

土壌・水保全計画 721,000 6,538.79 A = 2.7 ha

節水灌漑振興計画 4,337,000 39,332.52 機器（3 ha）、管路（L = 1 km、φ63）、調整枡他

流通経路合理化計画 166,000 1,505.46
計 5,224,000 47,376.77

土壌・水保全計画 721,000 6,538.79 A = 2.7 ha

アグロフォレストリー計画 854,000 7,744.98 A = 2.7 ha

流通経路合理化計画 166,000 1,505.46
計 1,741,000 15,789.24

グループリーダー育成計画 2,186,000 19,824.97 9 日間、普及員10名、農民30名

農民間普及計画 1,096,000 9,939.69 8 日間、農民30名、農民30名

普及員能力向上計画 247,000 2,240.06 8 日間、普及員10名

節水灌漑振興計画（節水灌漑研修） 607,000 5,504.92 普及員10名（8 日間）、農民30名（5 日間）

計 4,136,000 37,509.64

合計 19,392,000 175,867.23

節水灌漑振興計画（節水灌漑試験の継続実施） 1,796,000 16,288.03 年間

ZAE I

ZAE II

ZAE III

ZAE IV

農業支援サービス

 
 

（3）プロジェクトの効果 

本アクションプランの実施により見込まれる主な効果は、以下のようになる。 
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土壌・水保全計画を 1 集水域で 5.4 ha 実施し、5 年間で 8 集水域を対象とすることから、全

体で 43.2 ha の実施となる。これにより、43.2 ha の国土の荒廃が防げ、果樹の栽培も可能とな

る。また、地下水を涵養する効果は、1 ha で年間約 400 m3 の地下水が涵養されることから、5

年後には年間 17,280 m 3 の地下水が涵養されると試算される。加えて、本計画の実施により、

地域住民が自然資源の管理の重要性を意識するようになる。 

アグロフォレストリー計画を 1 集水域で 2.7 ha 実施し、5 年間で 8 集水域を対象とすること

から、全体で 21.6 ha の実施となる。これにより、21.6 ha の森林の保全が可能となり、飼料作

物の栽培も可能となる。加えて、住民の保護林の管理に対するモチベーションも上がる。 

ウォータースプレッディングの実施により、1 集水域で 2 ha の土地で栽培が可能となり、5

年間で 8 集水域を対象とすることから、全体で 16 ha の可耕地の増加となる。また、年 3 回の

洪水により 1 集水域で 6,000 m3 の水資源の有効利用となり、全体で 48.000 m3 の水資源の有効

利用となる。 

節水灌漑振興計画を 1 集水域で 6 ha 実施し、5 年間で 8 集水域を対象とすることから、全体

で 48 ha の実施となる。これにより、約 960 m3/日（20 m3/日/ha x 48 ha）（年間灌漑日数を 225
日とすると約 216,000 m3/年）の節水ができ、約 24 ha の節水灌漑耕地が増加することになる。 

 

（4）事業実施体制 

アクションプランの活動は、農業地方事務所の普及員により支援あるいは指導されるため、

農業地方事務所長を委員長とする現地調整委員会を設置し、ACB レベルのプログラムの実施

をモニターしていく。現地調整委員会は ACB のリーダー及び農業地方事務所の普及員で構成

され、プログラムの進捗を管理・調整すると共に、集水域の資源がもたらす種々の恩恵に浴

する問題について透明性を持ち、民主的に解決する場である。即ち、以前は政府の職員だけ

で決められていた事柄について、住民参加で討議し、その解決策を探る場である。現地調整

委員会の定例会議は、グループリーダー会議を活用して行ない、各 ACB が事業の実績を報告

すると共に、ACB 内で持ち上がった問題などについて相互に討議する。 

アクションプランの実施機関は、環境・農村開発・海洋資源省（MADRRM）の下部機関で

ある農林牧畜総括局（DGASP）であることから、管理責任部署として、DGASP の中に運営委

員会を設ける。運営委員は、DGASP の各課（農牧畜課、農業土木課、林業課）の担当者から

なり、集水域の資源管理に関連する他機関（環境総括局、農業施設森林公社、水資源管理公

社、農業開発公社、気象・地球物理公社など）との交流を行ない、集水域の水資源に関する

情報を交換する。アクションプランの実施のモニタリングに当たっては、それらの情報を考

慮し、適切に行なう。 

農林牧畜総括局長を委員長とし、中央レベルの関係機関の担当者及び農業地方事務所長な

どからなるステアリングコミッティーを設置し、アクションプラン実施の政策面のモニタリ

ングを行う。 

下図に実施体制の概要を示す。 
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図 7.3.2 アクションプラン実施体制 

 

ステアリングコミッティー 
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年　

アクションプログラム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

対象水域の選定及び全体計画の策定

普及員研修の開始

ACB との合意

詳細計画の策定

グループリーダー研修の開始

アクションプログラムの実施

モニタリング・評価

ZAE I
ウォータースプレッディング計画

現地測量

詳細設計・入札図書作成

業者選定・施設建設

施設を使ったリーチングの実施

脱塩耕地での野菜栽培

節水灌漑振興計画

現地測量

機材の調達・設置

節水灌漑による野菜栽培

流通経路合理化計画

ワークショップの開催

共同集出荷の実施

ZAE II
ウォータースプレッディング計画

現地測量

詳細設計・入札図書作成

業者選定・施設建設

周辺の土地への河川水の導入

潤った土地での飼料作物の栽培

節水灌漑振興計画（詳細についてはZAE I と同じ）

牧畜管理計画

現地測量

柵の設置・牧草地耕起

飼料作物の播種

飼料作物の収穫

流通経路合理化計画（詳細についてはZAE I と同じ）

ZAE III
土壌・水保全計画

現地測量

詳細設計・入札図書作成

業者選定・施設建設

果樹の灌水・育成

節水灌漑振興計画

現地測量

詳細設計・入札図書作成

業者選定・施設建設

節水灌漑による野菜栽培

流通経路合理化計画（詳細についてはZAE I と同じ）

ZAE IV
土壌・水保全計画（詳細についてはZAE III と同じ）

アグロフォレストリー計画

対象面積の確定

下草のクリーニング

飼料作物の播種

飼料作物の収穫

流通経路合理化計画（詳細についてはZAE I と同じ）

農業支援サービス

グループリーダー育成計画

グループリーダー研修

グループリーダー会議

他集水域農民へのセミナー

農民間普及計画

普及員能力向上計画

節水灌漑振興計画（節水灌漑研修）

1 年目 2 年目

 

図 7.3.3 集水域単位の実施スケジュール 
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第 8 章 結論と提言 

 

8.1 結 論 

（1） 本調査は、サンチャゴ島の集水域における、自然資源を有効利用した実施可能かつ持続的

な農業及び土壌・水保全に資する、総合農村開発のアクションプランを策定することを目

的とし、実施された。調査の中でドラフトアクションプランを慨定し、その一部をパイロ

ットプロジェクトとして実施し、ドラフトアクションプランの検証を行なった。その結果

を基に、アクションプランの構成要素となる、9 つの実施可能なアクションプログラムを最

終的に提案した。 

 調査対象地域における最大の問題は、希少な降雨がもたらす農業用水の不足であり、狭く

て急峻な地形による農業用地の不足であることが、本調査の中で明らかとなった。従って、

提案したアクションプランは、これらの問題を解決するためのアクションプログラムを中

心にし、それらを補足し支援するアクションプログラムからなっている。 
 

（2） 本アクションプランでは、サンチャゴ島の農民の生計向上に資する、限られた自然資源を

有効利用した農村開発の実現を目指し、土壌・水保全、アグロフォレストリー、ウォータ

ースプレッディング、節水灌漑振興、牧畜管理、流通経路の合理化及びそれを支援する人

材育成計画を実施するものである。これらの計画は、DGASP 及び São Domingos 農業地方事

務所の職員と共に実施したパイロットプロジェクトの中で、その有効性、実現可能性が確

認されている。これらの殆どは特に高度な技術を必要とせず、「カ」国政府職員の技術レベ

ルで十分に対応できるものである。技術面の容易性、自然環境面における便益及び農民の

生計向上への寄与が期待できることから、本アクションプランの実施は妥当であると判断

される。 

 

（3） 本アクションプランの目標を計画に沿って達成するためには、アクションプランの中で提

案している人材育成を軸とする農業支援プログラムを「カ」国政府が効果的に実施し、国

内の優秀な人材を確保することは勿論、国際援助機関からの専門家派遣を含む技術支援の

受け入れを図る必要がある。これについては、本調査の終了に当たり開催されたステアリ

ングコミッティー会議及びセミナーにおいて、「カ」国側の積極的な意志が確認された。こ

の活動を通じて得られる効果は、本アクションプランの成功のみにとどまらず、サンチャ

ゴ島以外の農村開発に大きな波及効果をもたらすものと考える。 
 

（4）「カ」国では、土壌・水保全の促進、水資源の確保及び有効利用、節水灌漑の促進、塩害へ

の対応、自然資源の持続的な管理、流通の強化及び農民グループによる起業、人的能力の

強化などを政治課題として掲げており、本アクションプランはまさにこの国家政策に沿っ

たものである。 

 

（5） 本調査の実施を通じて、カウンターパートの技術面及び行政面の能力向上及び意識の変化
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が見られた。パイロットプロジェクトにおける、本邦研修を含む各種の研修で技術を学び、

調査団員と共に事業の立案、実施を行なったことにより、行政官としての意識が強化され

た。例えば節水灌漑研修では、彼らは節水灌漑の基本を学び、それまで理由も分からず農

民に節水灌漑の促進を指導していたが、その意義を理解し指導できるようになった。 

 調査団は農民同士の交流に力を注いだ。農民間普及プロジェクトでは、101 人の農民に大き

な刺激を与えた。新しい技術についての農民同士の話し合い、帰郷後の他農民への報告な

どを通して活性化が進んだ。また、グループリーダー会議では、各 ACB の活動、貴重な経

験、日常業務で直面する問題などについてリーダーたちが意見を交換し、彼らのグループ

活動の活性化への意欲が培われた。加えて、グループリーダー研修では、グループ活動を

推進する上での基本的事項、会計に必要な知識、集会の必要性などについて習得した。研

修の中でも、リーダー同士の意見交換に多くの時間を割いた。これら農民に対する研修事

業については、常に普及員がコーディネーターとして参加し、農民に対して指導者として

の役割を果たし、責任感が醸成された。 

 このように、本調査の目的の一つである、調査の実施を通じた行政官及び住民の能力向上

を果たすことができたが、「カ」側で継続して技術的支援をしていく必要がある。 

 

8.2 提 言 

（1）アクションプランの実施 

本調査の中で実施したパイロットプロジェクトの結果を検討し、アクションプランを構成する

実施可能なアクションプログラムを選定した。これらの 9 つの計画は、サンチャゴ島の集水域に

共通して適用可能であり、限られた自然資源の持続的な利用及び ZAE 毎の総合農村開発を進める

上で、有効なものである。従って、「カ」国政府としても本アクションプランを推進し、普及する

ことに力を注ぐ必要がある。 

 

（2）予算の獲得 

本アクションプランを実施していくための予算措置を、「カ」国政府には積極的に行なっても

らいたい。予算確保の方法としては政府の予算が第一であるが、現状からみてあまり多くは期待

できない。次に、先進国、国際機関、NGO などのドナーがある。現在「カ」国では各種機関が協

力しているので、これらの機関と綿密に接触を図ることが重要である。日本政府が供与した食糧

援助の見返り資金は、日本が実施した事業及びその周辺に使われることが望ましいので、本アク

ションプランには適切な資金源となる。 
 

（3）節水灌漑の振興 

前述のように、調査対象地域における最大の課題の一つとして、希少な降雨がもたらす農業用

水の不足がある。不定期で希少な降雨に頼る天水農業においては、降雨頼みの農業を行なってお

り、その生産量は毎年変化が大きく、不確かなものである。他方、灌漑農業については、利用で

きる水源が限られており、その拡大は新規水源の開発なくしてはおぼつかない。新規水源の開発

は大きく分けて、表流水の捕捉と地下水の開発の 2 つが考えられる。しかし、表流水の捕捉につ

いては、ある程度の規模の初期投資を必要とする基盤整備を伴うことから、低投入技術による持
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続的な開発を目指している本計画にはなじまず、ウォータースプレッディングを除いては考慮し

ないことにした。また、地下水開発についても、地下水の塩分濃度の問題もあり、本計画では考

慮しないことにした。 

こうした制約の中、新規水源の開発をすることなく灌漑農業の拡大を図る手段として、節水灌

漑の振興を本計画では提案した。1 ヘクタールの伝統的灌漑の代わりに、節水効果の高い点滴灌

漑を導入することで、1 日 20 m3、（年間 225 日灌漑すると 4,500 m3）の余剰水が生まれ、約 0.5 ha

の点滴灌漑農地を増やすことができる。他方、国土の保全を主目的とした土壌・水保全計画を 1

ヘクタール実施することで、その付帯効果として年間 400 m3 の地下水の涵養が可能となる。それ

と比べると、点滴灌漑の導入は効果が大きく、年間で 10 倍の水資源の確保につながる。本アクシ

ョンプランでは、5 年間で 8 集水域、全体で 48 ヘクタールの点滴灌漑の導入を計画している。こ

れにより、約 24 ヘクタールの灌漑農地の拡大が可能になる。従って、節水灌漑の導入は、「カ」

国の灌漑農業を拡大する上において効果があることから、その推進・普及に、「カ」国政府として

特に力を入れることを提言する。 

なお、節水灌漑導入の促進に当たり、「カ」国政府としては、技術的な支援だけではなく、体

制の整備による支援を講じる必要がある。特に土地なし農民は機器を購入するための資金の借り

入れに際し、担保となる土地がないなどの制約があることから、彼らに対する補助金制度を整備

する必要がある。これにより、節水灌漑の導入が加速されることが期待できる。 

加えて、節水灌漑を促進するためには、節水灌漑に関する基礎データを収集し、地域に適した

節水灌漑の実践技術を確立する必要がある。そのため、パイロットプロジェクトの中で、節水灌

漑試験圃場を作り、節水灌漑試験に着手した。しかし、パイロットプロジェクトにおいては、1

度の栽培試験しか実施できず、信頼できるデータを得ることは無理であった。また、試験の中で

実施したピッチャー灌漑については、節水効果は点滴灌漑に匹敵するほどあることが確認された

が、伝統的灌漑に比べても費用が割高になることが明らかになった。このため本アクションプラ

ンの中では点滴灌漑のみを提案し、ピッチャー灌漑については将来の導入の可能性を示唆するに

留まった。しかし、ピッチャー灌漑は点滴灌漑にはない利点（現地産機材及び方法の簡便性）が

あることから、その将来の導入の可能性を検証していくことも大事である。従って、節水灌漑に

ついてのより信頼できるデータを得るため、本節水灌漑試験を継続実施する必要がある。「カ」国

政府により試験圃場の運転経費のための予算措置がなされ、本試験が継続して実施されることを

強く望むものである。 

 

（4）流通合理化計画の継続 

本計画については、パイロットプロジェクトとして実施し、当初目的をほぼ達成することがで

きた。共同集出荷作業としては「カ」国では過去に好例がなく、本パイロットプロジェクト実施

の経験が、類似事業を将来実施していく上において、参考にできる貴重な前例となるものと確信

する。また、パイロットプロジェクトを実施した Jöan G arido の ACB では、今後とも継続してい

く意思を表明している。継続実施については、ACB が主体的に進めて行くものではあるが、せっ

かく芽生えた彼らの継続していきたいという熱意を失わせないようにする必要がある。従って、

アクションプランの中で並行して実施を予定している普及員能力向上計画により、本計画の推進

役となる普及員の本計画に対する知見を醸成していくことが求められる。 
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（5）普及部門の強化 

普及部門は DGASP の ETER 及び農業地方事務所が担当しているが、どのように優れたアクシ

ョンプランを策定しても、この部門の能力が不足していれば、事業の実施、普及は期待できない。

普及部門は農民と行政の間にあって、両者のパイプの役割を果たしている。本調査、特にパイロ

ットプロジェクトの実施を通して、このパイプは太くなったと言える。農民は普及員を通して行

政を身近に感じるようになり、両者の間の信頼感が増した。この関係はより強くなることが望ま

れ、普及部門の更なる強化が望まれる。 

 

（6）マニュアルの活用 

本調査の中で、普及員の能力向上のための普及員マニュアル、節水灌漑を円滑に導入するため

の節水灌漑マニュアル及び農産物の加工方法を示した農産物加工マニュアルを作成した。いずれ

もパイロットプロジェクトの中で、OJT として指導してきた項目である。パイロットプロジェク

トで指導した技術を残し、普及するためにマニュアルとして残した。関係者による、これらマニ

ュアルの有効利用が図られることを、強く望むものである。 

マニュアルの有効利用を実現するためには、それを必要とし、日々使う人の手元にマニュアル

があることが不可欠である。配付しても、机の上に積んであるだけでは無駄になる。従って、農

民を指導する役割を持ち、マニュアルを一番必要とする普及員を優先に配付されることが求めら

れる。また、マニュアルを必要としている普及員が、その内容に精通し、その使い方を熟知して

いなければ、効果的な普及の実現は難しい。彼らがマニュアルの内容及び使用法を習得するため

には、アクションプランで計画している、DGASP により実施される普及員能力向上計画の中で、

それを習得するためのカリキュラムを組み、指導していく必要がある。 

なお、技術は日々改良されていくものであることから、それに伴いマニュアルの改訂も必要に

なる。マニュアルの改訂については、作成時同様、DGASP の ETER が中心になり、INIDA の支援

を受け実施していくことが望まれる。 
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